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1　計画の概要
（１）はじめに

　大竹市まちづくり基本構想（以下「基本構想」といいます。）は、本市がまちづくりを行う上での最上位

に位置付けている計画です。計画期間を定めずに、将来にわたって掲げたいまちづくりの理念や実現したい

将来像を示したものであり、まちづくり全般にわたる内容になっています。

　基本構想を踏まえて、令和３(2021)年度から令和６(2024)年度までを計画期間として、基本構想の具体化

に向けて取り組む施策の体系や方向性を示し、各分野における目標や取組、評価指標などを示した中期計画

が、第１期大竹市まちづくり基本計画（以下「第１期基本計画」といいます。）です。

　この第１期基本計画に定めた各施策を実現するための具体的な事業内容を定めたものが、第１期大竹市ま

ちづくり基本計画実施計画（以下「実施計画」といいます。）であり、第１期基本計画の計画期間に合わせ

て毎年度見直しを行い当該年度版を策定するものです。

　　

（２）実施計画について

　実施計画では、第１期基本計画に掲載している主な事業及び令和4年度に新たに取り組む事業の計画期間

における具体的な取組内容と事業費、数値目標などを定めています。また、これらの事業は、第2期大竹市

まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「第2期総合戦略」といいます。）に該当する事業や、大竹市国土

強靭化地域計画（以下「国土強靭化地域計画」といいます。）に関連する事業も含みます。

　なお、第１期基本計画の計画期間の最終年度である令和6(2024)年度末まで、毎年度実施計画事業の検証

を行い、その検証を踏まえて翌年度以降の事業の見直しを行うとともに、令和６(2024)年度には第1期基本

計画の総括を行い、これらを基礎として次期大竹市まちづくり基本計画の策定に繋げます。

　実施計画は、次年度以降の予算編成の基礎資料として活用します。

①基本構想（令和３(2021)年３月策定）

まちづくりを行う上での最上位計画。計画期間を定めずに、将来にわたって掲げたいまちづくりの

理念や実現したい将来像を示したもの。

②土地利用方針（令和３（2021年）３月策定）

基本構想が掲げる「未来にあふれる「８つの幸せ」」を具現化する

ための土地利用に関する方針。

③第１期基本計画（令和３(2021)年３月策定）

令和３(2021)年度から令和６(2024)年度までを計画期間として、

基本構想の具体化に向けて取り組む施策の体系や方向性を示し、

各分野における目標や取組、評価指標などを示した中期計画。

④実施計画（令和３(2021)年度から毎年当該年度版策定）

第１期基本計画に定めた各施策を実現するための具体的な

事業内容を定めたもの。
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（３）第２期大竹市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関係について

　第１期基本計画は、国の第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略が掲げる4つの基本目標と2つの横断的な

目標の考え方を踏まえた第2期総合戦略と一体的に策定し、第2期総合戦略の「まち」「ひと」「しごと」

の各基本目標を実現するための施策を重点取組として位置付けています。

　このことから、実施計画では、「まち」「ひと」「しごと」の創生に効果があると考えられる事業を重点

事業とし、アイコンで示しています。

（４）大竹市国土強靭化地域計画との関係について

　国の「国土強靭化基本計画」や「広島県強靭化地域計画」との調和を図りつつ、基本構想及び第１期基本

計画が示す将来のまちの姿や取組の方向性とも整合した、分野ごとの取組を横断的･網羅的に整理するため

の計画として、国土強靭化地域計画を策定し、その別冊として当計画が掲げる「起きてはならない最悪の事

態（以下「リスクシナリオ」といいます。）」への対応方策に該当する個別事業一覧を作成しています。

　実施計画では、事業に対応するリスクシナリオを示しています。

「自治・行政運営」の施策

「教育・文化」の施策 「産業・雇用」の施策 「生活・環境」の施策

「健康・福祉」の施策「安全・安心」の施策

①人命の保護 ②行政機能の確保 ③市民の財産・公共施設の被害最小化

④迅速な復旧復興

ま ち

第２期総合戦略【第１期基本計画の重点取組】

「教育・文化」の施策

「安全・安心」の施策

「産業・雇用」の施策

「健康・福祉」の施策

「生活・環境」の施策

「自治・行政運営」の施策

ひ と しごと
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（５）SDGs（持続可能な開発目標）との関係について

　SDGsとは、Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略で、平成27(2015)年９月の国

連サミットで採択され、令和12(2030)年までの長期的な開発の指針として採択された「持続可能な開発の

ための2030アジェンダ」の中核を成す「持続可能な開発目標」であり、先進国を含む国際社会共通の目標

です。

　SDGsの達成には企業、NPO法人、市民、地方自治体などの関係者全員が連携することが重要であり、特

に経済・社会・環境の3つの分野の統合的な取組が必要とされています。この考え方は、基本構想・第１期

基本計画･実施計画がめざす方向性とも合致することから、SDGsと第1期基本計画･実施計画の個別施策を

関連付けています。

「教育・文化」の施策

「産業・雇用」の施策

「生活・環境」の施策

「安全・安心」の施策

「健康・福祉」の施策

「自治・行政運営」の施策

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT
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２　記載内容の見方

【4-1 自然災害やさまざまな危機に強いまちづくり】

４年間で
実現したい姿

地域住民の高い防災意識により、自助・共助による地域防災力が向上し、い
ざという時に命を守る行動を取ることができています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　避難のタイミングや避
難所までの経路、持ち出
し品の準備、緊急時の集
合場所や連絡方法が認識
されているなど、自らの
命を守るという意識を
持った世帯が増えること
が、地域の防災力を高め
ます。

現状値
（R1
）

実績値
（R2
）

実績値
（R3
）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

防災意識を持った
世帯の割合

29.5% 27.5% 51.2% 54.2% 80.0%

2(1) 防災情報等啓発促進事業 まち

A-1⑤、A-2②③④、A-3③、

A-5②③④、C-2②、D-1①、

D-2①②、F-1①、G-7①

危機管理課

2(2)
防災体制整備事業(災害廃棄物の

処理)
まち A-3②、G-1①、H-1① 環境整備課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1 自主防災組織育成指導事業 まち

A-1④⑤、A-2④、A-3③、

A-5①④、B-3①、D-2②、

G-1②

危機管理課

❶施策名

第１期基本計画の施策名を記載しています。

❷ＳＤＧｓとの関連性

第１期基本計画の施策に関連するSDGsの17の目標のアイコンを配置し、施策との関連性を示していま

す。

❸４年間で実現したい姿

取組を進めていくことで「4年後はこうなっている」という理想の姿を記載しています。

❹ＫＰＩ（重要業績評価指標）

｢４年間で実現したい姿｣を実現するために、どのくらいの効果をもたらしたかを図る目安として、関

連する指標を記載しています。

❺実施計画事業

｢４年間で実現したい姿｣の実現に向けて取り組む具体的な事業のうち、主なものを記載しています。

❻第２期総合戦略

第２期総合戦略に該当する取組である場合は、｢まち｣｢ひと｣｢しごと｣のどの基本目標に該当するかを

示しています。

❼国土強靭化地域計画

実施計画事業が、｢大竹市国土強靭化地域計画【別冊】個別事業一覧｣(随時更新)のリスクシナリオ対

応方策に該当している場合は、リスクシナリオ対応方策を記載しています。

❶

❷

❸

❹

❺ ❻ ❼
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【4-1 自然災害やさまざまな危機に強いまちづくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

304 1,091 334 889 954

国 県 費 0 213 17 332 375

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 304 878 317 557 579

80.0% 82.0% 84.0% 86.0%

75.0% 74.0% 75%

担当課

危機管理課

事業名

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 自主防災組織の加入率

財

源

内

訳

●養成講習の実施による地域防災リーダーの養成や、地域での
自主防災組織の立ち上げや防災訓練の支援など、地域防災力
の向上に取り組みます。
●｢避難行動要支援者名簿｣を活用し、地域での避難支援体制
づくりを推進します。

○地域の防災力強化を目的に、自主防災組織の立ち上げ支援
や防災リーダーの育成などを行います。また、市内の要支援者を
把握し、避難行動要支援者名簿を作成して関係者に配付しま
す。

根拠法令等 災害対策基本法

関連する計画 大竹市地域防災計画

1 自主防災組織育成指導事業

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・本町2丁目が、自主
防災組織を立ち上げ
ました。なお、新型コロ
ナウイルス感染拡大
防止のため、自主防
災組織育成研修会は
書面開催としました。

・組織立ち上げ支援と
共に、研修会などによ
る防災の基礎知識の
定着と、避難の呼び
かけ体制構築事業
(DIG、WS、避難訓練)
で組織力の向上を図
りました。
※組織数は令和3年
度と同じですが、世帯
数の減少により加入
率が減少しています。

・組織の設立と呼びか
け体制づくりの推進の
ため、セミナーや集合
訓練、ステップアップ訓
練を実施しました。

・自主防災組織未設
立の自治会に対しセミ
ナーを開催し、設立の
重要性、設立方法、
設立後の活動につい
て説明を行いました。

・令和5年度の取組を
継続します。

①第2期総合戦略に関する取組：｢まち｣｢ひと｣｢しごと｣のそれぞれの基本目標に該当する取組をアイコン

で示しています。

②国土強靭化地域計画に関連する取組：リスクシナリオ対応方策に関連する取組をアイコンで示してい

ます。取組の詳細は「大竹市国土強靭化地域計画【別冊】個別事業一覧」として別に定めます。

③根拠法令等・関連する計画：事業を実施する根拠となる法令や条例など、事業に関連する計画（目標

値の根拠となっているものなど）を記載しています。

④取組の方針：主に第１期基本計画における｢取組の方針｣を記載しています。

⑤事業の概要：事業の対象や内容などを記載しています。

⑥事業費：実施計画期間内の各年度の事業費 ・財源額を記載しています。令和２年度及び令和３年度は

決算額、令和４年度は決算見込額、令和５年度は予算額、令和６年度は予算見込額です。（※令和５年

度の予算額は、当初予算案として議会上程した額であり、変更する可能性があります。）

⑦事業指標：事業の進捗状況や達成状況を測る指標です。

⑧目標値･実績値：令和３年度までは目標値と実績値を、令和４年度以降は目標値のみ記載しています。

⑨取組内容：事業指標の目標値達成に向けた具体的な取組内容などを記載しています。

①

④

②

⑥

⑧

⑦

⑨

⑤

③
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《施策に関するSDGs指標について》

　各分野におけるSDGsの達成に貢献すると思われる施策について、指標を設定し、一覧で掲載するととも

に、これらの指標の進捗を管理します。

　各指標は、SDGs｢17の目標(ゴール)｣と｢169の達成目標(ターゲット）｣に対して、全国的に公開され利用

可能なデータに基づき、全国の自治体の取組を共通の尺度で評価できる指標として、自治体SDGs推進評

価・調査検討会のワーキンググループが作成した｢地方創生SDGsローカル指標リスト｣を基に設定していま

す。

　なお、本市の特性等を踏まえ、｢地方創生SDGsローカル指標リスト｣の指標をそのまま引用することが適

当でないと判断されたものについては、データの引用元や指標自体を変更し、市の独自指標として設定して

いる場合があります。

■｢安全・安心｣に関するSDGs指標一覧

施　策 実績値 データ時点・データ元

防災会議の設置有無 有
令和4年4月1日以降

｢地方防災行政の現況｣

最寄りの緊急避難場所まで

の距離別、普通世帯の数

(250ｍ未満) 5,820世帯

(250〜500ｍ) 3,560世帯

(500〜1000ｍ) 1,810世帯

(1000〜2000ｍ) 40世帯

(2000ｍ以上) 80世帯

人口1人当たりの刑法犯認

知件数(刑法犯認知件数/総

人口)

0.004件/人

令和５年12月31日

｢犯罪統計｣/｢住民基本台帳に基づ

く人口｣

刑法犯検挙率 53.5%
令和4年12月31日

｢犯罪統計｣

施策4-3

火災を防ぐ取組

の強化

人口10万人当たりの火災死

者数
０人

令和5年1月1日〜令和５年12月31

日

｢消防統計｣

施策4-4

市民の命を守る

消防体制の充実

人口1万人当たりの火災出

火件数
2.7件

令和5年1月1日〜令和５年12月31

日

｢消防統計｣

SDGs指標

平成30年10月1日

｢住宅･土地統計調査｣

施策4-2

事故や犯罪のな

い安全･安心な

地域づくり

施策4-1

自然災害やさま

ざまな危機に強

いまちづくり
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1　教育・文化

施策名 No 実施計画事業名称
総合

戦略

国土

強靭化
担当課

1 幼保小連携事業 ひと
総務学事課

福祉課

2

学校教育推進事業（ICTの活用･指導体制の充実･小中

学校の連携）【予算書事業名：小・中学校管理運営事業、

教育振興事業、教育支援事業】

ひと 総務学事課

3 英語力向上事業（教育振興事業） ひと 総務学事課

4
大竹小学校プール建設事業（小学校･中学校管理運営事

業）
○ 総務学事課

5
阿多田地区高校生等就学支援事業（遠距離通学支援事

業）
ひと 総務学事課

6 奨学金貸付事業 ひと 総務学事課

7 学校給食費支援事業 ひと 総務学事課

8
学校連携・子どもの居場所づくり事業(地域と学校の連

携協力)
ひと 生涯学習課

9
学校連携・子どもの居場所づくり事業(放課後子ども教

室・らんらんカレッジ事業)
ひと 生涯学習課

10
学校連携・子どもの居場所づくり事業(放課後児童クラ

ブの運営)
ひと 生涯学習課

1 青少年育成事業(人材育成) ひと 生涯学習課

2 青少年育成事業(推進体制の充実) ひと 生涯学習課

1 生涯学習推進事業(生涯学習グループ支援、文化祭) ひと 生涯学習課

2 生涯学習推進事業(社会教育事業) ひと 生涯学習課

3 図書館運営事業 まち 生涯学習課

4 地域交流施設整備事業 まち ○ 生涯学習課

1-4　豊かな心身を育

むスポーツの推進
1 スポーツ振興事業 まち 生涯学習課

1-5　まちへの愛着と誇

りを育む歴史・文化の

保存・継承の推進

1 文化財保護事業 まち 生涯学習課

1 人権啓発推進事業 自治振興課

2 男女共同参画推進事業 自治振興課

3 多文化共生促進事業 企画財政課

1-2　未来を担う青少

年の健全な育成

1-3　生きがいと創造

性を育む生涯学習・

社会教育の推進

1-6　人権と多様性を

尊重する社会づくり

1-1　子どもの学びと

成長を支える教育の

充実
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【1-1 子どもの学びと成長を支える教育の充実】

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

2
学校教育推進事業(ICTの活用･指導

体制の充実･小中学校の連携)
ひと 総務学事課

3 英語力向上事業(教育振興事業) ひと 総務学事課

4
大竹小学校プール建設事業(小学

校・中学校管理運営事業)

 A-1②、B-4①、C-2①、

 G-1①
総務学事課

４年間で
実現したい姿

小学校に入学した子どもが安心感を持って新しい学校生活に移行し、主体的に
自己を発揮して成長しています。

KPI
（重要業績評価指標）

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

小学1･2年生の不登校児
童数

0人 0人 1人 4人 0人

４年間で
実現したい姿

児童・生徒が主体的に学習に取り組む環境が整い、社会で生き抜く力やコミュ
ニケーション能力を身につけるための学校教育活動が行われています。

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1 幼保小連携事業 ひと
総務学事課

福祉課

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　学校生活を通して成長
した子どもの姿を見て、
保護者が学校の教育活動
に満足することが重要で
す。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

小･中学校の教育活動に
満足している保護者の
割合

91% 94% 92% 92% 95%

 【KPIの考え方】
　幼稚園･保育所･認定こど
も園などと小学校が連携
することで、｢小1プロブ
レム｣を防ぎ、学校に行く
ことが楽しくなるように
することが重要です。
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実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

5
阿多田地区高校生等就学支援事業

(遠距離通学支援事業)
ひと 総務学事課

6 奨学金貸付事業 ひと 総務学事課

7 学校給食費支援事業 ひと 総務学事課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

8
学校連携･子どもの居場所づくり事

業(地域と学校の連携協力)
ひと 生涯学習課

9

学校連携･子どもの居場所づくり事

業(放課後子ども教室･らんらんカ

レッジ事業)

ひと 生涯学習課

10
学校連携･子どもの居場所づくり事

業(放課後児童クラブの運営)
ひと 生涯学習課

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

中学校卒業生の進学率 100% 100% 100% 98% 100%

｢放課後子ども教室、らん
らんカレッジ事業、放課後
児童クラブ事業に｢とても
満足している｣または｢満足
している｣｣と答えた児童･
保護者の割合

ー 80% 79% 91% 85%

【KPIの考え方】
　各事業の参加者や放課
後児童クラブの利用者
が、サービスに満足して
いることが重要です。

４年間で
実現したい姿

地域と学校の協働により、子どもたちの成長を支える体制ができています。児
童が安全に放課後や長期休暇を過ごせる場所や学習できる機会が充実していま
す。

KPI
（重要業績評価指標）

現状値
(R1）

実績値
(R2）

実績値
(R3）

実績値
(R4）

実績値
(R5）

目標値
(R5）

４年間で
実現したい姿

居住地や経済的な事情に左右されることなく、児童･生徒･学生が就学・進学する
ことができています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　義務教育を終えた中学
校卒業生が、進学したい
にもかかわらず、居住地
や経済的な事情のため、
進学以外の選択をするこ
とを防ぎます。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

9



【1-1 子どもの学びと成長を支える教育の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 0 0 0 0

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 0 0 0 0 0

3回 3回 3回 3回

1.3回 2回 3.7回

担当課

総務学事課、福祉課

事業名

根拠法令等 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 大竹･小方･玖波小学校での教職員の連携及び子ども同士の交流回数(１校あたりの平均)

目 標 値

実 績 値

1 幼保小連携事業

●幼児期の育ちと学びを小学校以降の学習などにつなげるため
の教育課程を編成します。
●行事、研修会などを通じて幼保小の交流を促進します。

○幼保小接続カリキュラムを作成して実践することで、小学校
に入学した子どもが安心して生活できるようにします。
○幼保小の教職員の連携や交流を進めることで、幼保の育ち
と学びを小学校につなぐことができるようにします。

財

源

内

訳

取 組 内 容

・幼保小接続カリキュ
ラムを作成しました。ま
た、幼保小連絡会や
交流、小学校教員に
よる保育体験を実施し
ました。

・幼保小接続カリキュ
ラムの実践と見直しを
行うとともに、幼保小
連絡会などを通して、
幼保小の連携を進め
ました。

・幼保小接続カリキュ
ラムの実践と見直しを
行うとともに、幼保小
連絡会などを通して、
幼保小の連携を進め
ていきます。

・幼保小接続カリキュ
ラムの実践と見直しを
行うとともに、幼保小
連絡会などを通して、
幼稚園、保育所等の
教職員等と小学校の
教職員等で園児・児
童の情報連携を進め
ていきます。また、園
児と児童が交流する
機会を設定します。

・令和5年度の取組を
継続します。
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【1-1 子どもの学びと成長を支える教育の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

47,734 20,848 25,865 61,663 43,320

(内繰越分)28,490

国 県 費 14,375 6 46 931 931

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 33,359 20,842 25,819 60,732 42,389

70% 85% 95% 95%

ー 60% 95.3%

担当課

総務学事課

事業名

根拠法令等 学校教育法、学習指導要領

関連する計画 大竹市利活用促進計画、大竹市学校ICT環境整備計画

取組の方針 事業の概要

2 学校教育推進事業（ICTの活用･指導体制の充実･小中学校の連携）
【予算書事業名：小・中学校管理運営事業、教育振興事業、教育支援事業】

実 績 値

事 業 費

財

源

内

訳

（単位：千円）

事 業 指 標 学習者用端末の活用によって児童生徒の主体的な学びにつながったと感じる教員の割合

目 標 値

・令和4年度の取組を
継続します。

・ICT活用については
令和5年度の取組を
継続します。
・中学校教科用図書
採択に伴い学校指導
者用デジタル教科書
の本格導入に向けて
準備します。
・令和7年度末頃の学
習者用端末更新に向
けて調査研究・計画を
作成します。

●9年間での教育活動を見据え、小学校と中学校の連携を強化
します。
●個々の特徴や理解度に応じて学習課題に主体的に取り組むこ
とができるよう、児童･生徒1人1台学習者用端末などの効果的な
活用を行います。
●教員研修を実施し、個々の理解度や発達段階に応じた計画
的･継続的な学習指導や生徒指導を充実させます。

○　小･中学校合同研修の実施などを通して小･中学校の連携
を強化し、授業改善や生徒指導の充実を進めます。また、1人
1台学習者用端末の効果的な活用や個々の理解度や発達段
階に応じた学習指導などについての授業研究を進めます。

取 組 内 容

・1人1台学習者用端
末導入のための準備
を進め、全校配備が
完了しました。また、校
内ネットワーク環境に
ついても、全校整備が
完了しました。
※令和2年度末に、1
人1台学習者用端末
及び校内ネットワーク
環境の全校整備が完
了したため、実績値は
令和3年度以降からと
なります。

・児童生徒が授業で
学習者用端末を効果
的に活用できるための
研修を実施し、校内へ
の普及を行いました。
・各校1回ずつ、ICTを
活用した授業研究を
行う研修会を実施し、
授業や家庭学習での
効果的な活用の在り
方について、市内の学
校で共有しました。

・児童生徒が授業で
学習者用端末を効果
的に活用できるための
研修を実施し、校内へ
の普及を行いました。
・各校1回ずつ、ICTを
活用した授業研究を
行う研修会を実施し、
授業や家庭学習での
効果的な活用の在り
方について、市内の学
校で共有しました。
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【1-1 子どもの学びと成長を支える教育の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

100% 100% 100% 100%

67% 67% 89%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

目 標 値

担当課

総務学事課

事業名

事 業 指 標 総務学事課職員が月１回以上授業観察等のために訪問した学校または市主催の研修会に参加した学校の割合

目 標 値

2 学校教育推進事業（ICTの活用･指導体制の充実･小中学校の連携）
【予算書事業名：小・中学校管理運営事業、教育振興事業、教育支援事業】

実 績 値

・学校訪問、校内研修
などの際に、指導助言
をするとともに、教職員
を対象にした研修を実
施しました。

・学校訪問、校内研修
などの際に、指導助言
を行いました。また、
様々な分野の教職員
研修を実施し、教職員
の資質･能力の向上に
取り組みました。

・学校訪問、校内研修
などの際に、指導助言
を行いました。また、
様々な分野の教職員
研修を実施し、教職員
の資質･能力の向上に
取り組みました。

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。

取 組 内 容

・各中学校区で小･中
学校合同企画委員会
を開催しました。また、
小･中学校共通の教
育目標の設定や、小･
中学校合同研修会の
実施、児童･生徒の交
流などを行い、小･中
学校の連携を行いまし
た。

・小･中学校連携を推
進し、9年間を見通し
た教育活動の充実に
向け、合同研修、教職
員や児童生徒の交流
などを行いました。

・小･中学校連携を推
進し、9年間を見通し
た教育活動の充実に
向け、合同研修、教職
員や児童生徒の交流
などを行いました。

・令和4年度の取組を
継続します。

実 績 値

事 業 指 標 中学校区における小･中学校の連携を毎月1回以上実施している学校の割合

・令和5年度の取組を
継続します。

取 組 内 容
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【1-1 子どもの学びと成長を支える教育の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

412 586 495 471 841

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 412 586 495 471 841

40% 40% 40% 40%

29.4% 36.7% 35.1%

事業の概要

事業名

担当課

総務学事課

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 12月1日時点での中学3年の英語検定3級以上取得者割合

財

源

内

訳

●教職員への研修を実施し、英語指導力の向上に取り組みま
す。
●授業や日常の活動で児童生徒が英語を｢聞く｣｢読む｣｢書く｣｢話
す｣回数を増やします。

○市内の中学校に通う中学3年生を対象に、日本英語検定協
会が実施する実用英語技能検定の検定料を全額助成(年1
回)します。

根拠法令等 大竹市英語検定助成事業実施要綱

関連する計画 ー

3 英語力向上事業（教育振興事業）

取組の方針

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・中学生全体の英語
力の向上を目指し、市
内の中学校に通う中
学3年生を対象に、日
本英語検定協会が実
施する実用英語技能
検定の検定料を、全
額助成(年1回)しまし
た。

・中学生全体の英語
力の向上を目指し、市
内の中学校に通う中
学3年生を対象に、日
本英語検定協会が実
施する実用英語技能
検定の検定料を、全
額助成(年1回)しまし
た。

・中学生全体の英語
力の向上を目指し、市
内の中学校に通う中
学3年生を対象に、日
本英語検定協会が実
施する実用英語技能
検定の検定料を、全
額助成(年1回)しまし
た。

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。
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【1-1 子どもの学びと成長を支える教育の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ー 9,469 58,123 329,198 ー

国 県 費 ー 9,469 37,050 0 ー

地 方 債 ー 0 0 0 ー

そ の 他 ー 0 0 329,097 ー

一 般 財 源 ー 0 21,073 101 ー

ー 30% 100%

ー ー 30%

担当課

根拠法令等 学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、学校保健安全法

関連する計画 大竹市公共施設等総合管理計画、大竹市学校施設等長寿命化計画

総務学事課

事業名

4 大竹小学校プール建設事業（小学校･中学校管理運営事業）

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 大竹小学校プール建設事業の整備率（事業費ベース）

目 標 値

実 績 値

　令和４年度から引き
続き建設工事を行い、
令和５年９月にプール
施設が完成しました。

大竹小学校及び大竹
中学校の両校で共用
を開始します。

・大竹小学校と大竹中
学校のプールの解体
設計及び新たに建設
するプールの設計業
務を行いました。

・既存プールの解体工
事が完了しました。
・令和5年度にかけて
建設工事を行っていま
す。

●児童･生徒の学びと成長を支える教育の充実のため、学校施
設を適切に維持管理します。
●大竹市公共施設等総合管理計画に基づいて、施設の統廃合
や集約化等の考え方により計画的な施設整備を進めます。

○老朽化している大竹小学校と大竹中学校のプール施設を解
体し、大竹小学校に児童と生徒が共同で使用できる新たな
プール施設を整備します。令和6年度に利用を開始する予定
です。

取 組 内 容

財

源

内

訳
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【1-1 子どもの学びと成長を支える教育の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1,360 1,180 997 1,135 946

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 1,360 1,180 997 1,135 946

一 般 財 源 0 0 0 0 0

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

担当課

総務学事課

事業名

根拠法令等 大竹市阿多田地区高校生等修学支援費補助金交付要綱、大竹市補助金等交付規則

関連する計画 ー

5 阿多田地区高校生等就学支援事業（遠距離通学支援事業）

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 対象となる保護者への支給割合（遠距離通学支援事業）

財

源

内

訳

目 標 値

実 績 値

●阿多田地区の児童･生徒･学生の保護者の経済的支援を継続
します。制度利用の漏れがないよう、周知を強化します。

○阿多田地区からの通学などを支援するため、フェリー代相当
額を支援します。

取 組 内 容

・基金を活用した阿多
田地区の児童、生徒
及び学生の保護者の
経済的支援を継続し、
制度利用の漏れがな
いように周知をしまし
た。
【支給人数】8名

・基金を活用した阿多
田地区の児童、生徒
及び学生の保護者の
経済的支援を継続し、
制度利用の漏れがな
いように周知をしまし
た。
【支給人数】7名

・引き続き、阿多田地
区の支援を行います。
【支給予定人数】9名

・引き続き、阿多田地
区の支援を行います。
【支給予定人数】6名

・引き続き、阿多田地
区の支援を行います。
【支給予定人数】5名

取組の方針 事業の概要
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【1-1 子どもの学びと成長を支える教育の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

6,522 8,400 9,480 11,160 10,056

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 10,168 11,694 9,563 8,731 8,707

一 般 財 源 ▲ 3,646 ▲ 3,294 ▲ 83 2,429 1,349

8人 10人 10人 10人

4人 6人 8人

担当課

総務学事課

事業名

根拠法令等 大竹市奨学金貸付条例

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

6 奨学金貸付事業

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 奨学金新規貸付者数

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・新規貸付者4名を含
め15名に貸付を行い
ました。返還免除者は
38名でした。
・また高校への募集案
内の配布、市広報･市
ホームページへの掲
載、受験雑誌への掲
載などにより、制度の
周知を行いました。

・新規貸付者6名を含
めた19名に貸付を行
いました。また、返還
免除者は33名でした。
・引き続き、制度の周
知を行います。

・新規貸付者8名を含
めた22名に貸付を行
いました。また、返還
免除者は33名でした。
・引き続き、制度の周
知を行いました。

・新規貸付者4名を含
めた18名に貸付を行
いました。また、返還
免除者は31名でした。
・引き続き、制度の周
知を行いました。

・新規貸付者10名を
含めた22名に貸付を
行う予定です。また、
返還免除者は35名の
見込です。
・引き続き、制度の周
知を行います。

財

源

内

訳

●奨学金の貸付と若者の定住促進のための返還免除制度を継
続します。制度利用の漏れがないよう、周知を強化します。

○扶養者が市内居住者であり、経済的理由により修学が困難
な生徒などに学資の貸付を行います。また、2年以上市内に居
住し一定の要件を満たす返還義務者に対し、貸付金の返還を
免除します。
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【1-1 子どもの学びと成長を支える教育の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ー ー 125,718 95,434 112,434

国 県 費 ー ー 125,718 0 0

地 方 債 ー ー 0 0 0

そ の 他 ー ー 0 74,200 78,993

一 般 財 源 ー ー 0 21,234 33,441

実施 実施

担当課

総務学事課

事業名

根拠法令等 大竹市学校給食費条例施行規則（※制定中、令和5年4月1日施行予定）

関連する計画 ー

7 学校給食費支援事業

・条例等の制度設計
や基金の造成を行い
ました。
・事業実施にあたり、
市内各小中学校と連
携しました。

・対象となる児童・生
徒の給食費を無償化
します。

・令和5年度の取組を
継続します。

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 学校給食費の無償化

財

源

内

訳

●小学校期・中学校期における保護者の教育にかかる経済的負
担の軽減として、学校給食費の無償化を図ることで、児童・生徒
の成長を支えるとともに、子育て支援を推進します。

○大竹市立学校に在籍する児童・生徒の保護者が負担する
学校給食費を全額免除します。（※事業費は、予算書の「学校
給食費支援事業」のうち「学校給食費支援事業補助金」と、
「給食センター運営事業」のうち「賄材料費」の一部を合算した
金額です。）

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

17



【1-1 子どもの学びと成長を支える教育の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 0 0 0 0

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 0 0 0 0 0

50人 50人 50人 50人

42人 62人 58人

財

源

内

訳

生涯学習課

事業名

担当課

8 学校連携･子どもの居場所づくり事業（地域と学校の連携協力）

根拠法令等

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・地域の人と協働し、
子ども達を指導したり、
共に体験したり、安全
管理をしたりする地域
の人材を発掘して、放
課後子ども教室事業
を実施しました。

・｢大竹市地域学校協
働本部｣を設置し、地
域の人材･団体などの
協力を得ながら、学校
との連携協働を強化し
て、学校内での放課
後子ども教室を1教室
増加しました。

事 業 指 標 地域ボランティア(指導者を含む)の人数

ー

取組の方針 事業の概要

社会教育法

関連する計画

●地域学校協働活動やコミュニティ･スクールと連携する組織体
制づくりとして、各種地域団体などで構成する大竹市地域学校協
働本部を設置し、地域と学校との連携協力体制の強化に取り組
みます。
●地域学校協働活動の普及啓発を行うとともに、活動を推進す
る役割を担う地域コーディネーター及び地域ボランティアの確保
と育成に取り組みます。

○大竹市地域学校協働本部を設置し、地域と学校との連携を
とりながら、地域学校協働活動(放課後子ども教室事業、らんら
んカレッジ事業)などを行います。

（単位：千円）

事 業 費

・地域の人材･団体な
どの協力を得ながら、
学校との連携協働を
強化して、学校内での
放課後子ども教室を2
教室実施しました。

・地域の人材･団体な
どの協力を得ながら、
学校との連携協働を
強化して、学校内での
放課後子ども教室を2
教室実施します。

・地域の人材･団体な
どの協力を得ながら、
学校との連携協働を
強化して、学校内での
放課後子ども教室を
実施します。
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【1-1 子どもの学びと成長を支える教育の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

700 2,821 5,970 5,970 8,920

国 県 費 0 1,690 3,132 2,292 2,805

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 700 1,131 2,838 3,678 6,115

9教室 11教室 12教室 12教室

9教室 11教室 11教室

30教室 35教室 40教室 40教室

0教室 33教室 40教室

事業名

担当課

取組の方針 事業の概要

9
学校連携･子どもの居場所づくり事業（放課後子ども教室･らんらんカ
レッジ事業）

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 放課後子ども教室の教室数

目 標 値

実 績 値

財

源

内

訳

●地域と学校との連携を強化することで、新たな指導者や協力
者を発掘し、公民館や学校の空き教室などを活用した｢放課後子
ども教室｣や長期休業日などに開催する｢らんらんカレッジ事業｣の
充実に取り組みます。

○地域･各団体･企業などと連携し、文化スポーツ活動や体験
活動などを行う｢放課後子ども教室｣、ものづくりや体験活動など
を行う｢らんらんカレッジ事業｣を行います。

・令和5年度の取組を
継続します。

根拠法令等 社会教育法

関連する計画 ー

事 業 指 標 おおたけっ子らんらんカレッジの教室数

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・新型コロナウイルス感
染拡大防止により開
催をすべて中止しまし
た。

・新型コロナウイルス感
染症の状況を見なが
ら定員を減らすなどの
工夫をして実施しまし
た。

・新型コロナウイルス感
染症の影響で２教室
は中止となりましたが、
安全に配慮して実施し
ました。

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。

取 組 内 容

・新型コロナウイルスの
影響で、栄公民館の
夏の居場所づくりを中
止しました。その他の
教室は、定員を減らす
などの対策により、実
施しました。

・例年通りの教室数に
加え、玖波･大竹地区
の教室をそれぞれ１つ
ずつ増やしました。

・昨年の教室に加え、
大竹地区に教室を１つ
増やしました。

・令和4年度の取組を
継続します。

生涯学習課
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【1-1 子どもの学びと成長を支える教育の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

47,925 62,756 64,254 67,102 71,424

国 県 費 30,517 35,054 34,093 32,290 33,212

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 8,396 7,692 8,542 10,231 9,931

一 般 財 源 9,012 20,010 21,619 24,581 28,281

0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

担当課

生涯学習課

事業名

根拠法令等 児童福祉法

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

10 学校連携･子どもの居場所づくり事業（放課後児童クラブの運営）

●業務の一部を民間事業者に委託することで、民間の運営ノウ
ハウを取り入れた効果的かつ魅力的な運営を行います。
●開所時間の延長などの利用ニーズに応じた多様なサービスの
充実に取り組みます。
●放課後子ども教室との一体的な取組や、多様な体験･交流･学
びの機会の充実に取り組みます。

・就労家庭の小学校児童などに対し、授業の終了後に学校施
設などを利用して適切な遊びと生活の場を与える｢放課後児童
クラブ｣の運営を行います。

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 放課後児童クラブにおける待機児童数

目 標 値

実 績 値

財

源

内

訳

取 組 内 容

・みどり児童クラブ(小
方小)において、年度
途中から1クラス増設
しました。

・定員を超えるクラブも
ありましたが、平均的
な児童クラブの利用率
を加味すると希望児
童のすべてを受け入
れることができており、
待機児童の問題は生
じていないため、待機
児童に対する特別な
取り組みは行っていま
せん。

・新型コロナウイルスの
感染症の感染拡大の
防止策として、ひかり
児童クラブ(大竹小)に
おいて、夏休み期間、
１クラス増設しました。

・引き続き、学校の余
裕教室活用のための
連携や他施設活用の
検討を進めます。

・令和5年度の取組を
継続します。

取 組 内 容

・平成28年度より、災
害などにおける保護者
などに対する緊急連
絡メールシステムの運
用を開始しました。｢大
雨警報｣発令時の保
護者の迎え要請など
の連絡手段として、継
続活用しました。

事 業 指 標 放課後児童クラブメールシステムの登録率

目 標 値

実 績 値

　平成28年度より、災
害などにおける保護者
などに対する緊急連
絡メールシステムの運
用を開始しました。｢大
雨警報｣発令時の保
護者の迎え要請など
の連絡手段として、継
続活用しました。

・　｢大雨警報｣発令時
の保護者の迎え要請
などの連絡手段とし
て、緊急連絡メールシ
ステムを継続活用しま
す。

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。
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【1-2 未来を担う青少年の健全な育成】

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1 青少年育成事業(人材育成) ひと 生涯学習課

2 青少年育成事業(推進体制の充実) ひと 生涯学習課

４年間で
実現したい姿

家庭・学校・地域が連携し、青少年を健全に育成する環境が整い、社会を生き
る力や未来を担う創造性、チャレンジ精神、リーダーシップ、コミュニケー
ション能力などを身につけた人材が育っています。

KPI
（重要業績評価指標）

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

80%

【KPIの考え方】
　各事業に参加すること
が、将来、地域や社会で
活躍するきっかけとなる
ことが重要です。

ジュニアリーダー育成
事業、中学生交歓交流
事業への参加が地域や
社会で活躍するきっか
けとなったと答えた人
の割合

ー ー 28% 44%
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【1-2 未来を担う青少年の健全な育成】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

219 225 612 612 600

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 420 60

一 般 財 源 219 225 612 192 540

45人 45人 45人 45人

21人 21人 35人

10人 10人 10人 7人

0人 0人 0人

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 ジュニアリーダー育成事業の参加者数(小･中学生)

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

目 標 値

実 績 値

事 業 指 標 中学生交歓交流事業の参加者数(大竹市分)

目 標 値

実 績 値

財

源

内

訳

取 組 内 容

※新型コロナウイルス
感染症拡大防止のた
め中止しました。

※新型コロナウイルス
感染症拡大防止のた
め中止しました。

※新型コロナウイルス
感染症拡大防止のた
め中止しました。

・沖縄県豊見城市と中
学生を派遣し合い、平
和学習や体験学習、
集団宿泊などを通じて
交流を行います。

・令和5年度の取組を
継続します。

1 青少年育成事業（人材育成）

●市の事業に参加した高校生･大学生･社会人が、地域や社会
で活躍できるための知識や経験、ノウハウを獲得できる体制づくり
に取り組みます。

○体験活動やグループワークなどを通じてリーダーに必要な力
などを身に付ける｢ジュニアリーダー育成事業｣、沖縄県豊見城
市と中学生を派遣し合い、平和学習や体験学習、集団宿泊な
どを通じて交流する｢中学生交歓交流事業｣を行います。

取組の方針 事業の概要

担当課

生涯学習課

事業名

取 組 内 容

・体験活動やグループ
ワークなどを通して大
竹市のリーダーを育成
する事業を次のとおり
実施しました。
■大竹のさまざまなス
ポットを知る
■防災に関する講演
など、実際に自分たち
で考え大竹のスポット
を回る

・チャレンジ講座を次
のとおり実施しました。
■オリエンテーリング
企画を実施し、大竹の
さまざまなスポットを知
る
■環境問題対策を行
う企業を見学し、環境
について考える

・チャレンジ講座とド
リーム講座を実施しま
した。
【チャレンジ講座】
■大竹市の西国街道
の歴史を学ぶ
■環境問題対策を行
う企業を見学し、環境
問題について考える
【ドリーム講座】
■広島ドラゴンフライズ
バスケットボール教室
を実施

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。
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【1-2 未来を担う青少年の健全な育成】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

164 242 245 978 1,011

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 164 242 245 978 1,011

23団体 23団体 24団体 24団体

23団体 23団体 23団体

事業名

担当課

生涯学習課

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 青少年問題協議会を構成する団体数

財

源

内

訳

2 青少年育成事業（推進体制の充実）

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

目 標 値

実 績 値

・令和5年度の取組を
継続します。

●家庭･学校･地域の幅広い分野の構成員で編成された組織体
制を構築し、青少年問題対策に向けた積極的な活動を行いま
す。

○青少年問題協議会、青少年非行防止実行委員会、青少年
育成センターの運営のほか、PTA活動や青少年健全育成団体
への補助などを行います。

取 組 内 容

・新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、
青少年問題協議会を
書面審議にて実施し、
善行をした少年に対し
て表彰を行いました。

・青少年問題協議会
を書面審議にて開催
し、青少年に関する事
項について関係団体と
情報を共有するととも
に、市民のつどいのオ
ンライン配信、善行を
した少年に対して表彰
を行いました。
・既に新たな青少年問
題協議会(構成団体
の任期は2年)が始
まっているため、新た
な任期を迎える令和5
年度までに、団体登録
数の増加を目指しま
す。

・青少年問題協議会
を開催し、青少年に関
する事項について関係
団体と情報を共有す
るとともに、善行をした
少年に対して表彰を
行いました。
・既に新たな青少年問
題協議会(構成団体
の任期は2年)が始
まっているため、新た
な任期を迎える令和5
年度までに、団体登録
数の増加を目指しま
す。

・青少年問題協議会
を開催し、青少年に関
する事項について関係
団体と情報を共有す
るとともに、善行をした
少年に対して表彰を
行います。
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【1-3 生きがいと創造性を育む生涯学習・社会教育の推進】

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1
生涯学習推進事業(生涯学習グルー

プ支援、文化祭)
ひと 生涯学習課

2 生涯学習推進事業(社会教育事業) ひと 生涯学習課

3 図書館運営事業 まち 生涯学習課

4 玖波地域交流施設整備事業 まち
A-1②、B-4①、C-2①②、

F-1①
生涯学習課

４年間で
実現したい姿

｢人づくり｣や｢つながりづくり｣のための社会教育の推進によって、心豊かに楽し
く自分らしく学べる環境が整い、｢持続可能な地域づくり｣が進んでいます。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　文化祭や公民館等まつ
り、生涯学習講座などへ
の参加を通じて、文化･芸
術などに親しんだり、さ
まざまな体験や学びを得
ることで、心の豊かさや
地域づくりの大切さを養
うことができます。

現状値
(R1）

実績値
(R2）

実績値
(R3）

実績値
(R4）

実績値
(R5）

目標値
（R5）

文化祭･公民館等まつり
の参加者数(発表者･来場
者)

8,401人 13,637人
813人

※公民館まつ
りは中止

7,133人 13,300人

KPI
（重要業績評価指標） 【KPIの考え方】

　図書館の図書を通じて
さまざまな教養に触れ、
心豊かに楽しく自分らし
く学ぶ市民が増えること
が重要です。

現状値
(R1）

実績値
(R2）

実績値
(R3）

実績値
(R4）

実績値
(R5）

目標値
（R5）

市民1人あたりの図書館
の貸出点数

4.3点 4.0点 4.5点 4.4点 4.4点
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【1-3 生きがいと創造性を育む生涯学習・社会教育の推進】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

284 579 329 920 920

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 284 579 329 920 920

50グループ 80グループ 100グループ 100グループ

41グループ 中止 74グループ

事業名

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 公民館まつり、総合市民会館まつりの展示･発表グループ数

1 生涯学習推進事業（生涯学習グループ支援、文化祭）

根拠法令等

関連する計画

○生涯学習グループの支援･育成を行うとともに、1年間の学習
活動の発表の場として公民館まつりなどを開催します。
○大竹市文化協会と連携して、文化祭を開催します。

・令和5年度の取組を
継続します。

目 標 値

財

源

内

訳

担当課

生涯学習課

社会教育法

ー

●生涯学習グループの支援･育成を行うとともに、学習活動の発
表の場を提供します。
●芸術･文化活動を実践したり鑑賞するための文化祭を、文化協
会と連携して開催します。学校などに参加を呼びかけるなど、参
加者の拡大に取り組みます。

実 績 値

取 組 内 容

・例年、公民館まつり
などの参加グループ数
は、120弱でしたが、
新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、
各館のロビーで展示
し、発表は大竹会館･
栄公民館･総合市民
会館の3館合同と玖波
公民館の2か所で無
観客による録画ネット
配信を行いました。
・文化祭は、文化祭功
労者の表彰と川柳大
会のみ開催しました。

・新型コロナウイルス感
染拡大防止のため中
止しました。

・グループ活動への支
援、育成を行うと共
に、公民館まつりなど
や文化祭への参加を
呼びかけました。
・新型コロナウイルス感
染症の影響から参加
を辞退する団体もあ
り、公民館まつりは参
加グループが減少して
います。総合市民会
館（栄公民館と合
同）、玖波公民館、ア
ゼリアおおたけの3カ所
で開催しました。
・文化祭は一部中止し
た会があったものの、
美術展、工芸展、川
柳大会、芸能の祭典
を開催しました。

・令和4年度の取組を
継続します。
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【1-3 生きがいと創造性を育む生涯学習・社会教育の推進】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

427 367 1,146 1,074 1,302

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 120 0 0 0 0

一 般 財 源 307 367 1,146 1,074 1,302

40講座 45講座 50講座 50講座

34講座 48講座 100講座

担当課

生涯学習課

事業名

財

源

内

訳

●協働による地域づくりにつなげるための講座･講演会などの社
会教育事業を充実させるとともに、市民の学習活動を支援しま
す。
●ライフステージに応じた多彩な学習の機会を提供していきま
す。

○地域社会のニーズを踏まえた社会教育講座や講演会を開
催します。

取 組 内 容

・新型コロナウイルスの
影響により、講座など
の開催が困難でした
が、定員を減らしたり、
3密を避けるなどの対
策を講じて、開催しま
した。また、新型コロナ
ウイルス感染拡大防
止として、インターネッ
ト回線を活用した講座
も新たに企画し、その
操作方法を学ぶもの
や、キャッシュレス推
進のためのスマホ講座
などにも取り組みまし
た。

・新型コロナウイルスの
影響により、講座など
の開催が困難な時期
もありましたが、オンラ
インを活用した講座を
11講座実施しました。
その他日頃公民館の
利用が少ない若者や
男性を対象にした講
座を実施しました。

・公民館事業をきっか
けに、施設への固定
客や協働による地域
づくりへの参画者が増
加するように、多種多
様な事業を実施しまし
た。特に栄公民館にお
いては、新規事業を多
数実施しました。

（単位：千円）

事 業 費

根拠法令等 社会教育法

関連する計画 生涯学習推進基本計画

取組の方針 事業の概要

・令和4年度の取組を
精査し、ニーズが高
かった講座や、今後も
必要と思われる講座
については継続しま
す。

・令和5年度の取組を
継続します。

事 業 指 標 公民館などで開催する年間講座数

目 標 値

実 績 値

2 生涯学習推進事業（社会教育事業）

26



【1-3 生きがいと創造性を育む生涯学習・社会教育の推進】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

7,576 9,672 9,642 9,793 9,796

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 7,576 9,672 9,642 9,793 9,796

15事業 15事業 15事業 15事業

7事業 12事業 15事業

生涯学習課

担当課

事業名

根拠法令 社会教育法

関連する計画 大竹市子どもの読書活動推進計画

3 図書館運営事業

取 組 内 容

・新型コロナウイルスの
影響で一部行事の中
止や利用を制限したこ
ともあり、利用者が減
少しました。しかし子供
の読書推進事業の実
施や、来館できない子
どものために｢お家で楽
しくリンク集｣を市ホー
ムページに掲載するな
ど工夫してサービスを
維持しました。

・資料の収集、貸出、
レファレンスサービスの
充実に取り組むととも
に、読書推進事業へ
の積極的な参加を呼
びかけ、新しい利用者
層の開拓に努めまし
た。

・引き続き資料の収
集、貸出、レファレンス
サービスの充実に努
め、読書推進事業へ
の積極的な参加を呼
びかけます。

・にじいろこども園への
巡回図書の開始に合
わせて、子育て世代の
保護者や子どもを対
象とした蔵書や、イベ
ントの充実に努めま
す。

・引続き資料の収集、
貸出、レファレンス
サービスの充実に努
め、読書推進事業に
務めます。

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 図書館で開催する年間行事数

財

源

内

訳

●豊かな人生を創造する生涯学習を推進するため、読書推進
活動の積極的な実施などによる図書館運営の充実に取り組みま
す。併せて公民館などの一部にも図書を設置し、学習機会の充
実に取り組みます。
●市民の暮らしに役立つ資料などのほか、郷土資料の収集を行
うことにより、広い世代の利用者の増加につなげます。
●乳幼児の豊かな心の育成のため、読み聞かせなど、乳幼児が
絵本にふれあう機会を充実させます。

○利用者のニーズに応じた図書･資料の確保、貸出サービス、
レファレンスサービス、読書推進活動(おはなし会、巡回図書事
業、各学校への団体貸出、えほんでハートフル事業など)を行
います。

【レファレンスサービス】図書館の資料を使い調べ物をサポート
するサービス。

目 標 値

実 績 値
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【1-3 生きがいと創造性を育む生涯学習・社会教育の推進】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ー ー ー 11,550 41,600

国 県 費 ー ー ー 0 13,500

地 方 債 ー ー ー 0 9,500

そ の 他 ー ー ー 0 10,000

一 般 財 源 ー ー ー 11,550 8,600

0 未定

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 地域交流施設の整備率（事業費ベース）　※事業費＝基本設計・実施設計・工事の費用

目 標 値

実 績 値

●公共施設等総合管理計画における施設の集約化や長寿命化
の方針を踏まえながら、老朽化した施設の安全対策を進めるとと
もに、地域の活性化や市の魅力向上につながるような施設整備
に取り組みます。

○築50年を迎える玖波公民館の安全対策に加えて、地域住
民の交流機能の強化や利用者の利便性の向上のため、玖波
公民館にコミュニティサロン玖波などの機能を統合し、新たな地
域交流施設として整備します。令和5年度に施設の整備方針
などを定める基本構想・基本計画を策定し、令和6～7年度に
基本設計・実施設計、令和7～8年度に工事を行い、令和8年
度中に完成の予定です。

取 組 内 容

・住民の意見などを踏
まえながら、新たな地
域交流施設の基本構
想・基本計画を策定し
ます。（令和6年3月末
完了予定）

・令和5年度に策定予
定の地域交流施設の
基本構想・基本計画
に基づき、基本設計・
実施設計に着手する
予定です。

根拠法令等

事業名

担当課

財

源

内

訳

玖波地域交流施設整備事業

生涯学習課

ー

関連する計画 大竹市公共施設等総合管理計画

取組の方針 事業の概要

4
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【1-4 豊かな心身を育むスポーツの推進】

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1 スポーツ振興事業 まち 生涯学習課

４年間で
実現したい姿

スポーツへの関心が高まり、指導者やボランティアが増え、子どもや高齢者な
どが元気にスポーツを楽しんでいます。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　誰もが参加しやすいス
ポーツ大会やイベント等
を企画･実施することは、
市民のスポーツへの関心
及び参加を増やすととも
に、健康で活力ある生活
につながります。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

スポーツ大会の
参加者数

189,402人 134,923人 71,843人 108,623人 210,000人

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　指導者(体育委員やボラ
ンティア)の数が増えるこ
とは、市民のスポーツへ
の関心及び参加を増やす
とともに、仲間づくりや
生きがいづくりにもつな
がります。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

指導者(体育委員やボラ
ンティア)の数

128人 129人 130人 121人 170人
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【1-4 豊かな心身を育むスポーツの推進】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

7,047 7,901 15,712 17,455 17,828

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 340 245 5,448 6,914 7,186

一 般 財 源 6,707 7,656 10,264 10,541 10,642

2件 2件 2件 2件

1件 2件 4件

5件 5件 5件 5件

ー 5件 4件

ー

取 組 内 容

①社会体育事業（体育
協会委託事業）（少年
サッカー大会、少年野
球大会、キッズボクシン
グ教室、かけっこキャラ
バンなど）
※スイミング教室・着衣
水泳講座及びランラン
ふれあいマラソンは新
型コロナウイルス感染
症拡大の影響で中止。
また社会体育事業は一
部大会・講座が中止。

①社会体育事業（体育
協会委託事業）（少年
サッカー大会、少年野
球大会、キッズボクシン
グ教室、かけっこキャラ
バンなど）
②ジュニアスポーツ教
室（総合型地域スポー
ツクラブ共催）（24回、
延べ437人（保護者含
む））

※スイミング教室・着衣
水泳講座及びランラン
ふれあいマラソンは新
型コロナウイルス感染
症拡大の影響で中止。
また社会体育事業は一
部大会・講座が中止。

①社会体育事業（体育
協会委託事業）（少年
サッカー大会、少年野
球大会、キッズボクシン
グ教室、かけっこキャラ
バンなど）
②ジュニアスポーツ教
室（総合型地域スポー
ツクラブ共催）（25回、
延べ738人（保護者含
む））
③着衣水泳講座（2人）
④ランランふれあいマラ
ソン（総合型地域ス
ポーツクラブ共催）
（144人）（未就学児と
ペア参加した保護者含
む）

①社会体育事業（体育
協会委託事業）（少年
サッカー大会、少年野
球大会、キッズボクシン
グ教室、かけっこキャラ
バンなど）
②ジュニアスポーツ教
室（総合型地域スポー
ツクラブ共催）（20 回
予定、延べ600人参加
予定（保護者含む））
③スイミング教室・着衣
水泳講座（30人）
④瀬戸内リレーマラソン
in大竹(（実行委員会主
催）（ランランふれあい
マラソンの部：267人
（未就学児とペア参加
した保護者含む））

・令和5年度の取組を
継続します。

事 業 費

事 業 指 標 子ども向けスポーツ大会及び教室の開催数

目 標 値

実 績 値

財

源

内

訳

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

●スポーツ団体などと連携し、誰もが参加しやすい子ども向けス
ポーツ教室の増加に取り組みます。
●より多くの高齢者が参加できるよう、多様な生涯スポーツの普
及に取り組みます。
●指導者育成に向けた研修会の企画･実施を行いながら、新た
に、スポーツ推進委員と連携して地区体育委員やスポーツボラ
ンティアを広く公募し、総合型地域スポーツクラブなどが開催する
研修会･教室への積極的な参加を呼びかけます。

○子どものスポーツ大会や教室の開催を中心に、スポーツに
触れる機会の充実を図ることで、地域のスポーツ活動を推進
し、子どもの成長と市民の健康増進につなげます。

1 スポーツ振興事業

担当課

生涯学習課

事業名

根拠法令等 大竹市スポーツ推進委員に関する規則、大竹市地区体育委員に関する規程、大竹市「瀬戸内リレーマラソンin大竹」補助金交付要綱

関連する計画

取 組 内 容

※令和3年度からの事
業

・体育協会に委託して
5つの講習会を実施
し、延べ198人が参加
しました。
※新型コロナウイルス感
染症拡大の影響で一部
講習会が中止。

・体育協会に委託して
4つの講習会を実施
し、延べ118人が参加
しました。
※新型コロナウイルス感
染症拡大の影響で一部
講習会が中止。

・体育協会に委託して
7つの講習会を予定し
ています。

・令和5年度の取組を
継続します。

事 業 指 標 指導者向け研修会･教室の開催数

目 標 値

実 績 値
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【1-5 まちへの愛着と誇りを育む歴史・文化の保存・継承の推進】

1 文化財保護事業 まち 生涯学習課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

450人

４年間で
実現したい姿

市の文化財や郷土の歴史を学ぶ機会が充実し、郷土の歴史、伝統文化の継承に
関心を持つ人が増えています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　市の伝統工芸である
｢手すき和紙｣の製造などに
関わる人が増えること
で、伝統文化の価値や魅
力を高めながら次の世代
に継承することが期待で
きます。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

手すき和紙ボランティ
ア参加者数

443人 318人 346人 362人
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【1-5 まちへの愛着と誇りを育む歴史・文化の保存・継承の推進】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

3,571 3,702 4,357 4,698 5,810

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 3,571 3,702 4,357 4,698 5,810

6事業 10事業 10事業 10事業

10事業 10事業 11事業

309人 339人 372人 405人

268人 249人 311人

事業名

事 業 費

事 業 指 標 文化財などの普及啓発を目的として行った事業数

取 組 内 容

・次のことを行いまし
た。
■手すき和紙体験･展
示：5回
■文化財発掘調査見
学など：2回
■リーフレット作成：2
部
■文化財説明板補
修：1箇所

・次のことを行いまし
た。
■手すき和紙体験･展
示：7回
■文化財発掘調査報
告会：1回
■リーフレット作成：1
部
■文化財説明板製
作：1箇所

・次のことを行いまし
た。
■手すき和紙体験･展
示：7回
■公民館歴史講座：5
回
■放課後子ども教室
「亀居城拓本体験」
■歴史講演会：1回
■文化財等説明板製
作：4箇所

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。

取 組 内 容

・手すき和紙作業所
（大竹手すき和紙の
里）の指定管理者であ
る大竹手すき和紙保
存会において、次のこ
とを行いました。
■紙すき体験(はがき
判･A4判)
■施設見学

・手すき和紙作業所
（大竹手すき和紙の
里）の指定管理者であ
る大竹手すき和紙保
存会において、次のこ
とを行いました。
■紙すき体験(はがき
判･A4判)
■施設見学
■体験教室の実施

・手すき和紙作業所
（大竹手すき和紙の
里）の指定管理者であ
る大竹手すき和紙保
存会において、次のこ
とを行いました。
■紙すき体験(はがき
判･A4判)
■施設見学
■体験教室の実施

・令和4年度の取組を
継続します。

※令和3年度までの
実績を踏まえて、目
標値を下方修正しま
した。【400人⇒372
人】

・令和5年度の取組を
継続します。

※令和3年度までの実
績を踏まえて、目標値
を下方修正しました。
【450人⇒405人】

（単位：千円）

根拠法令等 文化財保護法

関連する計画 ー

財

源

内

訳

目 標 値

実 績 値

事 業 指 標 手すき和紙作業所における体験･見学者数

目 標 値

実 績 値

1 文化財保護事業

●関係団体と連携し、手すき和紙などの伝統文化の保存･継承
を進めます。
●学校で文化財や郷土の歴史を学ぶ機会をつくります。
●郷土の歴史、文化財の掘り起こし･保存･活用を進め、市全体
で文化財保護や郷土の歴史を継承する機運を高めます。

○未指定文化財の調査、市重要文化財への指定、説明板の
設置やリーフレットの作成など、地域の文化財の掘り起こしを行
います。また、手すき和紙保存や無形文化財伝承者育成に対
する支援や講座の開催などを行います。

取組の方針 事業の概要

担当課

生涯学習課
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【1-6 人権と多様性を尊重する社会づくり】

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1 人権啓発推進事業 自治振興課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

3 多文化共生促進事業 企画財政課

４年間で
実現したい姿

人権問題を自分のこととして考えるための啓発や支援が進み、誰もが自分らし
く、ありのままでいられる社会に向かっています。

KPI
（重要業績評価指標）

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

｢自分自身の人権が保障
されている｣と答えた人
の割合

ー ー 81.0% 72.1%

【KPIの考え方】
　誰もが自分らしく、あ
りのままでいられる社会
の実現には、人権を尊重
した行動ができる人づく
り、人権が尊重される地
域づくりを進め、｢人権が
守られている｣と感じる市
民が増えることが重要で
す。

50%

４年間で
実現したい姿

誰もが対等な社会の構成員として、あらゆる分野の活動に参画する機会が確保
される社会の形成に向けた取組が進んでいます。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　男女共同参画プランの
目標である政策･方針決定
過程などへの女性の参画
を進めるため、審議会な
どの委員への女性参画比
率を向上させることが重
要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

女性の審議会等委員へ
の参画比率

19.1% 18.8% 21.9% 19.8% 30%

４年間で
実現したい姿

国際感覚の豊かな人が増え、多文化への理解が進んでいます。

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

2 男女共同参画推進事業 自治振興課

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

｢地域が他国の文化への
理解がある｣と答えた外
国籍の市民の割合

ー ー ー ー 50%

KPI
（重要業績評価指標） 【KPIの考え方】

　多文化共生の推進は、
外国籍の市民が｢地域が他
国の文化への理解がある｣
と実感できていることが
重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）
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【1-6 人権と多様性を尊重する社会づくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

249 306 394 755 984

国 県 費 47 47 47 47 257

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 202 259 347 708 727

5回 10回 10回 10回

0回 0回 8回

担当課

自治振興課

事業名

人権啓発推進事業

実 績 値

財

源

内

訳

目 標 値

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 人権教室の実施回数

根拠法令等 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

関連する計画 大竹市人権教育・啓発推進指針

1

●学校や保育所などでの人権啓発に取り組みます。
●人権擁護委員や市民グループと連携して、一般向けの人権啓
発の強化に取り組みます。

○人権擁護委員などと連携して、学校や保育所などでの人権
教室を開催します。また、人権に関する講演会、啓発活動や人
権相談などを行います。

取 組 内 容

・人権教室と街頭啓発
活動は、新型コロナウ
イルスの影響で中止し
ました。
・人権の花運動とし
て、対象小学校に
チューリップの球根や
プランターなどを贈呈
しました。
・人権擁護委員による
電話での人権相談を
行いました。
・廿日市人権擁護委
員協議会との共催で、
市内の小学生･中学
生を対象に
｢おもいやり川柳コンテ
スト｣を実施しました。
・市HPなどで人権に関
する情報を発信しまし
た。

・人権教室と街頭啓発
活動は、新型コロナウ
イルスの影響で中止し
ました。
・人権啓発物品を作
成し、配布する啓発を
行いました。
・人権の花運動とし
て、対象小学校に
チューリップの球根や
プランターなどを贈呈
しました。
・人権擁護委員による
特設人権相談所を開
設しました。
・市民団体とともに人
権教育（男女共同参
画）講演会を実施しま
した。
・市HPなどで人権に関
する情報を発信しまし
た。

・小学校や保育所など
で人権擁護委員と人
権教室を開催しまし
た。
・人権啓発物品を作
成し、配布する啓発を
行いました。
・人権擁護委員と人権
の花運動として、対象
小学校にチューリップ
の球根やプランターな
どを贈呈しました。
・人権擁護委員による
特設人権相談所を開
設しました。
・人権教育（男女共同
参画）講演会を実施し
ました
・市HPなどで人権に関
する情報を発信しまし
た。

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。
・人権啓発事業地方
委託事業「その他活
性化事業」を受託する
ことになりました。
これにより、人権啓発
ＤＶＤの上映会を開催
するとともに、例年実
施している人権教育
（男女共同参画）講演
会については、内容を
充実させて実施しま
す。
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【1-6 人権と多様性を尊重する社会づくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

149 12 12 15 15

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 149 12 12 15 15

2回 2回 ５回 ５回

2回 2回 ５回

担当課

自治振興課

事業名

根拠法令等 男女共同参画社会基本法

関連する計画 おおたけ男女共同参画プラン

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 男女共同参画啓発活動の実施回数

目 標 値

実 績 値

令和4年度の取組を
継続しました。

令和5年度の取組を
継続します。

2 男女共同参画推進事業

財

源

内

訳

●｢男女共同参画プラン｣により、地域や職場など社会の様々な
活動分野への女性の参画を促進します。

○男女共同参画社会の実現に向けた啓発を行います。市ホー
ムページなどで、男女共同参画関係の情報を発信します。

取 組 内 容

・市ホームページで、
男女共同参画関係の
情報を発信しました。
・意識や実態の把握、
及び調査を実施するこ
とに伴う意識啓発を目
的として、市民と民間
事業所を対象に人権
意識調査アンケートを
実施しました。

・市ホームページで、
男女共同参画関係の
情報を発信しました。
・市民団体とともに、男
女共同参画（人権教
育）講演会を開催しま
した。

・市ホームページなど
で、男女共同参画関
係の情報を発信しまし
た。
・男女共同参画（人権
教育）講演会を開催し
ました。
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【1-6 人権と多様性を尊重する社会づくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

2,721 2,610 2,854 2,800 3,300

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 2,721 2,610 2,854 2,800 3,300

50人 50人 50人 50人

0人 0人 22人

30人 50人 30人 30人

0人 0人 0人

やさしい日本語講座の参加者数 子供の講座参加者数

担当課

企画財政課

国際理解講演会の参加者数

●他の国の歴史や文化に接する機会や外国籍の人との交流機
会を増やします。
●｢やさしい日本語｣の普及･理解促進のための講座を充実させる
とともに、｢やさしい日本語｣を用いた行政情報の発信の充実に取
り組みます。

○本市に居住、通勤する外国籍の市民が地域の中で住みや
すさを実感できるよう、国際理解促進に向けて取り組む大竹国
際交流協会の事業への補助をはじめ、多文化に対する理解促
進のための事業を行います。

財

源

内

訳

事業名

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

3 多文化共生促進事業

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・新型コロナウイルスの
影響により、開催しま
せんでした。

・新型コロナウイルスの
影響により、開催しま
せんでした。

・国際理解を促進する
ため、広島市「平和文
化月間」の取組と連携
し、広島サミット県民会
議を応援する取組にも
参加し、講演会を開催
しました。【参加人数：
22人】

・コロナ依然と同様に
総会と同時開催を行
いました。【参加人数：
36人】

令和5年度の取組を
継続します。

目 標 値

実 績 値

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標

・新型コロナウイルスの
影響により、開催しま
せんでした。

・新型コロナウイルスの
影響により、開催しま
せんでした。

・講座参加者の増加
に向けて、周知方法な
どを検討し、より多くの
人にやさしい日本語に
触れてもらう機会を創
出します。
・講座の開催だけでな
く、行政が発信する情
報へのやさしい日本語
の活用や、やさしい日
本語による外国籍の
人への情報発信にも
取り組みます。

・「らんらんカレッジ」と
連携し、小学生を対象
に外国人講師による
料理教室を開催しまし
た。多文化理解の促
進のため若年層への
アプローチを開始しま
した。【参加人数：37
人（うち子供24人）】
・「やさしい日本語」に
ついて広報１月号に掲
載しました。一般の人
にはなかなかなじみの
ないため、まずは知っ
てもらうことが大切と考
えています。

令和5年度の取組を
継続します。

取 組 内 容

事 業 指 標
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■｢教育･文化｣に関するSDGs指標一覧

施　策 実績値 データ時点・データ元

人口1人当たりの教育費

(教育費/総人口)
46千円

令和5年3月31日

大竹市決算カード｢教育費｣/｢住民

基本台帳に基づく人口｣

学校におけるコンピュー

ターの設置割合
0.860人/台

令和5年3月31日

｢学校における教育の情報化の実態

等に関する調査｣

学校での暴力行為発生件数

(1,000 人当たり)
16.553件

令和5年3月31日

｢児童生徒の問題行動･不登校等生

徒指導上の諸課題に関する調査｣

人口１人当たりの社会教育

施設割合((公民館、図書

館、博物館、青少年教育施

設、女性教育施設、体育施

設、劇場、音楽堂等、生涯

学習センターの合計)/総人

口)

0.00031館/人

令和4年10月1日

｢社会教育調査｣/｢住民基本台帳に

基づく人口｣

可住地面積当たりの図書館

数(図書館数/可住地面積)
0.0498館/K㎡

令和5年4月1日

｢公共施設状況調経年比較表｣

家事従事者に関するジェン

ダーパリティ指数

(家事に従事する女性の人数

/女性の労働力人口)/(家事

に従事する男性の人数/男

性の労働力人口)

0.088
令和2年10月1日

｢国勢調査｣

役員の女性の割合

(女性の役員数/役員数)
14.0%

令和2年10月1日

｢国勢調査｣

市議会議員の女性の割合

(女性の市議会議員数/市議

会議員数)

6.3%
令和5年4月1日

実績値

SDGs指標

施策1-1

児童･生徒の学び

と育ちを支える

教育の充実

施策1-3

学びを支援し生

きがいと創造性

を育む生涯学習･

社会教育の推進

施策1-6

一人ひとりの人

権と多様性を尊

重する社会づく

り
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2　産業・雇用

施策名 No 実施計画事業名称
総合

戦略

国土

強靭化
担当課

1 水産業振興事業 しごと ○ 産業振興課

2(1) 鳥獣被害防止対策支援事業 しごと ○ 産業振興課

2(2) ひろしま給食地産地消促進事業 しごと ○ 産業振興課

3
新規就農者育成総合対策事業（農業次世代人材投資事

業）
しごと 産業振興課

4 農業振興事業(農産物などのブランド化・商品開発支援) しごと 産業振興課

5(1)
農道維持事業（農道･水路維持補修事業 ・農道橋りょう

長寿命化事業）
○ 土木課

5(2)
林道維持事業（林道維持管理事業・林道橋りょう長寿命

化事業）
○ 土木課

1 商工振興事業 しごと 産業振興課

2 工業用水道設備維持管理事業 しごと 上下水道局

3 中小企業経営安定支援事業 しごと 産業振興課

4 商店街等振興奨励事業 しごと 産業振興課

1(1) 観光宣伝等事業 しごと 産業振興課

1(2) 広報事業 しごと 企画財政課

1 勤労者生活等支援事業 しごと 産業振興課

2 消費生活相談事業 産業振興課

2-3　にぎわいと交

流を生む観光の振

興

2-2　地域経済の元

気と成長を支える

商工業の振興

2-1　自然の恵みを

生かした農林水産

業の振興

2-4　暮らしの基盤

となる雇用促進と

労働者・消費者支

援
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【2-1 自然の恵みを生かした農林水産業の振興】

４年間で
実現したい姿

水産基盤の整備やハマチのブランド化の成功による販路拡大、水産関連イベン
トの来場者数の増加などにより、水産物の漁獲量や収入が増加し、水産業に活
気が生まれています。

【KPIの考え方】
　市場の需要に合わせた
供給を確立させるために
は、漁獲量を増加させる
ことが重要です。海面漁業漁獲量 3,647t

(平成29年度)

3,445t
(平成30年度)

2,857t
(令和元年度)

3,820t
(令和2年度)

3,652t

KPI
（重要業績評価指標）

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

目標値
（R5）

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　あたたハマチtoレモンの
販路を拡大させ、漁業者
の経営安定と収入増につ
なげるためには、魚価を
向上させることが重要で
す。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

あたたハマチto
レモンの価格

900円/㎏ 1,000円/㎏ 1,200円/㎏

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1,100円/㎏ 1,200円/㎏

４年間で
実現したい姿

地域住民と関係団体、市が連携し、農業の担い手育成や農地・農業環境の整備
保全、特産品の開発などが進み、農村部に活気が生まれています。

KPI
（重要業績評価指標） 【KPIの考え方】

　農業を振興していくに
は、新規就農者が増える
ことで、農業の担い手が
確保され、農地の保全が
進むことが重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

新規就農者数(累計) 0人 0人 0人

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

0人 1人

1 水産業振興事業 しごと
B-1③、B-2③、B-5②、

E-4①
産業振興課

しごと
B-1③、B-2③、B-5②、

E-4①、G-6①
産業振興課

2(2) ひろしま給食地産地消促進事業 しごと
B-1③、B-2③、B-5②、

E-4①、G-6①
産業振興課

2(1) 鳥獣被害防止対策支援事業

4
農業振興対策事業（農産物などの

ブランド化･商品開発支援）
しごと 産業振興課

3
新規就農者育成総合対策事業（農

業次世代人材投資事業）
しごと 産業振興課

土木課

5(2)
林道維持事業（林道維持管理事

業・林道橋りょう長寿命化事業）
E-3②、F-4② 土木課

5(1)
農道維持事業（農道･水路維持補修事

業 ・農道橋りょう長寿命化事業）
E-3②、F-4②
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【2-1 自然の恵みを生かした農林水産業の振興】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1,227 1,227 1,719 17,947 1,227

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 1,227 1,227 1,719 17,947 1,227

3,000匹 3,000匹 3,500匹 4,000匹

3,500匹 1,800匹 2,000匹

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

担当課

産業振興課

事業名

1 水産業振興事業

●根付魚を中心とした種苗の放流への補助や漁礁、藻場造成、
底質改善などの水産基盤整備により、漁獲量や魚価の向上と市
場の需要に合わせた供給を目指します。
●おおたけ水産GOGO市や、おおたけカキ水産まつりなどを、大
竹市の水産物の販売促進及びPRの場ととらえ、積極的な情報発
信による来場者の増加に取り組みます。
●市内だけでなく市外も視野に入れて、価格を一定水準に保ち
ながら販路を拡大します。
●生産コストの低減に向けて、新たな養殖業者が参入できるよう
な仕組みづくりに取り組みます。

○大竹市漁業振興対策協議会へ、補助金を交付します。大
竹市漁業振興対策協議会は、大竹市近海に根付漁の種苗の
放流を行います。
○生産者や漁協などと連携して、あたたハマチtoレモンの販路
の維持などを行います。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 種苗放流量

・大竹市漁業振興対
策協議会へ補助金の
交付を行いました。
・かき殻一時堆積場
修築工事を行いまし
た。

・大竹市漁業振興対
策協議会へ補助金の
交付を行います。

ガザミ15,000尾
キジハタ15,500尾
オニオコゼ25,000尾
アサリ300kg

ガザミ15,000尾
キジハタ15,500尾
オニオコゼ25,000尾
アサリ300kg

ガザミ15,000尾
キジハタ15,500尾
オニオコゼ25,000尾
アサリ300kg

ガザミ15,000尾
キジハタ15,500尾
オニオコゼ25,000尾
アサリ300kg

目 標 値

実 績 値
ガザミ20,000尾
キジハタ12,000尾
オニオコゼ13,800尾

ガザミ15,000尾
キジハタ15,500尾
オニオコゼ25,000尾
アサリ300kg

ﾒﾊﾞﾙ40袋
なまこ6,500尾
ｵﾆｵｺｾﾞ12,373尾
ｷｼﾞﾊﾀ6,980尾
あさり220kg

取 組 内 容

・大竹市漁業振興対
策協議会へ補助金の
交付を行いました。

・大竹市漁業振興対
策協議会へ補助金の
交付を行いました。

・大竹市漁業振興対
策協議会へ補助金の
交付を行いました。
・かき殻一時堆積場
修築工事のための現
状調査調査を行いま
した。

事 業 指 標 あたたハマチtoレモンの生産尾数

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・市ホームページなど
でのPRを行いました。
・即売会を実施しまし
た。
・県内給食への出荷
支援を行いました。

・市ホームページなど
でのPRを行いました。
・即売会を実施しまし
た。
・県内給食への出荷
支援を行いました。

・市ホームページなど
でのPRを行いました。
・即売会を実施しまし
た。
・県内給食への出荷
支援を行いました。

・市ホームページなど
でのPRを行いました。
・即売会を実施しまし
た。
・県内給食への出荷
支援を行いました。

・令和5年度の取組を
継続します。
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【2-1 自然の恵みを生かした農林水産業の振興】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1,739 2,162 1,431 2,507 4,026

国 県 費 0 0 219 548 1,378

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 1,739 2,162 1,212 1,959 2,648

290 285 280 275

377 222 212

担当課

産業振興課

事業名

2(1) 鳥獣被害防止対策支援事業

事 業 指 標 イノシシによる農作物被害額(千円)

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・猟期における猪の捕
獲に報奨金を支払っ
たり、鳥獣対策として
農地に柵などを設置
する場合には、補助金
を出しました。また、こ
れらに関して市広報や
市ホームページで周
知などを行いました。
【報奨金】147頭(野
猪)
【柵などの設置補助】
46件

●鳥獣被害対策や耕作放棄地調査を行い、農地の保全や、利
用権設定の促進などによる有効活用に取り組みます。

○農地の鳥獣被害防止のため有害鳥獣駆除に報奨金を支払
います。また柵を設置する場合に補助します。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

・猟期における猪の捕
獲に対して報奨金を
支払いや、鳥獣対策と
して農地に柵などを設
置する場合には補助
金を出しました。また、
これらに関して市広報
や市ホームページで
周知などを行いまし
た。
【報奨金】203頭(野
猪)
【柵などの設置補助】
46件

・猟期における猪の捕
獲のほか、有害鳥獣
の捕獲に対して報奨
金を支払ったり、捕獲
機材の整備を行ったり
しました。また、鳥獣対
策として農地に柵など
を設置する場合には
補助金を交付しまし
た。さらに、これらに関
して市広報や市ホー
ムページで周知などを
行いました。

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。

根拠法令等 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

関連する計画 第5期大竹市鳥獣被害防止計画

取組の方針 事業の概要
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【2-1 自然の恵みを生かした農林水産業の振興】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 0 0 0 0

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 0 0 0 0 0

100回 120回 100回 110回

74回 68回 83回

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

担当課

産業振興課

事業名

2(2) ひろしま給食地産地消促進事業

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・給食センターへ地場
産の野菜などを出荷し
ました。
・生産者への呼びかけ
を行いました。

・給食センターへ地場
産の野菜などを出荷し
ました。
・生産者への呼びかけ
を行いました。

・給食センターへ地場
産の野菜などを出荷し
ました。
・生産者への呼びかけ
を行いました。
・あたたハマチtoレモン
を市内小中学校の給
食に提供しました。

●生産者の意欲向上や収入増により地産地消を促進するため、
給食センターへの出荷を行います。

○毎月の給食会議に参加するとともに、マロンの里を拠点とし
て、生産者への呼びかけなどにより、給食センターへの出荷量
を増やします。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 給食センターへの年間出荷回数

・給食センターへ地場
産の野菜などを出荷し
ました。
・生産者への呼びかけ
を行いました。
・あたたハマチtoレモン
を市内小中学校の給
食に提供しました。

・令和5年度の取組を
継続します。
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【2-1 自然の恵みを生かした農林水産業の振興】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 6 0 0 9,028

国 県 費 0 0 0 0 9,000

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 0 6 0 0 28

1 1 5 14

0 0 0

根拠法令等 農業経営基盤強化促進法

関連する計画 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

取組の方針 事業の概要

担当課

産業振興課

事業名

3 新規就農者育成総合対策事業（農業次世代人材投資事業）

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・次の地区で座談会を
開催しました。
【大栗林地区】3回
【小栗林地区】3回

・次の地区で座談会を
開催しました。
【大栗林地区】2回（検
討委員会）
【小栗林地区】1回
【松ケ原地区】2回
・”チャレンジ”女性農
業者育成研修を受講
した1名に対して支援
を行いました。

・農業経営基盤強化
促進法の改正による
制度見直しに対応し
て、人・農地プラン（地
域計画）の策定のため
の工程表を作成しまし
た。

●将来の農業の担い手となる中心経営体などに必要な支援を
行います。
●大竹市の市街化区域以外の各地区において、｢人･農地プラン
（地域計画）｣の策定を進めます。

○農業従事者が減少する中、持続可能な力強い農業を実現
するため、国の農業次世代人材育成投資事業が新規就農者
育成総合対策事業に変更され、新規就農者の支援制度が拡
充されました。新しい制度では、経営開始の支援に加え、親元
就農も対象として含んだ上で経営発展のための機械・施設など
の導入を支援します。
○集落単位で座談会などを開催することにより、将来的な課題
を皆で共有し、解決するための｢地域計画｣の策定を進めます。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 人･農地プラン（地域計画）の策定数(累計)

・栗谷地域及び松ケ
原地域で地域計画策
定のためのアンケート
を実施し地域計画の
策定に向けて取り組み
ました。

・栗谷地域及び松ケ
原地域で地域計画を
策定します。また、新
規中心経営体などへ
の支援を行います。
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【2-1 自然の恵みを生かした農林水産業の振興】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

8,000 0 0 0 0

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 8,000 0 0 0 0

一 般 財 源 0 0 0 0 0

1商品 1商品 1商品 1商品

4商品 1商品 1商品

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

担当課

産業振興課

事業名

4 農業振興対策事業（農産物などのブランド化･商品開発支援）

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・「マロンの里を元気に
する協議会」に対し
て、農作物などのブラ
ンド化や商品開発に対
する支援を行いまし
た。

・マロンの里に関係す
る市内団体などと意見
交換を行い、商品開
発に取り組みました。

・マロンの里に関係す
る市内団体などと意見
交換を行い、商品開
発の支援を行いまし
た。

●地元産品のブランド化や商品開発を進めるとともに、安定した
生産･販売体制を構築し、マロンの里の集客増･収入増につなげ
ます。

○マロンの里の新商品のPRを行うとともに、安定した生産･販売
体制を整えます。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 新たに開発された商品数

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。
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【2-1 自然の恵みを生かした農林水産業の振興】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

6,000 6,000 6,948 6,305 6,620

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 6,000 6,000 6,948 6,305 6,620

35件 53件 63件 73件

25件 43件 57件

根拠法令等 ー

関連する計画 大竹市橋梁長寿命化修繕計画

取組の方針 事業の概要

担当課

土木課

事業名

5(1)
農道維持事業（農道･水路維持補修事業 ・農道橋りょう長寿命化事
業）

・10箇所程度の修繕
を行う予定です。（修
繕予定地区は未定）

・10箇所程度の修繕
を行う予定です。（修
繕予定地区は未定）

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・次の地区の修繕を行
いました。
【栗谷町、松ケ原町、
玖波町、阿多田】

・次の地区の修繕を行
いました。
【栗谷町、松ケ原町、
玖波町、阿多田、小
方、本町、白石、西
栄：計18件】

・次の地区の修繕を行
いました。
【栗谷町、松ケ原町、
木野、大竹町：計14
件】
・農道橋の定期点検を
実施しました。

●地域全体を考えた計画的な修繕により、農道･農水路･林道の
機能を維持します。

○農道･水路の維持修繕を行います。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 令和元年度からの農道･農水路の修繕件数(累計)
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【2-1 自然の恵みを生かした農林水産業の振興】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

400 400 4,856 17,800 470

国 県 費 0 0 2,896 11,368 0

地 方 債 0 0 1,500 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 400 400 460 6,432 470

3件 6件 10件 11件

2件 5件 6件

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・次の地区の修繕工
事を行いました。
【松ケ原地区】

・次の地区の修繕工
事を行いました。
【栗谷地区2件、小方
地区1件】

・次の地区の修繕工
事を行いました。
【松ヶ原地区1件】
・林道橋の補修調査
設計業務を実施しまし
た。

・1箇所程度の修繕を
行う予定です。（地区
は未定）
・林道橋3橋の補修を
行っています。(小栗
林線4号橋、6号橋、7
号橋)

・1箇所程度の修繕を
行う予定です。（地区
は未定）

取組の方針 事業の概要

●地域全体を考えた計画的な修繕により、農道･農水路･林道の
機能を維持します。

○林道施設の維持修繕を行います。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 令和元年度からの林道の修繕・補修件数(累計)  　※令和4年度から長寿命化のための補修件数を追加

土木課

事業名

5(2)

根拠法令等 ー

関連する計画 林道施設個別施設計画（橋梁）

林道維持事業（林道維持管理事業・林道橋りょう長寿命化事業）

担当課
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【2-2 地域経済の元気と成長を支える商工業の振興】

４年間で
実現したい姿

市の主要産業である素材型産業を担う大手企業が堅調な経営によってまちの発
展を支えています。中小企業は経営が安定し、新たに起業・創業する人が増え
ています。商店などは新たな社会環境に適応した経営を行っています。

KPI
（重要業績評価指標） 【KPIの考え方】

　大手企業や中小企業、
商店などへの支援を行う
ことで、人口が減少する
中でも、市内の事業数が
大幅に減少しないことが
重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

△3%
以内

産業振興課

市内事業所数の減少率 △3.2% － － ―

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1 商工振興事業 しごと

2 工業用水道設備維持管理事業 しごと 上下水道局

3 中小企業経営安定支援事業 しごと 産業振興課

4 商店街等振興奨励事業 しごと 産業振興課
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【2-2 地域の元気と成長を支える商工業の振興】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

287,125 313,397 274,064 12,095 575

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 287,125 313,397 274,064 12,095 575

10件 13件 16件 20件

7件 9件 12件

根拠法令等 大規模小売店舗立地法、大竹市産業振興奨励条例、大竹市附属機関設置に関する条例

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

担当課

産業振興課

事業名

1 商工振興事業

取 組 内 容

・次のことを行いまし
た。
■産業振興審議会の
実施
■キャッシュレス推進
事業(PAYPAYのポイ
ント戻し)
■キャッシュレス講座
の実施
■新型コロナウイルス
感染症対策事業(大
竹市クーポン券発行
等事業)の実施

・次のことを行いまし
た。
■産業振興奨励金の
交付
■産業振興審議会の
実施
■新型コロナウイルス
感染症対策事業(大
竹市クーポン券発行
等事業)の実施

・次のことを行いまし
た。
■産業振興奨励金の
交付
■産業振興審議会の
実施
■キャッシュレス推進
事業(キャッシュレス講
座)の実施
■新型コロナウイルス
感染症対策事業（大
竹市クーポン券発行
等事業）の実施

・次のことを行います。
■産業振興奨励金の
交付
■産業振興審議会の
実施
■キャッシュレス推進
事業(キャッシュレス講
座)の実施

・令和5年度の取組を
継続します。

実 績 値

目 標 値

●既存事業の業務拡張や改善、新たな企業進出などに向けて、
関係機関と連携しながら、効果的な施策を検討し、実施します。

○産業振興審議会や中小企業融資審査委員会、大規模小売
店舗立地協議会などの運営を行います。また、固定資産税課
税標準額に応じた産業振興奨励金の交付やキャッシュレスな
どの商工業におけるデジタル化の推進を行います。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 令和元年度からの産業振興奨励金措置指定件数(累計)
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【2-2 地域の元気と成長を支える商工業の振興】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

591,331 491,716 365,917 404,561 418,467

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 200,400 158,100 17,800 56,900 76,200

そ の 他 16,900 0 0 0 616

一 般 財 源 374,031 333,616 348,117 347,661 341,651

0件 0件 0件 0件

0件 0件 1件

根拠法令等 工業用水道事業法

関連する計画 大竹市工業用水道事業経営戦略

取組の方針 事業の概要

担当課

上下水道局

事業名

2 工業用水道設備維持管理事業

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・受水企業に安定的に
給水できるよう、防鹿
水源地や工業用水道
取水などの維持管理
を行いました。
■送水ポンプなどの修
繕
■送水ポンプ電動機
などの修繕
など

・受水企業に安定的に
給水できるよう、工業
水道施設の維持修
繕、改築更新工事を
行いました。
■送水ポンプ補修
■ポンプ室高圧ケー
ブル更新工事
など

・受水企業に安定的に
給水できるよう、工業
水道施設の維持修
繕、改築更新工事を
行いました。
■送水ポンプ室補修
■小瀬川河床整備
など

●施設の老朽化に伴う更新費用の増加を踏まえながら、効率的
に施設の改良･更新･耐震化に取り組みます。

○「大竹市工業用水道事業経営戦略｣に基づき、施設の改良･
更新を行います。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 給水を制限･停止した件数(天災地変など止むを得ない場合を除く)

・施設の維持修繕工
事、改築更新工事を
行います。
・受水企業にアンケー
ト及びヒアリングを実施
し、将来的な需要を踏
まえた更新計画の再
検討を行います。

・施設の維持修繕工
事、改築更新工事を
行います。
・施設の更新計画の
再検討を行います。
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【2-2 地域の元気と成長を支える商工業の振興】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

196,406 139,201 141,112 289,553 187,491

(うち繰越分)102,062

国 県 費 0 340 0 20,968 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 170,000 133,000 133,797 178,500 178,500

一 般 財 源 26,406 5,861 7,315 90,085 8,991

54人 76人 98人 120人

32人 56人 89人

根拠法令等 中小企業等経営強化法、産業競争力強化法、大竹市中小企業融資資金条例

関連する計画 経営発達支援計画、同意導入促進基本計画、認定創業支援等事業計画

取組の方針 事業の概要

担当課

産業振興課

事業名

3 中小企業経営安定支援事業

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・次のことを行いまし
た。
■中小企業融資の実
施
■セーフティネット保
証及び危機関連保証
の認定
■中小企業人材育成
事業の実施
■新型コロナウイルス
感染症対策事業(事
業継続支援金･大竹
市雇用調整助成金等
受給サポート補助金･
飲食店応援事業･相
談員の派遣事業など)
の実施

・次のことを行いまし
た。
■中小企業融資の実
施
■セーフティネット保
証及び危機関連保証
の認定
■中小企業人材育成
事業の実施
■新型コロナウイルス
感染症対策事業(相
談員の派遣事業など)
の実施

・次のことを行いまし
た。
■中小企業融資の実
施
■セーフティネット保
証の認定
■中小企業人材育成
事業の実施
■地域経済活性化事
業補助金の交付(①
商品開発･改良、②販
路拡大、③創業支援)
■新型コロナウイルス
感染症対策事業（市
内飲食事業者支援事
業）
■原油価格等高騰対
策支援事業の実施
（R5予算へ全額繰越）

●関係機関との連携を強化し、中小企業の実態や課題、ニーズ
を的確に把握しながら、効果的な施策を検討し、実施します。
●創業希望者に対し、経営･財務･人材育成･販路開拓などの創
業支援を行います。

○中小企業の経営の維持･発展のための商品開発、販路拡
大、経営相談や融資などの支援事業を行います。

（単位：千円）

財

源

内

訳

事 業 指 標 大竹市中小企業人材育成事業助成金の交付対象講習の受講者人数(累計)

事 業 費

・次のことを行います。
■中小企業融資の実
施
■セーフティネット保
証の認定
■中小企業人材育成
事業の実施
■地域経済活性化事
業補助金の交付(①
商品開発･改良、②販
路拡大、③創業支
援、④商品開発改良
の継続事業)
■原油価格等高騰対
策支援事業の実施

・次のことを行います
■中小企業融資の実
施
■セーフティネット保
証の認定
■中小企業人材育成
事業の実施
■地域経済活性化事
業補助金の交付(①
商品開発･改良、②販
路拡大、③創業支
援、④商品開発改良
の継続事業)
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【2-2 地域の元気と成長を支える商工業の振興】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

2,278 1,803 1,311 2,481 2,481

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 2,278 1,803 1,311 2,481 2,481

17件 19件 18件 19件

12件 14件 14件

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

担当課

産業振興課

事業名

4 商店街等振興奨励事業

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・次のことを行いまし
た。
■商業活性化事業補
助金の交付
■商業共同施設管理
事業補助金の交付
■大竹市商店街連合
会補助金の交付。
■商業者連携チャレ
ンジ事業の実施

・次のことを行いまし
た。
■商業活性化事業補
助金の交付
■商業共同施設管理
事業補助金の交付
■大竹市商店街連合
会補助金の交付。
■商業者連携チャレ
ンジ事業の実施

・次のことを行います。
■商業活性化事業補
助金の交付
■商業共同施設管理
事業補助金の交付
■大竹市商店街連合
会補助金の交付

●新たな社会環境に適応した個性的で魅力ある商店などの創出
に向けて、関係機関と連携して支援を行います。

○商店街などの団体が実施する事業に対して経費の一部を助
成する事業や、共同設置した施設の維持管理に要する経費の
一部を助成します。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 市内の商店街や商業者が連携して取り組む事業件数(累計)

・令和4年度の取組を
継続します。

※新型コロナウイルス
の影響により、令和4
年度に商店街事業者
が事業を実施でき
ず、令和4年度の実績
値は目標値を大きく
下回る見込みである
ことから、令和5年度
の目標値を下方修正
しました。【21件⇒18
件】

・令和5年度の取組を
継続します。

※新型コロナウイルス
の影響により、令和4
年度に商店街事業者
が事業を実施できず、
令和4年度の実績値
は目標値を大きく下回
る見込みであることか
ら、令和6年度の目標
値を下方修正しまし
た。【23件⇒19件】
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【2-3 にぎわいと交流を生む観光の振興】

４年間で
実現したい姿

魅力あるスポットや商品が市内外に周知され、観光客や市内消費が増加し、産
業の振興と地域の活性化につながっています。

KPI
（重要業績評価指標） 【KPIの考え方】

　観光産業の振興のため
には、観光客数の増加が
重要です。市に訪れる方
が増えることで、市の魅
力を市外の方に周知し、
市に関心を持ってもらえ
ます。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

520,000人

産業振興課

市内観光客数
(1月～12月)

470,318人 378,791人 280,529人 297,608人

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1(1) 観光宣伝等事業 しごと

1(2) 広報事業 しごと 企画財政課
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【2-3 にぎわいと交流を生む観光の振興】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

3,942 2,658 5,450 7,067 7,977

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 3,942 2,658 5,450 7,067 7,977

18 24 40 45

5 24 34

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

担当課

産業振興課

事業名

1(1) 観光宣伝等事業

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・次のことを行いまし
た。
■観光PRポスターや
パンフレットの作成
■関係機関と連携し
た観光PR

・次のことを行いまし
た。
■観光や大竹生まれ
商品のPRポスター･パ
ンフレットの作成
■関係機関と連携し
た観光や大竹生まれ
商品のPR

・次のことを行いまし
た。
■観光や大竹生まれ
商品のPRポスター･パ
ンフレットの作成
■関係機関と連携し
た観光や大竹生まれ
商品のPR

●関係機関と連携した市内の観光資源や観光ルートの開発促
進などに取り組みます。
●広島市を中心とした広島広域都市圏域での連携も含めて、時
代に合わせた効果的な情報発信を行うことで、大竹の魅力発信
と知名度の向上に取り組みます。
●｢大竹生まれ商品登録制度｣に登録された商品のPRに取り組
みます。

○観光雑誌などへの情報提供や商業施設などでの観光PR、
大竹生まれの商品のPRを行います。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 大竹生まれ商品の登録数(累計)

　次のことを行います。
■観光や大竹生まれ
商品のPRポスターの
作成やパンフレットの
大々的な変更及び作
成
■関係機関と連携し
た観光や大竹生まれ
商品のPR
■三倉岳第一野営場
県再整備

※令和4年度までの
実績と令和5年度の
見込を踏まえて、目
標値を上方修正しま
した。【34⇒40】

　次のことを行います。
■観光や大竹生まれ
商品のPRポスター･パ
ンフレットの作成、観光
案内板の整備
■市制70周年を記念
した花火の打上げ
■関係機関と連携し
た観光や大竹生まれ
商品のPR

※令和4年度までの実
績と令和5年度の見込
を踏まえて、目標値を
上方修正しました。
【40⇒45】
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【2-3 にぎわいと交流を生む観光の振興】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

13,429 14,050 16,300 14,703 15,538

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 3,840 795 1,004 805 720

一 般 財 源 9,589 13,255 15,296 13,898 14,818

4媒体 5媒体 6媒体 6媒体

4媒体 4媒体 5媒体

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

担当課

企画財政課

事業名

1(2) 広報事業

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・毎月広報紙を発行し
全戸配布しました。・
フェイスブックにて、市
に関する話題を提供
し、市ホームページ
で、詳細な情報を提
供しました。
・ケーブルテレビで市
に関する情報を放送し
ました。

・毎月広報紙を発行し
全戸配布しました。・
フェイスブックにて、市
に関する話題を提供
し、市ホームページ
で、詳細な情報を提
供しました。
・ケーブルテレビで市
に関する情報を放送し
ました。

●広島市を中心とした広島広域都市圏域での連携も含めて、時
代に合わせた効果的な情報発信を行うことで、大竹の魅力発信
と知名度の向上に取り組みます。
●｢大竹生まれ商品登録制度｣に登録された商品のPRに取り組
みます。
●｢大好き大竹応援大使｣を活用した、市外へのPRに取り組みま
す。

○毎月の市広報紙の発行や、市ホームページ･SNSなどでの情
報発信により、市民などへ市政などに関する情報を提供しま
す。また、市外へも市政などの情報を発信し、PRに取り組み大
竹の知名度を上げます。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 情報発信媒体数(広報･ホームページ･SNS･動画配信サイトなど)

・市ホームページのシ
ステムを変更し、セ
キュリティを強化し、掲
載内容の充実に努め
ました。
・毎月広報紙を発行
紙、全戸配布しまし
た。
・フェイスブックにて、
市に関する話題を提
供し、市ホームページ
で、詳細な情報を提
供しました。
･ケーブルテレビで市に
関する情報を放送しま
した。

・新たな情報発信媒
体も含めて情報発信
の強化･情報の充実
化･多様化を進めま
す。
・関係課と連携しなが
らシティプロモーション
を実施します。
・市民だけでなく市外
の人も情報を入手しや
すい市ホームページの
運用と情報の充実に
取り組みます。
・市広報紙･ケーブル
テレビについては、これ
までと同様に継続して
いきます。

・新たにLINEによる情
報発信に取り組み、市
民が必要とする情報を
迅速に届けます。
・市民だけでなく市外
の人も情報を入手しや
すい市ホームページの
運用と情報の充実に
取り組みます。
・広報紙・ケーブルテ
レビについてはこれま
で同様に継続していき
ます。
･各課の業務内容に適
した情報発信媒体を、
各課の権限で運用で
きる体制作りに努めま
す。
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【2-４ 暮らしの基盤となる雇用促進と労働者・消費者支援】

４年間で
実現したい姿

働きやすい環境づくりに取り組む企業が増え、一人ひとりのライフスタイルな
どに合った働き方ができる市民が増えています。企業も従業員が確保でき、経
営が安定しています。

KPI
（重要業績評価指標） 【KPIの考え方】

　働き方改革によって経
営の効率化が図られるこ
とで、求人と求職のバラ
ンスが取れ、雇用増につ
ながることが重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

新規求人数に対する新
規求職者数の年間割合

1.48

実績値
（R2）

実績値
（R3）

担当課

1.12 1.23 1.39
1倍以上

2倍

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画

1 勤労者生活等支援事業 しごと 産業振興課

４年間で
実現したい姿

市民が安心して消費生活を送ることができています。

KPI
（重要業績評価指標） 【KPIの考え方】

　安心して消費生活を送
るためには、消費生活問
題が発生した時に気軽に
相談できる場所があるこ
とが重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

85%

1 消費生活相談事業 産業振興課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

消費生活センターの認
知度

69.6% ー ー ー
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【2-4 暮らしの基盤となる雇用促進と労働者・消費者支援】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

120,000 120,000 120,000 120,050 120,050

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

一 般 財 源 0 0 0 50 50

43人 58人 58人 78人

33人 33人 33人

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

担当課

産業振興課

事業名

1 勤労者生活等支援事業

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・次のことを行いまし
た。
■労働金庫の自治体
提携融資制度の実施
■働き方改革セミナー
の開催

・労働金庫の自治体
提携融資制度を実施
しました。
・働き方改革セミナー
は、新型コロナウイル
ス感染拡大に伴い中
止しました。

・労働金庫の自治体
提携融資制度を実施
しました。
・働き方改革セミナー
は、新型コロナウイル
ス感染拡大に伴い中
止しました。

●働きやすい環境づくりに向けて、関係機関と連携して、勤労者
の支援や、働き方改革などの啓発に取り組みます。

○勤労者の福祉向上を目的とした大竹地区労働祭への補助
や、労働金庫への預託による融資、働き方改革セミナーなどを
行います。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 働き方改革推進セミナーの参加者数(令和元年度からの累計)

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。
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【2-4 暮らしの基盤となる雇用促進と労働者・消費者支援】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1,436 2,149 2,317 2,507 2,439

国 県 費 97 726 852 886 725

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 1,339 1,423 1,465 1,621 1,714

120人 250人 150人 150人

117人 97人 141人

根拠法令等 消費者基本法、消費者安全法

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

担当課

産業振興課

事業名

2 消費生活相談事業

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・次のことを行いまし
た。
■消費生活センター
の運営
■消費者生活講座の
実施
■消費生活に係る啓
発パンフレットの作成

・次のことを行いまし
た。
■消費生活センター
の運営
■消費者生活講座の
実施
■消費生活に係る啓
発パンフレットの作成

・次のことを行いまし
た。
■消費生活センター
の運営
■消費者生活講座の
実施
■消費生活に係る啓
発パンフレットの作成
■迷惑電話防止機能
付電話機等購入費補
助事業の実施

●消費生活相談員や担当職員の技能向上など、相談体制の充
実に取り組みます。
●消費者へのさまざまな情報の提供や消費者の意識啓発に積
極的に取り組みます。

○市民の消費生活の安定と向上のため消費生活センターを設
置し、専門の相談員による相談業務や消費生活の啓発などを
行います。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 消費生活啓発講座への年間参加者数

・次のことを行います。
■消費生活センター
の運営
■消費者生活講座の
実施
■消費生活に係る啓
発パンフレットの作成
■迷惑電話防止機能
付電話機等購入費補
助事業の実施

・次のことを行います。
■消費生活センター
の運営
■消費者生活講座の
実施
■消費生活に係る啓
発パンフレットの作成
■迷惑電話防止機能
付電話機等購入費補
助事業の実施
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■｢産業・雇用｣に関するSDGs指標一覧

施　策 実績値 データ時点・データ元

農業従事者1人当たりの農

業産出額(農業産出額/農業

従事者数)

80万円

令和2年1月1日～12月31日

｢市町村別農業産出額(推計)｣｢令和2

年国勢調査｣

就業者当たりの市内総生産

(市内総生産/就業者数)
20百万円

令和元年10月1日

広島県市町民経済計算結果

施策2-2

地域経済の元気

と成長を支える

商工業の振興

人口１人当たりの製造業粗

付加価値額(製造業粗付加価

値額/総人口)

502万円
令和2年6月1日

｢2020工業統計調査｣

施策2-1

自然の恵みを生

かした農林水産

業の振興

SDGs指標
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３　生活・環境

施策名 No 実施計画事業名称
総合

戦略

国土

強靭化
担当課

1 大竹駅周辺整備事業 まち ○ 都市計画課

2 小方地区のまちづくり事業 まち

企画財政課  監理課

土木課

都市計画課

3 駅前油見線道路改築事業 まち ○ 都市計画課

1
国道及び高規格道路の総合整備事業（国道等整備促進事

業）
○ 監理課

2(1) 道路・橋りょう維持事業 ○ 土木課

2(2) 橋りょう長寿命化事業 ○ 土木課

3 道路・橋りょう新設、改良事業 ○ 土木課

3-3　生活を支える

公共交通の充実
1 地域公共交通整備事業 まち 自治振興課

1 港湾施設管理事業 しごと ○ 土木課

2 漁港施設維持管理事業 しごと ○ 土木課

1 市営住宅長寿命化事業(平屋住宅解体事業) ○ 都市計画課

2 住宅改修等補助事業 まち ○ 都市計画課

3 空家対策事業 まち ○
都市計画課

企画財政課

1 公園緑地維持管理事業 まち ○ 都市計画課

2 晴海臨海公園整備事業 まち ○ 都市計画課

3 穂仁原地区水辺の広場整備事業

土木課

生涯学習課

自治振興課

1 公共下水道事業（建設改良事業） まち ○ 上下水道局

2 し尿処理場整備事業（次期し尿受入施設の整備）
環境整備課

上下水道局

3 上水道事業（建設改良事業） まち ○ 上下水道局

3-7　暮らしを支え

る上下水道の整備

3-1　快適で魅力的

な都市空間の創造

3-2　きれいで利便

性の高い道路環境

の創造

3-4　まちの産業と

物流を支える港

湾・漁港の整備

3-5　住みよさと安

心を生む住宅政策

3-6　楽しさと憩い

を提供する公園・

緑地の整備
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施策名 No 実施計画事業名称
総合

戦略

国土

強靭化
担当課

1 ごみ減量化・資源化促進事業 環境整備課

2(1) 環境学習事業 まち 環境整備課

2(2) 環境監視指導事業 まち ○ 環境整備課

3 環境衛生・美化推進事業(環境衛生推進事業) まち 環境整備課

4 環境衛生・美化推進事業(地域不法投棄対策事業) まち 環境整備課

5(1) ひろしまの森づくり事業 まち ○ 産業振興課

5(2) 森林環境税関連森林整備事業 まち ○ 産業振興課

6 治山事業 まち ○ 産業振興課

3-9　生活環境に配

慮した墓地の管理
1 市営墓地維持管理事業 ○ 環境整備課

3-8　環境にやさし

い持続可能なまち

づくり
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【3-1 快適で魅力的な都市空間の創造】

96%

KPI
（重要業績評価指標） 【KPIの考え方】

　具体的な事業化に向け
て取り組むことが重要で
す。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

小方まちづくり事業の
整備完了面積

0% 0% 3.4% 3.4% 10%

４年間で
実現したい姿

大竹駅の整備や小方地区のまちづくり事業の進捗など、にぎわいや暮らしの拠
点づくりが進み、｢持続可能で魅力的なまちづくり｣が進められています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　計画期間内での整備完
了を目指します。大竹駅
の整備が進むと、交通結
節機能が向上します。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

大竹駅の整備率
(事業費ベース)

23.4% 33.3% 44.4% 71.3%

3 駅前油見線道路改築事業 まち
B-1④、B-2①、B-6②、

E-1②、E-3①②、F-4①②
都市計画課

2 小方地区のまちづくり事業 まち

企画財政課

監理課

土木課

都市計画課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1 大竹駅周辺整備事業 まち
A-1②、B-4①、C-2①、

E-3②、F-4②
都市計画課
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【3-1 快適で魅力的な都市空間の創造】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

611,916 913,684 2,247,616 892,661 270,000

国 県 費 219,543 363,717 965,286 407,525 148,500

地 方 債 163,800 279,300 504,700 357,400

そ の 他 68,744 167,921 127,700

一 般 財 源 159,829 102,746 777,630 36 121,500

46.0% 83.0% 96.0% 100.0%

33.3% 44.4% 71.3%

1 大竹駅周辺整備事業

目 標 値

実 績 値

●自由通路及び橋上駅舎は令和4(2022)年度末、東口交通広
場は令和5(2023)年度末、西口駅前広場は令和6(2024)年度
末の完成をめざして整備を進めます。

○JR山陽本線で分断されている東西地区を自由通路で結び、
駅舎の橋上化や東西駅前広場を一体的に整備･バリアフリー化
することで、交通結節点の強化、駅へのアクセスや回遊性を向
上させるとともに、駅周辺の活性化に取り組みます。

取 組 内 容

・次のことを行いまし
た。
■西口駅前広場仮設
ロータリーの共用開始
■駅舎･自由通路の
杭基礎工事着手
■物件および借家人
補償契約を締結
■自由通路用地の売
買契約を締結
■大竹駅周辺地区バ
リアフリー基本構想を
策定
■大竹駅東西広場詳
細設計を完了

・次のことを行いまし
た。
■鉄道事業者と年度
協定を締結
■駅舎･自由通路の
鉄骨工事に着手
■大竹駅周辺地区の
無電柱化検討業務に
着手
■大竹市無電柱化推
進計画を策定

・次のことを行います。
■鉄道事業者と年度
協定を締結
■鉄道事業者と西口
駅前広場造成協定を
締結
■鉄道事業者と自由
通路運営管理協定を
締結
■駅舎･自由通路の
内部工事に着手
■駅舎･自由通路の
供用開始
■東口交通広場の暫
定供用
■市道油見新町1号
線の道路拡幅・無電
柱化工事着手予定
■物件および借家人
補償契約締結

・次のことを行います。
■鉄道事業者との年
度協定を締結
■東口交通広場の工
事着手予定
■既存駅舎および跨
線橋の解体予定
■西口駅前広場の
ロータリー工事着手予
定
■東口側トイレ整備工
事着手予定
■西口駅前広場用地
の売買契約予定

・次のことを行います。
■西口駅前広場の駅
前交番前及び駐車前
シェルター、西口駅前
駐車場、西口駅前交
流広場工事着手

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 大竹駅の整備率(事業費ベース)

財

源

内

訳

根拠法令等 ー

関連する計画 大竹駅周辺整備新構想、大竹駅周辺地区バリアフリー基本構想

担当課

都市計画課

事業名
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【3-1 快適で魅力的な都市空間の創造】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 1,000 8,000 30,000 411,567

(うち繰越分)10,000

国 県 費 0 0 0 0 200,000

地 方 債 0 0 0 0 74,200

そ の 他 0 0 0 0 50,080

一 般 財 源 0 1,000 8,000 30,000 87,287

0 0 1 （指標と合わせて検討）

0 0 0

・小方小･中学校跡地
の地籍整理を行いまし
た。そして、民間動向
の情報収集や、新駅
設置に向け土地区画
整理事業の研修、東
広島市への現地視察
を行いました。

・引き続き小方小･中
学校跡地の地籍整理
を行いました。
・当該地区の周辺動
向を確認し、新駅設置
などを含めて事業の方
向性について協議を
行いました。
・小方4号線の道路工
事完了し、暫定区間で
供用開始しました。

・小方小中学校跡地の活
用の幅を広げるため、小
方地区のまちづくり基本
構想を一部見直しまし
た。
・小方小学校跡地の地籍
整理を行いました。
・小方4号線の小方ポン
プ場付近歩道整備を
行っています。完成後、
周辺歩道と接続され、歩
道動線の安全性、利便
性が向上します。
・事業化に必要な調査及
び関係者協議を行ってい
ます。
・小方小・中学校跡地を
中心とした地域の用途変
更及び地区計画作成業
務を発注しました。
・JR新駅の設置に向け、
需要予測などの検討に
着手するため、補正予算
を計上しました。（※令和
5年度に繰り越し）

・居住・にぎわい交流（レ
クリエーション）ゾーンの活
用用途案を決定しまし
た。（道路等は未定）
・当該ゾーンの活用に向
けて、令和６年３月を目
途に、都市計画変更を行
います。
・アクセス道路となる小方
4号線の整備など周辺環
境整備を進めます。ま
た、国道2号交差点計画
について関係機関との協
議、港町3号線の道路排
水施設調査を行います。
・引き続き小方新駅の設
置に向け、需要予測など
を検討します。

※令和4年度までは事業指標を
小方まちづくり基本構想全体にお
ける「事業進捗率」としていました
が、用途の決定により今後の整備
スケジュールなどが決定するた
め、指標を変更しました。

・小方中学校跡地に
スポーツ・体験型道の
駅を整備するため、令
和6年度から2か年で
道の駅基本構想・基
本計画の策定及び民
間活力導入可能性調
査を行います。
・アクセス道路となる
道路設計等や小方4
号線の整備など周辺
環境整備を進めます。
・引き続き小方新駅の
設置に向けた検討を
行います。

企画財政課、監理課、土木課、都市計画課

（単位：千円）

事 業 指 標 居住・にぎわい交流（レクリエーション）ゾーン（小方小・中学校跡地）総面積に対する「活用用途が決定した」割合

目 標 値

実 績 値

事 業 費

財

源

内

訳

取 組 内 容

○JR新駅設置を前提とし、晴海臨海公園、亀居公園、小方港
などの周辺施設との連動による小方小･中学校跡地及び市民
プール跡地の有効活用を進め、市全体の魅力を高めます。
○平成29年3月に｢小方地区のまちづくり基本構想｣を策定し、
対象エリアの各ゾーンの活用方策を示すとともに、「にぎわい交
流ゾーン」（小方中学校跡地）の事業化に向けて｢立地検討業
務｣を実施しました。令和4年4月に、市役所敷地内に「にじいろ
こども園」（認定こども園及び子育て支援センター）が整備され
たことなどに伴い、令和4年11月に基本構想を一部見直し、小
方小・中学校跡地及び市民プール跡地を「居住・にぎわい交流
（レクリエーション）ゾーン」（総面積47,072.92㎡）として新たに
設定したことから、当該ゾーンの活用用途の具体化に向けた取
組を進めます。

根拠法令等 ー

関連する計画 小方地区のまちづくり基本構想

取組の方針 事業の概要

小方地区のまちづくり事業2

●各ゾーンの事業化の時期を伺いながら準備作業を進めます。
●アクセス道の整備に向けて、跡地利用を決定し、国道2号に関
する公安委員会との交差点協議により交通導線を決定します。
●｢小方まちづくり基本構想｣の核となる小方新駅の設置に向け
て、地元や関係機関と協議を進めます。

事業名

担当課
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【3-1 快適で魅力的な都市空間の創造】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ー ー 3,000 7,500 10,844

国 県 費 ー ー 0 0 0

地 方 債 ー ー 0 0 0

そ の 他 ー ー 0 7,500 0

一 般 財 源 ー ー 3,000 0 10,844

ー 2% 3%

ー

担当課

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・地形測量を行いまし
た。

・道路の予備設計を行
います。

■用地測量及び補償
調査を行う。

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 駅前油見線道路改築事業整備率（事業費ベース）

財

源

内

訳

●大竹駅西側地区において、駅周辺へのアクセスなど住みやす
く利便性の高い生活道路網の形成や、災害時の避難路や延焼
防止などの防災機能を強化するための環境整備を進めます。

○都市計画道路「駅前油見線」（W=16ｍ　L＝約150ｍ）を整
備します。令和4年度に地形測量を行い、令和5年度に予備設
計、令和6年度に都市計画の変更、事業認可、令和7年度に
用地測量及び補償調査、令和８年度に補償調査、令和10年
度にかけて用地買収及び実施設計を行い、令和11年度に工
事着手、令和13年度に完成予定です。

事業名

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

3 駅前油見線道路改築事業

都市計画課
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【3-2 きれいで利便性の高い道路環境の創造】

80%

４年間で
実現したい姿

道路、橋りょう、トンネルなどの整備・更新・修繕などが計画的に行われ、安
全で利便性の高い道路環境が保たれています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　計画的に補修を行うこ
とで、維持管理コストを
抑えながら安全な通行を
確保することが重要で
す。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

健全性が保たれている
橋りょうの割合

79% 79% 77% 79.0%

3 道路･橋りょう新設、改良事業
B-1④、B-2①、B-6②、

E-1②、E-3①②、F-4①②
土木課

2(2) 橋りょう長寿命化事業
B-1④、B-2①、B-6②、

E-1②、E-3①②、F-4①②
土木課

2(1) 道路･橋りょう維持事業 E-3②、F-4② 土木課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1
国道及び高規格道路の総合整備事

業（国道等整備促進事業）

B-1④、B-2①、B-6②、

E-1②、E-3①、F-4①
監理課
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【3-2 きれいで利便性の高い道路環境の創造】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

242 162 122 262 262

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 242 162 122 262 262

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

72.0% 81.0% 89.7%

・国道(国道2号、国道
186号、岩国大竹道
路)の整備促進(充実
強化)を進めるため、
協議会や期成同盟会
を組織し、国･県などに
要望活動を行いまし
た。
【国への要望】2回
【県への要望】1回

目 標 値

実 績 値

1 国道及び高規格道路の総合整備事業（国道等整備促進事業）

財

源

内

訳

事 業 指 標 岩国大竹道路事業に関する事業用地の取得率(事業用地の総面積に対する取得済み用地面積の割合)

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

●早期の完成に向けて地元の協力を得るとともに、事業主体で
ある国や県への要望活動を行います。

○国道(国道2号、国道186号、岩国大竹道路)の整備促進(充
実強化)を進めるため、関係する近隣自治体と協議会や期成
同盟会を組織し、国･県などに切れ目のない要望活動を行いま
す。

取 組 内 容

・国道(国道2号、国道
186号、岩国大竹道
路)の整備促進(充実
強化)を進めるため、
協議会や期成同盟会
を組織し、国･県などに
要望活動を行いまし
た。
【国への要望】2回
【県への要望】1回

・国道(国道2号、国道
186号、岩国大竹道
路)の整備促進(充実
強化)を進めるため、
国･県などに要望活動
を行いました。

・国道(国道2号、国道
186号、岩国大竹道
路)の整備促進(充実
強化)を進めるため、
協議会や期成同盟会
を組織し、国･県などに
要望活動を行いまし
た。
【国への要望】2回
【県への要望】1回

・国道(国道2号、国道
186号、岩国大竹道
路)の整備促進(充実
強化)を進めるため、
国･県などに要望活動
を行います。

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

担当課

監理課

事業名
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【3-2 きれいで利便性の高い道路環境の創造】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

96,299 114,366 85,778 156,342 170,825

国 県 費 26,238 29,160 25,962 29,800 31,620

地 方 債 27,800 72,700 20,400 76,164 98,000

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 42,261 12,506 39,416 50,378 41,205

12箇所 15箇所 18箇所 未定

8箇所 13箇所 15箇所

土木課

事業名

担当課

財

源

内

訳

●5年に1度の定期点検と診断結果の分析により、メンテナンス
サイクルを構築しながら、老朽化が進む橋りょう･トンネルを計画
的に改修･保全します。

○計画的な舗装補修及び、適宜必要に応じた道路施設の維
持修繕を行います。

取 組 内 容

・舗装の個別施設計
画に基づき舗装補修
を行いました。
【補修箇所】1箇所(新
町1丁目)

・舗装の個別施設計
画に基づき舗装補修
を行いました。
【補修箇所】5箇所(港
町2丁目ほか)

・舗装の個別施設計
画に基づき2箇所の舗
装補修を行いました。
【補修箇所】2箇所（新
町2丁目、玖波4丁目
ほか）
・令和5年度以降の計
画について、個別施設
計画の見直しを行いま
した。

・玖波青木線ほか2路
線の舗装補修を行っ
ています。

晴海12号線外4路線
の舗装補修を予定し
ています。

2(1) 道路･橋りょう維持事業

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 補修が必要な道路のうち補修が完了した箇所数(累計)

目 標 値

実 績 値

根拠法令等 ー

関連する計画 舗装の個別施設計画

取組の方針 事業の概要
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【3-2 きれいで利便性の高い道路環境の創造】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

29,470 56,824 63,227 131,542 110,103

(うち繰越分)4,180 (うち繰越分)24,000 (うち繰越分)4,000 (うち繰越分)74,945 (うち繰越分)57,403

15,414 30,250 34,773 59,551 49,392

(うち繰越分)1,970 (うち繰越分)13,200 (うち繰越分)2,200 (うち繰越分)39,202 (うち繰越分)20,407

地 方 債 7,000 0 0 0 0

そ の 他 810 0 0 0 0

一 般 財 源 6,246 26,574 28,454 71,991 25,447

9箇所 12箇所 16箇所 19箇所

8箇所 9箇所 10箇所

担当課

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・橋梁長寿命化修繕
計画やその他の個別
施設計画に基づき、
施設の点検や補修工
事などを行いました。
【補修した橋梁】
明治新開大人原線1
号橋
西栄東栄2号線1号橋

・橋梁長寿命化修繕
計画やその他の個別
施設計画に基づき、
施設の点検や補修工
事などを行いました。
【補修した橋梁】
玖波30号線線1号橋

・橋梁長寿命化修繕
計画やその他の個別
施設計画に基づき、
施設の点検や補修工
事などを行っていま
す。
【補修した橋梁】
二井橋
※2橋は、令和5年度
にかけて補修を行い
完了予定です。

・橋梁長寿命化修繕
計画やその他の個別
施設計画に基づき、
施設の点検や補修工
事などを行います。下
記の4橋の補修工事を
行っています。
【補修の橋梁】
小島橋
玖波30号線2号橋
川本橋（R6年度完了
予定）
新町橋（R6年度完了
予定）

・橋梁長寿命化修繕
計画やその他の個別
施設計画に基づき、
施設の点検や補修工
事などを行います。下
記5橋の補修工事を
予定しています。
【補修予定の橋梁】
川本橋
新町橋
駅前油見線1号橋
加計橋
唐樋橋

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 指 標 補修が必要な橋りょう･トンネルなどのうち補修が完了した箇所数(累計)

事 業 費

財

源

内

訳

国 県 費

●5年に1度の定期点検と診断結果の分析により、メンテナンス
サイクルを構築しながら、老朽化が進む橋りょう･トンネルを計画
的に改修･保全します。

○長寿命化修繕計画等に基づき、道路施設の保全を行いま
す。

根拠法令等 ー

関連する計画 大竹市橋梁長寿命化修繕計画、大竹市橋梁維持管理計画

2(2) 橋りょう長寿命化事業

土木課

事業名
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【3-2 きれいで利便性の高い道路環境の創造】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

213,005 166,056 57,697 14,974 306,568

(うち繰越分)101,820 (うち繰越分)80,500 (うち繰越分)9,748 (うち繰越分)2,553 (うち繰越分)36,500

87,920 21,150 16,794 0 42,325

(うち繰越分)2,150 (うち繰越分)8,250

地 方 債 71,500 26,300 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 53,585 118,606 40,903 14,974 264,243

5箇所 11箇所 11箇所 12箇所

3箇所 6箇所 11箇所

取 組 内 容

・安全に課題のある箇
所の道路整備を実施
しました。
【令和元年度～令和2
年度】 青木踏切拡幅
改良を実施しました。
【令和2年度】用地を
買収し大竹郵便局前
交差点の歩道整備を
実施しました。

・安全に課題のある次
の箇所の道路整備を
実施しました。
■小方4号線道路工
事
■松ケ原3号線の曲
線部の用地買収地の
改良工事
■恵川橋歩道整備

・安全に課題のある次
の箇所の道路整備や
局部解消工事を実施
しています。
■小方4号線道路工
事
■油見15号線(隅切り
工事）
■南栄下白石線(交
差点部の歩道拡幅）
■小方1号線(歩道改
良）
■立戸山手線(取付
道整備）

・安全に課題のある箇
所の道路整備を実施
します。
■南栄下白石線（歩
道整備）※R6年度完
了予定です。

・安全に課題のある箇
所の道路整備を実施
する予定です。
■南栄下白石線（歩
道整備）※R5年度に
引き続き実施
■小方4号線（臨港道
路交差点接続部）
■白石元町1号線(道
路拡幅)

3 道路･橋りょう新設、改良事業

事 業 費

財

源

内

訳

国 県 費

●地域のニーズや道路の利用状況などを把握しながら、安全に
課題がある箇所や狭あい道路の改善など、計画的･効果的な道
路整備を行います。

○狭あい道路の利用状況などを把握した上で、安心安全に利
用できる道路整備を行います。

事 業 指 標 安全に課題がある箇所や狭あい道路を改善した箇所数(累計)

目 標 値

実 績 値

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事業名

担当課

土木課
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【3-3 生活を支える公共交通の充実】

４年間で
実現したい姿

｢住民自らが創り・守り・育てる｣便利で持続可能な地域の公共交通が整備され、
市民の移動を支えています。

KPI
（重要業績評価指標） 【KPIの考え方】

　半数以上を目指しま
す。将来に向けて地域の
移動を支え続ける意識を
持つことが重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

｢目的地までの移動がし
やすいまちだと思う｣と
答えた人の割合

58.4% 56.5% 46.2% 46.5%

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

50%以上

1 地域公共交通整備事業 まち 自治振興課
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【3-3 生活を支える公共交通の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

47,220 48,422 46,239 50,657 72,656

国 県 費 1,009 1,008 1,008 2,015 1,500

地 方 債 0 0 0 0

そ の 他 20,645 20,408 21,146 26,440 40,140

一 般 財 源 25,566 27,006 24,085 22,202 31,016

16,000人 16,000人 16,000人 17,000人

16,715人 16,233人 16,324人

108,000人 117,000人 118,000人 131,800人

106,351人 104,269人 117,550人

取 組 内 容

・市民の暮らしやまち
づくりを支える地域公
共交通網の形成･維
持のため、廃止路線
代替バス(大竹･栗谷
線･坂上線)を運行しま
した。

・市民の暮らしやまち
づくりを支える地域公
共交通網の形成･維
持のため、廃止路線
代替バス(大竹･栗谷
線･坂上線)を運行しま
した。

・引き続き、廃止路線
代替バス(大竹･栗谷
線･坂上線)を運行しま
した。大竹・栗谷線バ
スの今後のあり方につ
いて、路線沿線住民と
意見交換を実施しまし
た。

・引き続き、廃止路線代
替バス(大竹･栗谷線･坂
上線)を運行します。
・大竹・栗谷線バスの今
後のあり方について、路
線沿線住民と意見交換
を実施しました。
・現行計画の維持だけで
なく、運行形態などを検
討します。

・令和6年度以降の新た
な公共交通計画に基づ
き、利便性･持続性の高
い運行サービスの実施や
支援などを行います。
・現行計画の維持や見直
しをします。
・これまでに行った調査・
分析結果を踏まえた新た
な公共交通計画を策定
します。

取 組 内 容

・幹線バス(こいこいバス)
と支線交通(三ツ石地区
乗合タクシー、ひまわりタ
クシー、湯舟のりあいタク
シー、栄ぐるりんタクシー、
あじさいタクシー)を運行し
ました。
・谷和･広原地区辺地タク
シーの運行経費の赤字
分を補助しました。
・バスや乗合タクシーなど
市民の暮らしやまちづくり
を支える地域公共交通
網の形成･維持のため、
利便性･持続性の高い運
行サービスの実施や支
援、改善などを行いまし
た。

・幹線バス(こいこいバス)
と支線交通(三ツ石地区
乗合タクシー、ひまわりタ
クシー、湯舟のりあいタク
シー、栄ぐるりんタクシー、
あじさいタクシー)を運行し
ました。
・谷和･広原地区辺地タク
シーの運行経費の赤字
分を補助しました。
・バスや乗合タクシーなど
市民の暮らしやまちづくり
を支える地域公共交通
網の形成･維持のため、
利便性･持続性の高い運
行サービスの実施や支
援、改善などを行いまし
た。

・引き続き、こいこいバス
や支線交通の運行などを
行いました。
・令和6年度以降の新た
な公共交通計画策定に
向けて、ニーズや実態の
把握･関係各所への聞き
取り･取りまとめ･分析を行
いました。
・バスや乗合タクシーなど
市民の暮らしやまちづくり
を支える地域公共交通
網の形成･維持のため、
利便性･持続性の高い運
行サービスの実施や支
援、改善などを行いまし
た。

・幹線バス(こいこいバス)と支線交
通(三ツ石地区乗合タクシー、ひ
まわりタクシー、湯舟のりあいタク
シー、栄ぐるりんタクシー、あじさい
タクシー)を運行しました。
・谷和･広原地区辺地タクシーの
運行経費の赤字分を補助しまし
た。
・バスや乗合タクシーなど市民の
暮らしやまちづくりを支える地域公
共交通網の形成･維持のため、利
便性･持続性の高い運行サービス
の実施や支援、改善などを行いま
した。
大竹・栗谷線バスの路線再編に
着手していることや広島県が初め
て策定する公共交通計画との整
合性を図るため、現行計画の策
定期間を１年間延長します。

・現行計画の維持や見直
しをします。
・これまでに行った調査・
分析結果を踏まえた新た
な公共交通計画を策定
します。

●｢地域公共交通計画｣に基づき、住民と交通事業者と市が協議
し、今後利用する可能性のある人のニーズなども踏まえて運行内
容の見直し、改善を行います。

○市内幹線交通、支線交通及び廃止路線代替バスを運行し
ます。辺地タクシーの赤字を補助します。利便性･持続性の高
い運行サービスの実施や支援、改善などを行います。

事 業 指 標

1 地域公共交通整備事業

担当課

自治振興課

事業名

目 標 値

実 績 値

こいこいバスと支線交通の年間利用者数

目 標 値

実 績 値

事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 大竹･栗谷線･坂上線の年間利用者数

根拠法令等 道路運送法、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

関連する計画 大竹市地域公共交通計画

財

源

内

訳

取組の方針
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【3-4 まちの産業と物流を支える港湾･漁港の整備】

４年間で
実現したい姿

港湾施設・漁港施設の利便性が保たれ、効率的で安全な施設利用が可能になっ
ています。

KPI
（重要業績評価指標） 【KPIの考え方】

　大竹港の整備によって
利便性が高まり、取扱貨
物量が増加すると、市内
産業の活性化に繋がりま
す。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

大竹港で取り扱う貨物
の量

145万t 123万t 140万t 126万t

2 漁港施設維持管理事業 しごと

B-1③④、B-2①、B-5②、

B-6②、E-1②、E-3①、

E-4①、F-4①

土木課

1 港湾施設管理事業 しごと
B-1④、B-2①、B-6②、

E-1②、E-3①、F-4①
土木課

160万t

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課
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【3-4 まちの産業と物流を支える港湾･漁港の整備】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

37,264 35,587 35,393 33,531 59,320

国 県 費 1,533 1,613 1,751 1,872 7,565

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 35,731 33,974 33,642 31,659 51,755

一 般 財 源 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 未定

0% 0% 0%

・用地交渉(買収)を
行っています。
・工事を実施します。
（No43～No50の
L=140.m区間）

・用地交渉(買収)を行
う予定です。
・工事に着手します。
(用地買収の必要ない
区間）

財

源

内

訳

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・測量調査業務や予
備設計業務などを実
施し、関係機関との協
議を整えました。

・詳細設計業務を行い
ました。

※事業指標の目標値
は、詳細設計にて事
業用地総面積が確定
した後(用地境界立会
終了後)に、設定する
予定です。

・詳細設計完了後、用
地測量を行い、用地
境界立会などを実施し
ました。
・工事に着手しました。
（No50～No52付近）

1 港湾施設管理事業

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 アクセス道路に関する事業用地の取得率(事業用地の総面積に対する取得済み用地面積の割合)

●大竹港東栄地区コンテナヤードの拡張など、利用実態に合わ
せた施設と管理体制の整備について、関係機関と協議しながら
取り組みます。
●物流の円滑化を目的とする国道2号を結ぶアクセス道路の早
期整備に向け、関係機関に働きかけます。

○大竹港の利用促進のため、港湾施設の適正な維持管理を
行い、物流の拡充や渋滞緩和のため、国道2号栄橋北詰交差
点から大竹港のアクセス道路の早期整備に向け、関係機関に
働きかけます。

関連する計画 地域再生計画（広島湾の歴史遺産と海の幸を世界に向けて発信するみなとづくり計画）

根拠法令等 地域再生法

担当課

土木課

事業名

73



【3-4 まちの産業と物流を支える港湾･漁港の整備】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業費 117,721 57,194 20,350 102,353 148,146

(うち繰越68,646）

59,580 28,720 11,334 61,410 80,940

(うち繰越19,590）

地 方 債 40,200 15,300 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 17,941 13,174 9,016 40,943 19,410

11箇所 12箇所 14箇所 17箇所

8箇所 11箇所 12箇所

（単位：千円）

●定期点検結果を踏まえた計画的な修繕、更新により、漁港施
設を適切に維持管理します。

○漁港漁場整備法に基づき、漁港施設の整備･維持修繕や水
域管理などを適切に行い、長寿命化を進めます。

取 組 内 容

・阿多田猪子東浮桟
橋修繕、玖波漁港浚
渫工事を行いました。

・猪子東浮桟橋補修
工事、玖波10号物揚
場補修工事、玖波漁
港照明施設改築更新
工事を実施しました。

・猪子西浮桟橋補修
工事を実施しました。
工事は、令和5年度で
完了予定です。

・引き続き、令和4年
度着手の猪子西浮桟
橋補修工事を実施。
・また、東1号浮桟橋
改築更新工事、玖波3
号防波堤測量実施設
計業務を実施してお
り、東1号浮桟橋改築
更新工事については、
令和6年度完了予定
です。

・猪子西浮防波堤補
修工事、玖波8号物揚
場補修測量設計業務
を実施する予定です。
令和5年度より実施し
ている、東1号浮桟橋
改築更新工事完了予
定です。

財

源

内

訳

事 業 指 標 漁港施設で対策が必要な箇所のうち、改修などに着手した箇所数(累計)

目 標 値

実 績 値

根拠法令等 漁港及び漁場の整備等に関する法律

関連する計画 水産物供給基盤機能保全計画

取組の方針 事業の概要

2 漁港施設維持管理事業

国県費

土木課

事業名

担当課
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【3-5 住みよさと安心を生む住宅政策】

92.0%

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　空き家バンクへの登録
数が増えることで、空き
家の有効活用が期待でき
ます。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

空き家バンク登録件数
(累計)

0件 0件 0件 0 2件

４年間で
実現したい姿

住宅の耐震化や空き家の有効活用が進み、安全で良好な住環境が保たれていま
す。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　市内の住宅の耐震化が
進むことで、災害時の被
害を抑制することができ
ます。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

住宅耐震化率 83.1% ー ー ー

3 空家対策事業 まち A-1③、G-1①、G-3②
都市計画課

企画財政課

2 住宅改修等補助事業 まち A-1①③、A-4①、G-3①② 都市計画課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1
市営住宅長寿命化事業(平屋住宅解

体事業)
A-1②、B-4①、C-2① 都市計画課
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【3-5 住みよさと安心を生む住宅政策】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

10,167 0 35,155 30,142 30,000

国 県 費 4,266 0 13,931 12,556 10,125

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 5,901 0 21,224 17,586 19,875

170戸 155戸 130戸 115戸

177戸 177戸 144戸

●居住者の早期移転を積極的に促し、市営木造平屋住宅の解
体を進めます。
●解体が完了した市営住宅跡地の利活用を検討します。

○｢大竹市営住宅等長寿命化計画｣に基づき、団地別･住棟別
の改修工事や老朽化した市営木造平屋住宅の解体を行いま
す。

取 組 内 容

・老朽化した木造市営
平屋住宅の解体を実
施しました。飛石住宅
及び唐船浜住宅用地
については、監理課へ
所管替えしました。
【解体戸数】9戸（白
石）

・老朽化した木造市営
平屋住宅の解体を実
施予定していました
が、二度の入札不調
のため、未実施としま
した。

・老朽化した木造市営
平屋住宅の解体を実
施しました。
【解体戸数】
油見住宅　11戸
黒川住宅　14戸
三ツ石住宅　8戸

・老朽化した木造市営
平屋住宅の解体を実
施しました。

※解体予定戸数を見
直したため、目標値を
上方修正しました。
【150戸⇒130戸】

栄住宅　　 ８戸
油見住宅　５戸
向田住宅　３戸
黒川住宅　８戸

・老朽化した木造市営
平屋住宅の解体を実
施する予定です。(年
間15～25戸解体予
定)

※解体予定戸数を見
直したため、目標値を
上方修正しました。
【145戸⇒115戸】

財

源

内

訳

目 標 値

実 績 値

1 市営住宅長寿命化事業(平屋住宅解体事業)

根拠法令等 公営住宅法

関連する計画 大竹市営住宅等長寿命化計画

担当課

事業名

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 市営木造平屋住宅の管理戸数

都市計画課
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【3-5 住みよさと安心を生む住宅政策】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1,908 3,125 4,070 4,267 9,684

国 県 費 868 1,439 1,843 1,869 4,591

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 1,040 1,686 2,227 2,398 5,093

16件 17件 18件 19件

15件 19件 33件

1件 1件 2件 2件

1件 4件 4件

・次のことを行いまし
た。
■ブロック塀などの除
却：1件
■耐震診断補助金交
付決定：3件

・住宅改修補助制度
の利用促進を行いま
す。

・令和5年度の取組を
継続します。

事 業 費

取 組 内 容

・15件のリフォーム申
請全てに補助金を交
付決定しました。

・19件のリフォーム申
請全てに補助金を交
付決定しました。

・33件のリフォーム申
請全てに補助金を交
付決定しました。

・リフォーム補助制度
の利用促進を行いま
す。

・令和5年度の取組を
継続します。

取 組 内 容

事 業 指 標 住宅改修補助事業の年間申請件数

目 標 値

実 績 値

・次のことを行いまし
た。
■ブロック塀などの除
却：1件

。次のことを行いまし
た。
■特定空家などの除
却：1件
■ブロック塀などの除
却：3件

事 業 指 標 リフォーム補助事業の年間申請件数

目 標 値

実 績 値

財

源

内

訳

根拠法令等 建築物の耐震改修の促進に関する法律

関連する計画 大竹市耐震改修促進計画

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

●大竹市耐震改修促進計画に基づき、市内の住宅や多数の者
が利用する建築物の耐震化を進めます。
●耐震化の重要性を啓発し、耐震診断や耐震改修･住宅リ
フォーム補助制度の利用を促進します。

○個人住宅の安全と質の向上、定住促進のため、市内居住者
又は予定者に対して、住宅改修など各対象工事の費用の一部
を補助します。

2 住宅改修等補助事業

都市計画課

事業名

担当課

77



【3-5 住みよさと安心を生む住宅政策】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 1,856 6,715 150 800

国 県 費 0 0 3,161 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 0 1,856 3,554 150 800

35件 37件 40件 45件

37件 51件 37件

財

源

内

訳

●警察と連携し、危険な空き家への対応や危険な空き家になら
ないための所有者への適切なアドバイスを行います。
●定住促進の観点から、空き家の有効活用を検討します。

○平成27年5月に施行された｢空家等対策の推進に関する特
別措置法｣に基づき、空き家などの適正な管理の促進と危険な
空き家に対する指導･助言などを行うとともに、可能な範囲で危
険な空き家などの除却を促進し、可住地の確保に努めます。

取 組 内 容

・警察から情報提供の
あった空き家につい
て、現地確認を行いま
した。(123件分)
・空き家に関するパン
フレットを作成し、空き
家問題に対する啓発
を行いました。(令和3
年度初旬、広報及び
市外家屋所有者へ固
定資産税の納付書と
合わせ送付。)

・調査で危険空き家候
補と判定された市街
地の空き家などの再
調査を行いました。
・大竹市空家等対策
協議会を開催しまし
た。
・｢大竹市空家等対策
計画｣の一部を変更し
ました。
・特定空家等除却補
助事業の利用により、
特定空家等を1件除
却しました。

・適正管理されていな
い危険な空き家への
対応や、危険な空き
家にならないための適
切なアドバイスを行い
ました。
・民間事業者と連携
し、空家対策ガイドブッ
クを作成しました。
・大竹市空家実態調
査を実施しました。(全
戸調査)

・適正管理されていな
い危険な空き家への
対応や、危険な空き
家にならないための適
切なアドバイスを行い
ました。
・広島法務局と広島県
司法書士会と連携し
た、空き家問題に関す
る啓発活動を行いまし
た。
・令和4年度実施の大
竹市空家実態調査の
結果を踏まえた、｢大
竹市空家等対策計
画｣の改訂をしていま
す。

・適正管理されていな
い危険な空き家への
対応や、危険な空き
家にならないための適
切なアドバイスを行い
ます。
・広島司法書士会と連
携した、空き家問題に
関する啓発活動を行
います。

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 空き家に関する年間相談件数

目 標 値

実 績 値

根拠法令等 空家等対策の推進に関する特別措置法

関連する計画 大竹市空家等対策計画

取組の方針 事業の概要

3 空家対策事業

都市計画課、企画財政課

事業名

担当課
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【3-6 楽しさと憩いを提供する公園･緑地の整備】

210,000人

【KPIの考え方】
　晴海臨海公園は現在多
くの利用者でにぎわって
います。施設を適切に維
持管理するとともに、利
用者にとって魅力ある公
園となる取組を行うこと
で、にぎわいを維持しま
す。

晴海臨海公園の利用者
数

209,424人 168,892人 99,720人 127,607人

４年間で
実現したい姿

市民が安心して公園を利用できています。晴海臨海公園は多様な用途に活用で
きる魅力的なスポットになっています。

KPI
（重要業績評価指標）

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

3 穂仁原地区水辺の広場整備事業

土木課

生涯学習課

自治振興課

2 晴海臨海公園整備事業 まち
A-1②、B-4①、B-8①、

C-2①
都市計画課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1 公園緑地維持管理事業 まち
A-1②、B-4①、B-8①、

C-2①
都市計画課
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【3-6 楽しさと憩いを提供する公園･緑地の整備】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

31,023 29,489 28,998 31,595 31,595

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 31,023 29,489 28,998 31,595 31,595

30施設 30施設 30施設 30施設

29施設 30施設 30施設

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・公園施設の点検を随
時行い、必要な修繕･
更新を行いました。

・公園施設の点検を
随時行い、必要な
修繕･更新を行いま
した。

・公園施設の点検を随
時行い、必要な修繕･
更新を行いました。

1 公園緑地維持管理事業

関連する計画 大竹市都市公園長寿命化計画

根拠法令等 都市公園法

・公園施設の点検を随
時行い、必要な修繕･
更新を行います。

・公園施設の点検を随
時行い、必要な修繕･更
新を行います。

財

源

内

訳

担当課

都市計画課

事業名

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 公園施設の年間修繕･更新数(長寿命化計画に基づく優先順位に沿った整備)

●市民の意見や時代のニーズを反映しつつ、｢公園施設長寿
命化計画｣に基づいた適切な整備･維持管理を行います。
●地域住民による維持管理を推進するため、地域の清掃活動
などに対して必要な物品の支給を行い、清掃活動が行いやす
いよう支援を行います。

○遊具などを点検し適切な整備･維持管理を行います。
○公園の美化清掃活動に必要な備品などの購入に対し、自治
会へ補助を行います。
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【3-6 楽しさと憩いを提供する公園･緑地の整備】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

10,416 63,000 104,515 124,400 155,000

国 県 費 0 60,000 80,520 108,000 150,000

地 方 債 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0

一 般 財 源 10,416 3,000 23,995 16,400 5,000

52% 53% 58% 80%

51% 52% 53%

・次のことを行います。
■雨水排水施設の整
備
■駐車場の整備
■周回園路・植栽等
整備

※事業指標を、「第三
期整備における整備
率」から「公園区域
（全体）に対する整備
率」に変更していま
す。それに伴い、整備
完了までの整備方針
を決定の上、事業ス
ケジュール・整備費を
あらためて整理したた
め、目標値を変更して
います。
（参考）
【令和7年度】　155,000
（千円）
周回園路、西側駐車場、
多目的グラウンド一部施
設整備
【令和8年度】　130,000
（千円）
多目的グラウンド施設整
備

・次のことを行います。
■周回園路
■西側駐車場の整備
■多目的グラウンド整地

（単位：千円）

事 業 費

根拠法令等 都市公園法

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

2 晴海臨海公園整備事業

取 組 内 容

・次のことを行いまし
た。
■第3期工事の住民
説明など

※令和2年度の実績
値は、事業開始からの
累計値です。

・次のことを行いまし
た。
■雨水排水施設の
整備
■園路の整備

・次のことを行います。
■雨水排水施設の整
備
■園路の整備
■美術館側の接続歩
道整備

事業名

財

源

内

訳

●多目的ゾーンの整備を計画的に進めます。運動や憩いの場
としてだけでなく、災害時にも利用できるオープンスペースとし
て整備します。

〇平成22年度から第一期整備工事として、多目的グラウンドの
南側エリアにテニスコート、球戯場、管理棟、駐車場、便所棟、
園路などを、第二期整備工事として、北側・東側エリアに、遊具
広場、海辺広場、舗装広場、デイキャンプ場などを整備しまし
た。
○令和3年度からは、第三期整備工事（5か年計画）として、多
目的グラウンドの西側エリアに、多目的グラウンドの雨水処理のた
めの雨水排水設備の整備や、園路、駐車場、休憩広場等の整
備を行います。
○また、第三期整備工事の後には、多目的グラウンド施設を充
実していきます。

事 業 指 標 晴海臨海公園の整備率(面積)　※公園区域（全体）に対する整備率

目 標 値

実 績 値

担当課

都市計画課
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【3-6 楽しさと憩いを提供する公園･緑地の整備】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

― 3,955 25,049 1,274 14,700

（うち繰越14,700）

国 県 費 ー 0 0 0 0

地 方 債 ー 0 0 0 0

そ の 他 ー 0 0 1,274 14,700

一 般 財 源 ー 3,955 25,049 0 0

― 14% 100% 100%

― 0% 14%実 績 値

取 組 内 容

・建物の詳細設計
業務などを実施しま
した。

・建築工事、照明工事
等を実施しました。

・広場の造成工事、コ
ウゾ畑及び駐車場の
整備を実施しており、
令和6年度に完了予
定です。
バス停設置を実施まし
た。

令和5年度より実施して
いる、広場の造成工事
完了予定です。

（単位：千円）

事 業 指 標 水辺の広場整備率(事業用地の総面積に対する整備面積の割合)

財

源

内

訳

目 標 値

●｢水辺の広場｣として整備します。広場の利用については、広
く市民などに親しみを持ってもらう空間となるよう、関係部署とも
連携していきます。
●また、｢手すき和紙｣や｢雛流し｣などの伝統文化の保存･継承
の場所としても利用を図ります。

○国道186号道路改良事業に伴い、解体された旧穂仁原小学
校について、跡地を水辺の広場として整備することで、地元のレ
クリエーションや伝統文化の継承などの目的も含め、より多くの人
が利用できるようにします。

取組の方針 事業の概要

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

3 穂仁原地区水辺の広場整備事業

担当課

土木課、自治振興課、生涯学習課

事業名

事業費
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【3-7 暮らしを支える上下水道の整備】

86.8%

【KPIの考え方】
　安定した水道水を提供
するためには、水源地か
らの配水が十分であるこ
とだけでなく、無収水量
を減らし、各家庭などが
使用する水量を確保する
ことが必要です。

有収率(配水量に対する
有収水量の割合)
【上水】

78.6% 77.8% 75.2% 78.7%

99.3%

４年間で
実現したい姿

安全で良質な水道水が安定して供給されています。

KPI
（重要業績評価指標）

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

2
し尿処理場整備事業（次期し尿受

入施設の整備）

環境整備課

上下水道局

実施計画事業

４年間で
実現したい姿

適切な下水処理が行われ、衛生的な生活環境が維持できています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　総人口に対する汚水処
理施設の普及状況を指標
としています。衛生的な
生活環境を維持するため
には、適切な汚水処理が
行われることが必要で
す。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

汚水処理人口普及率 99.1% 99.2% 99.2% 99.2%

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

3 上水道事業（建設改良事業） まち B-1①、F-2① 上下水道局

総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1 公共下水道事業（建設改良事業） まち F-3① 上下水道局
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【3-7 暮らしを支える上下水道の整備】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

446,013 756,654 800,805 1,062,652 1,383,677

国 県 費 26,738 329,172 296,365 234,342 323,193

地 方 債 64,300 301,700 323,200 404,531 721,300

そ の 他 72,351 90,814 49,425 37,675 167,197

一 般 財 源 282,624 34,968 131,815 386,104 171,987

30.0% 44.0% 72.0% 100%

1.5% 11.0% 20.1%

根拠法令等 下水道法

関連する計画 大竹市公共下水道事業経営戦略、大竹市下水道ストックマネジメント計画

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

●生活環境の改善や公共用水域の水質を保全するため、公共
下水道への接続率(水洗化率)の向上に取り組みます。
●｢大竹市公共下水道事業経営戦略｣に基づき、下水道施設の
効率的･計画的な整備を進めます。

○｢大竹市下水道事業経営戦略｣や｢大竹市下水道ストックマ
ネジメント計画｣に基づき、施設･設備の整備･更新を行います。

財

源

内

訳

事 業 指 標 大竹市下水道ストックマネジメント計画に基づく改築更新率(対象改築設備のうち整備した施設の割合)

取 組 内 容

・｢大竹市下水道ストッ
クマネジメント計画｣に
基づき、施設･設備の
整備･更新を行いまし
た。

・｢大竹市下水道ストッ
クマネジメント計画｣に
基づき、施設･設備の
整備･更新を行いまし
た。

・｢大竹市下水道ストッ
クマネジメント計画｣に
基づき、施設･設備の
整備･更新を行いまし
た。

令和４年度の取組を
継続します。

令和５年度の取組を
継続します。
※計画を更新し、令和
６年度から第２期の開
始

目 標 値

実 績 値

1 公共下水道事業（建設改良事業）

担当課

上下水道局

事業名
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【3-7 暮らしを支える上下水道の整備】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

18,003 21,260 37,063 230,837 417,000

国 県 費 7,000 0 29,130 110,011 203,500

地 方 債 6,500 16,300 6,000 92,944 164,300

そ の 他 2,531 4,960 1,810 27,789 49,105

一 般 財 源 1,972 0 123 93 95

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1,972 5,089 26,577 3,410 0

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 681 3,739 341 0

一 般 財 源 1,972 4,408 22,838 3,069 0

7.3% 18.0% 51.0% 81.0%

1.6% 4.0% 9.8%

【環境整備課】
・第2貯留槽に蓄積さ
れた汚泥等(上澄水･
汚泥）の撤去及び処
分を完了しました。
・翌年度計画を前倒し
し、曝気槽等（曝気
槽・最終沈殿槽・汚泥
濃縮槽）に蓄積された
汚水を水質調査後、
第1貯留槽へ移送開
始しました。

【上下水道局】
・建設工事及び既存
受入施設の解体工事
等に係る入札が不調・
不落となり、事業に着
手できませんでした。

【環境整備課】
・曝気槽等に蓄積され
た汚水の移送を完了
しました。
・曝気槽等に蓄積され
た汚泥の分析調査実
施後、撤去及び処分
を完了しました。
・第1貯留槽の汚泥分
析検査を実施します。

【上下水道局】
・新受入施設の建設
工事、設備工事及び
既存受入施設の解体
工事を実施します。

【環境整備課】
・翌年度以降に実施
する第1貯留槽の汚泥
撤去及び処分、新施
設に係る舗装・側溝工
事、電線移設工事に
つき、引き続き業務の
精査を行います。

【上下水道局】
・新受入施設の建設
工事を行っています。

目 標 値

実 績 値

根拠法令等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

関連する計画 大竹市一般廃棄物処理基本計画、社会資本整備総合計画

取組の方針

上下水道局

事業費(単位：千円)

環境整備課

事業費(単位：千円)

事 業 指 標 次期し尿受入施設の整備進捗率

財

源

内

訳

財

源

内

訳

取 組 内 容

【上下水道局】
・新受入施設の整備
に係る、都市計画及び
事業認可などの変更
並びに基本設計業務
を行いました。

【環境整備課】
・第2貯留槽の汚泥撤
去に係る調査を行い、
上澄水の移送を開始
しました。

【上下水道局】
・新受入施設の基本
設計が完了しました。
引き続き詳細設計業
務を実施します。

　し尿及び浄化槽汚泥の処理施設を下水道施設と統合し、共
同処理を行うため、新たなし尿受入施設を整備します。

環境整備課、上下水道局

事業名

事業の概要

●下水道施設と一体的に運営･管理できる、最も合理的で効率
的な処理方式のし尿処理施設を整備します。

2 し尿処理場整備事業（次期し尿受入施設の整備）

担当課
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【3-7 暮らしを支える上下水道の整備】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

125,513 441,600 369,070 290,103 237,812

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 41,700 203,800 163,000 111,000 65,000

そ の 他 17,202 39,946 36,894 34,950 83,559

一 般 財 源 66,611 197,854 169,176 144,153 89,253

11箇所 5箇所 5箇所 5箇所

3箇所 4箇所 3箇所

●国、県、関係企業などと連携して水質を保全します。
●水の安全性を周知するため、水質検査を適宜実施し、結果を
ホームページなどで公表します。
●｢大竹市水道事業経営戦略｣に基づき、老朽化した施設の更
新及び耐震化を行います。

○｢大竹市水道事業経営戦略｣に基づき、施設･設備の整備･
更新や水質保全を行います。

取 組 内 容

・老朽化した配水管の
改良工事を行いまし
た。

・老朽化した配水管改
良工事を行いました。

・老朽化した配水管改
良工事を行いました。

令和４年度の取組を
継続します。

令和５年度の取組を
継続します。

事 業 費

事 業 指 標 配水管改良を実施した年間箇所数

目 標 値

実 績 値

根拠法令等 水道法

3 上水道事業（建設改良事業）

財

源

内

訳

大竹市水道事業経営戦略

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

関連する計画

事業名

担当課

上下水道局
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【3-8 環境にやさしい持続可能なまちづくり】

4
環境衛生･美化推進事業(地域不法投

棄対策事業)
まち 環境整備課

2(2) 環境監視指導事業

【KPIの考え方】
　環境美化の取組によっ
て、市民が｢まちがきれい
で気持ちがいい｣と実感で
きることが重要です。地
域の環境を守ろうという
意識醸成にもつながりま
す。

KPI
（重要業績評価指標）

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

｢環境美化の取組が進ん
でおり、まちがきれい
で気持ちがいい｣と答え
た市民の割合

69.9% 67.0% 63.7% 68.7% 75.0%

まち F-3①

KPI
（重要業績評価指標） 【KPIの考え方】

　苦情件数を指標とする
ことで、環境の保全や改
善の取組の進捗や、取組
に対する市民の理解が進
んでいることを測ること
ができます。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

環境全般に関する苦情
件数

12件 24件 13件 10件 10件

４年間で
実現したい姿

市民・事業者・関係団体・行政の協働による、４Ｒ(Refuse・Reduce・Reuse・
Recycle)の取組により、ごみの減量化が進んでいます。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　1人あたりの家庭ごみの
排出量を減らすことで、
ごみの減量化を進めま
す。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

家庭ごみの排出量
(1人1日あたり)

587g 603g 587g 575g 522g

４年間で
実現したい姿

市民・事業者・関係団体・行政がそれぞれの責務に応じた役割を担い、協働す
ることで、環境にやさしい快適なまちづくりが進められています。

環境整備課

3
環境衛生･美化推進事業(環境衛生推

進事業)
まち 環境整備課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

2(1) 環境学習事業 まち 環境整備課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1 ごみ減量化･資源化促進事業 環境整備課
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6 治山事業 まち G-4③、G-6① 産業振興課

5(1) ひろしまの森づくり事業 まち G-6① 産業振興課

5(2) 森林環境税関連森林整備事業 まち G-6① 産業振興課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

４年間で
実現したい姿

植樹・育樹・緑化活動や森林の計画的な整備により、生物多様性や森林が持つ
公益的機能が守られ、山地災害の未然防止が図られています。

KPI
（重要業績評価指標） 【KPIの考え方】

　森林の公益的機能を回
復させるためには、計画
的な森林整備を進め、適
切に管理することが重要
です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

森林の間伐、枝打ち、
皆伐等の施業面積

196.67ha 196.74ha 199.58ha 201.27ha 221.67ha
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【3-8 環境にやさしい持続可能なまちづくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

5,772 5,332 4,933 6,510 6,150

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 5,772 5,332 4,933 6,510 6,150

22.2% 23.6% 25.0% 26.4%

21.2% 22.0% 21.9%

1 ごみ減量化･資源化促進事業

財

源

内

訳

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・市広報などを活用
し、市民に対し、適正
な分別などに関する周
知･啓発を行いました。
また、資源回収実施
団体への報奨金及び
生ごみ処理容器など
購入者への補助金を
交付しました。
【資源回収団体への
報償金支給件数】
1,036件

・市広報などを活用
し、市民に対し、適正
な分別などに関する周
知･啓発を行いました。
また、資源回収実施
団体への報奨金及び
生ごみ処理容器など
購入者への補助金を
交付しました。
【資源回収団体への
報償金支給件数】551
件

・市広報などを活用
し、市民に対し、適正
な分別などに関する周
知･啓発を行いました。
また、資源回収実施
団体に対する報奨金
及び生ごみ処理容器
など購入者に対する
補助金を交付しまし
た。
【資源回収団体への
報償金支給件数】550
件

・市広報などを活用
し、市民に対し、適正
な分別などに関する周
知･啓発を行います。
また、資源回収実施
団体に対する報奨金
及び生ごみ処理容器
など購入者に対する
補助金を交付します。
・大竹市一般廃棄物
処理基本計画改定に
向け、具体的な取組
を決定する予定です。

・市広報などを活用
し、市民に対し、適正
な分別などに関する周
知･啓発を行います。
また、資源回収実施
団体に対する報奨金
及び生ごみ処理容器
など購入者に対する
補助金を交付します。
・令和5年度に改定予
定である計画内容を
踏まえ、決定した取組
を実施します。

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 ごみのリサイクル率(総排出量に対する資源化した量の割合)

●ごみの適正な分別、ごみ出しルールの遵守への指導とリサイク
ル化の取組の周知･啓発を強化します。
●生ごみの堆肥化や資源ごみのリサイクル化、食品ロスの削減な
どにより、ごみの減量化を進めます。

○市広報などを活用し、市民に対し、適正な分別や生ごみの
減量化及び資源ごみのリサイクルに関する周知･啓発を行いま
す。
○資源回収実施団体報奨金及び生ごみ処理容器など購入補
助金を交付します。

根拠法令等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

関連する計画 大竹市一般廃棄物処理基本計画

担当課

環境整備課

事業名
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【3-8 環境にやさしい持続可能なまちづくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

75 5,227 2,161 2,430 1,930

国 県 費 0 187 204 500 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 4,952 0 0 0

一 般 財 源 75 88 1,957 1,930 1,930

1,200人 400人 400人 400人

0人 133人 401人 447人

・次のことを行いまし
た。
■阿多田島環境観察
会
■小瀬川干潟観察会
■小学校への出前講
座など
■二酸化炭素排出抑
制啓発事業「COOL
CHOICE」
■出前講座

・次のことを行いまし
た。
■川の生き物観察会
■小瀬川干潟観察会
■小学校への出前講
座など
■二酸化炭素排出抑
制啓発事業「COOL
CHOICE」
■出前講座

令和５年度の取り組み
を継続します。

実 績 値

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 環境学習会の参加者数(延数)

目 標 値

財

源

内

訳

●市の環境の現状や、事業所の環境保全の取組を積極的に周
知し、正しい理解を促します。
●｢第2次大竹市環境基本計画｣に基づき、総合的･計画的な環
境保全活動を進めます。

○環境学習、環境教育を通じて、市民に市の自然の現状を把
握してもらうことで、自然の大切さを理解してもらい、環境保全
に関する意識を高め、市民と共に環境保全活動を行います。

取 組 内 容

・新型コロナウイルス感
染拡大防止のため上
記を全て中止しまし
た。

・次のことを行いまし
た。
■海ごみ回収及び磯
の生き物観察会
■水辺の生き物マップ
■「COOL CHOICE×

SDGs」学習教材作成

■出前講座
■デジタル教材作成

根拠法令等 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律

関連する計画 第2次大竹市環境基本計画

取組の方針 事業の概要

2(1) 環境学習事業

環境整備課

事業名

担当課
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【3-8 環境にやさしい持続可能なまちづくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

7,312 9,142 9,501 10,369 17,242

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 7,312 9,142 9,501 10,369 17,242

5,228t ― 未定 未定

3,502t 3,496t ―

環境整備課

担当課

目 標 値

実 績 値

●市の環境の現状や、事業所の環境保全の取組を積極的に周
知し、正しい理解を促します。

○市内の大気･水質･臭気･騒音･振動などを定期的に計測し、
環境基準を満たしているかを監視し、指導を行います。

取 組 内 容

・次のことを行いまし
た。
■太陽光発電などの
再生可能エネルギー
の積極的な導入
■省エネ施設･省エネ
設備などの改善
■グリーン購入の推進
■電気使用量などの
削減
■水使用量の削減
■公用車の使用(エコ
ドライブ)
■省資源･リサイクル
■職員などを対象とし
た研修会の開催など

・次のことを行いまし
た。
■太陽光発電などの
再生可能エネルギー
の積極的な導入
■省エネ施設･省エネ
設備などの改善
■グリーン購入の推進
■電気使用量などの
削減
■水使用量の削減
■公用車の使用(エコ
ドライブ)
■省資源･リサイクル
■職員などを対象とし
た研修会の開催など

　次のことを行いまし
た。
■太陽光発電などの
再生可能エネルギー
の積極的な導入
■省エネ施設･省エネ
設備などの改善
■グリーン購入の推進
■電気使用量などの
削減
■水使用量の削減
■公用車の使用(エコ
ドライブ)
■省資源･リサイクル
■職員などを対象とし
た研修会の開催など
■第5次大竹市地球
温暖化対策実行計画
を策定

・次のことを行います。
■太陽光発電などの
再生可能エネルギー
の積極的な導入
■省エネ施設･省エネ
設備などの改善
■グリーン購入の推進
■電気使用量などの
削減
■水使用量の削減
■公用車の使用(エコ
ドライブ)
■省資源･リサイクル
■職員などを対象とし
た研修会の開催など

令和５年度の取り組み
を継続します。

※事業指標の目標値
は、第5次大竹市地球
温暖化対策実行計画
策定後に入力します。

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 温室効果ガス排出量(市の業務に関連した二酸化炭素などの排出量、工業用水の送水分を除く)

財

源

内

訳

根拠法令等 環境基本法

関連する計画 第2次大竹市環境基本計画

2(2) 環境監視指導事業

事業名
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【3-8 環境にやさしい持続可能なまちづくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

2,711 2,804 4,159 5,656 6,234

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 2,711 2,804 4,159 5,656 6,234

55箇所 55箇所 55箇所 55箇所

52箇所 52箇所 47箇所

○自治会や老人クラブなどの参加により、市内全域において清
掃活動(おおたけクリーンキャンペーン)を行います。
○市内の任意の団体を募り、花苗と肥料を無料配付し、沿道
などの公共的な場所に市民花壇を設置する｢花いっぱい運動｣
を行います。

取 組 内 容

・｢花いっぱい運動｣を
実施しました。
・新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、｢
おおたけクリーンキャン
ペーン｣は中止しました
が、自主的に地区清
掃を行った自治会に
は、大竹市公衆衛生
推進協議会から助成
金を交付しました。

・｢花いっぱい運動｣を
実施しました。
・新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、｢
おおたけクリーンキャン
ペーン｣は中止しました
が、自主的に地区清
掃を行った自治会に
は、大竹市公衆衛生
推進協議会から助成
金を交付しました。

・｢花いっぱい運動｣を
実施しました。
・新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、｢
おおたけクリーンキャン
ペーン｣は中止しました
が、自主的に地区清
掃を行った自治会に
は、大竹市公衆衛生
推進協議会から助成
金を交付しました。

・｢おおたけクリーン
キャンペーン｣及び｢花
いっぱい運動｣を実施
します。

・令和5年度の取組を
継続します。

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

財

源

内

訳

事 業 費

事 業 指 標 市民花壇の設置箇所数(市民や市民団体などが管理する花壇の数)(累計)

目 標 値

実 績 値

●市民･環境美化関係団体に｢花いっぱい運動｣への参加を促し
ます。

事業名

3 環境衛生･美化推進事業（環境衛生推進事業）

根拠法令等 環境基本法

関連する計画 第2次大竹市環境基本計画

担当課

環境整備課
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【3-8 環境にやさしい持続可能なまちづくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

8,858 7,893 7,910 11,536 12,633

国 県 費 5,479 4,818 4,879 6,522 6,516

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 3,379 3,075 3,031 5,014 6,117

30箇所 30箇所以下 30箇所以下 30箇所以下

31箇所 34箇所 28箇所

○大竹市公衆衛生推進協議会と連携し、不法投棄監視パト
ロール及び不法投棄防止啓発看板･幟の設置･配付などを行い
ます。

●市民･関係団体･事業者･市の協働により、不法投棄の防止や
早期発見、早期対応などに取り組みます。
●公衆衛生推進協議会などの環境美化･公衆衛生活動に取り
組む団体や自治会などを支援します。

目 標 値

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 年間不法投棄箇所数

財

源

内

訳

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

関連する計画 第2次大竹市環境基本計画

担当課

環境整備課

実 績 値

取 組 内 容

・不法投棄監視パト
ロール及び啓発看板
の設置などによる普及
啓発活動を実施しまし
た。

・不法投棄監視パト
ロール及び啓発看板
の設置などによる普及
啓発活動を実施しまし
た。また，不法投棄の
多発箇所に監視カメラ
を設置しました。

・不法投棄監視パト
ロール及び啓発看板
の設置などによる普及
啓発活動を実施しまし
た。

・不法投棄監視パト
ロール及び啓発看板
の設置などによる普及
啓発活動を実施しま
す。
・海岸漂着物等地域
対策推進事業（県補
助）として、阿多田島
海岸漂着物の運搬・
処理を実施します。

・令和5年度の取組を
継続します。

事業名

4 環境衛生･美化推進事業（地域不法投棄対策事業）

根拠法令等
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【3-8 環境にやさしい持続可能なまちづくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

5,432 6,069 6,186 5,600 6,800

国 県 費 5,432 6,069 6,186 5,600 6,300

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 0 0 0 0 500

99.46ha 101.46ha 103.46ha 105.46ha

101.55ha 104.39ha 104.80ha

・次のことを行いまし
た。
■里山林整備
■人工林間伐支援
■里山保全活動支援

・次のことを行いまし
た。
■里山林整備
■林業体験活動支援
■里山保全活動支援

5(1) ひろしまの森づくり事業

財

源

内

訳

●森林や里山に関する情報発信やイベントの開催などを通じて、
多くの人が山や森づくりに関心を持つように働きかけます。
●森林所有者に森林の公益的機能を十分に理解してもらい、森
林を整備していきます。

○県土の保全や水源かん養などの森林の有する公益的機能
を持続的に発揮させるため、人工林や天然林整備のほか、森
林に親しみをもってもらうような取組を行います。

取 組 内 容

・次のことを行いまし
た。
■里山林整備
■人工林間伐支援

ひろしま森づくり事業で整備した面積(累計)

目 標 値

実 績 値

根拠法令等 ー

関連する計画 第3期ひろしまの森づくり事業に関する推進方針

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

・次のことを行います。
■里山林整備
■人工林間伐支援
■林業体験活動支援
■里山保全活動支援

事 業 費

事 業 指 標

・次のことを行いまし
た。
■里山林整備
■人工林間伐支援

事業名

担当課

産業振興課
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【3-8 環境にやさしい持続可能なまちづくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

3,969 3,922 4,887 7,467 6,302

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 1 1 1 1 0

一 般 財 源 3,968 3,921 4,886 7,466 6,302

0ha 1.7ha 2.7ha 3.7ha

0ha 0ha 0ha

5(2) 森林環境税関連森林整備事業

●森林や里山に関する情報発信やイベントの開催などを通じて、
多くの人が山や森づくりに関心を持つように働きかけます。
●森林所有者に森林の公益的機能を十分に理解してもらい、森
林を整備していきます。

○森林経営管理法に基づき、人工林を適切に管理するため、
人工林調査を行い、管理ができない所有者がいる場合は、市
が所有者に代わって管理を行います。

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

　次のことを行いまし
た。
■森林調査
■意向調査

　次のことを行いまし
た。
■森林調査
■意向調査

・次のことを行いまし
た。
■所有者調査
■集積計画策定

　次のことを行いまし
た。
■所有者調査
■森林整備

　次のことを行います。
■意向調査
■集積計画策定

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 森林環境税関連森林整備事業で整備した面積(累計)

財

源

内

訳

根拠法令等 森林経営管理法、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律

関連する計画 新たな森林経営管理制度に関する取組の基本方針

担当課

産業振興課

事業名
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【3-8 環境にやさしい持続可能なまちづくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 0 0 0 0

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 0 0 0 0 0

22.42ha 24.42ha 24.42ha 24.42ha

0.07ha 0ha 0ha

財

源

内

訳

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

治山事業で整備した面積

目 標 値

実 績 値

6 治山事業

取 組 内 容

・国や県への要望を行
いました。

・国や県への要望を行
いました。

・国や県への要望を行
いました。

・国や県への要望を行
いました。

・令和5年度の取組を
継続します。

産業振興課

事業名

●山地災害の未然防止のため、治山事業の実施を国や県に継
続的に要望します。

○山地災害の未然防止を行うため、市内保安林のうち、市民
からの要望箇所について、国や県に要望します。

根拠法令等 森林法、地すべり等防止法

関連する計画 ー

事 業 指 標

担当課
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【3-9 生活環境に配慮した墓地の管理】

４年間で
実現したい姿

周辺環境に配慮した、適切な市営墓地の管理が行われています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　墓地の管理が適切に行
われると、誰もが気持ち
よく利用することができ
ます。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

管理が適切でない墓地
区画数

0区画 0区画 0区画 0区画

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

0区画

1 市営墓地維持管理事業 A-1②、B-4①、C-2① 環境整備課



【3-9 生活環境に配慮した墓地の管理】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

523 2,732 1,994 3,494 4,126

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 523 2,732 1,994 3,494 4,126

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

89.50% 86.92% 83.45%

●旧白石墓地からの白石墓苑への墓石移転完了後、空き区画
を一般分譲します。
●適切な管理が行われていない区画の使用者への指導などを
含め、墓苑全体を適切に維持管理します。

○市内に5箇所ある市営墓地使用者が不明とならないよう、ま
た、墓地使用者間で苦情が出ないように適切に管理します。
〇白石墓苑の空区画を公募します。

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

事 業 指 標 永代使用率(区画充足率)

財

源

内

訳

取 組 内 容

・市営墓地の維持管
理を適切に行いまし
た。
・利用者に墓地の適
切な管理を促しまし
た。
・既存墓地の所在、管
理の運営形態などに
ついて、台帳の整理を
行いました。

・市営墓地の維持管
理を適切に行いまし
た。
・利用者に墓地の適
切な管理を促しまし
た。
・未売の墓地の永代
使用料を見直しまし
た。

・市営墓地の維持管
理を適切に行いまし
た。
・利用者に墓地の適
切な管理を促しまし
た。
・白石墓苑の空区画
の整備を行いました。

・市営墓地の維持管
理を適切に行います。
・利用者に墓地の適
切な管理を促します。
・白石墓苑の空区画を
公募しました。

・令和5年度の取組を
継続します。

目 標 値

実 績 値

1 市営墓地維持管理事業

担当課

環境整備課

事業名
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■｢生活・環境｣に関するSDGs指標一覧

施　策 実績値 データ時点・データ元

1年間の人口増減(((出生数

－死亡数)+(転入数－転出

数)+(その他増－その他

減))/総人口)

△1.06%

令和4年1月1日～令和4年12月31日

｢住民基本台帳に基づく人口、人口

動態及び世帯数｣

市街化調整区域内人口割合

(市街化調整区域内人口/総

人口)

1%
令和2年3月31日

｢都市計画現況調査｣

最寄りの交通機関までの距

離が○ｍ以下となる普通世

帯数

(駅まで200ｍ以内) 130世帯

(駅まで200～500ｍ以内) 1,340世帯

(駅まで500～1,000ｍ以内) 2,420世帯

(駅まで1,000～2,000ｍ以内) 4,770世帯

(駅まで2,000m以上) 2,660世帯

最低居住面積水準以下世帯

割合(最低居住面積水準以下

世帯数/主世帯数)

92.7%
平成30年10月1日

｢住宅･土地統計調査｣

空き家率(空き家数/総住宅

数)
17.4%

平成30年10月1日

｢住宅･土地統計調査｣

施策3-6

楽しさと憩いを

提供する公園･緑

地の整備

人口1人当たりの公園面積

(公園面積/総人口)
11.0㎡

令和2年10月1日

｢公共施設状況調経年比較表｣/｢国

勢調査｣

上水道普及率(上水道給水人

口/総人口)
98.4%

令和5年3月31日

｢水道統計｣

下水道処理人口普及率 95.6%
令和5年3月31日

｢下水道の普及状況｣

平成30年10月1日

｢住宅･土地統計調査｣

施策3-5

住みよさと安心

を生む住宅政策

施策3-7

暮らしを支える

上下水道の整備

SDGs指標

施策3-1

快適で魅力的な

都市空間の創造

施策3-3

生活を支える公

共交通の充実
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施　策 実績値 データ時点・データ元

｢家庭ごみの排出量(1人1日

あたり)｣
575g/人日

令和4年4月1日～令和5年3月31日

｢清掃事業の概要(令和5年度版)｣

廃棄物の最終処分割合(最終

処分量/ごみの総排出量)
8%

令和4年4月1日～令和5年3月31日

｢清掃事業の概要(令和5年度版)｣

ごみのリサイクル率 21.94%
令和4年4月1日～令和5年3月31日

｢清掃事業の概要(令和5年度版)｣

市の業務における温室効果

ガス排出量
3,621t 令和4年4月1日～令和5年3月31日

森林面積割合(森林面積/総

面積)
27%

令和5年1月1日

｢固定資産税概要調書｣

施策3-8

環境にやさしい

持続可能なまち

づくり

SDGs指標
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４　安全・安心

施策名 No 実施計画事業名称
総合

戦略

国土

強靭化
担当課

1 自主防災組織育成指導事業 まち ○ 危機管理課

2(1) 防災情報等啓発促進事業 まち ○ 危機管理課

2(2) 防災体制整備事業(災害廃棄物の処理) まち ○ 環境整備課

3 防災保安体制整備事業 ○ 危機管理課

4 災害時の相互応援(給水) ○ 上下水道局

5 砂防事業(急傾斜地崩壊対策事業) まち ○
土木課

監理課

6 浸水対策事業 まち ○
土木課

上下水道局

7(1) 河川・水路改良保全事業 まち ○ 土木課

7(2) 海岸保全事業 まち ○ 土木課

1 交通安全対策事業 まち 自治振興課

2 防犯対策事業 まち 自治振興課

3 道路施設管理事業(市営外灯維持管理事業) まち ○ 土木課

4-3　火災を防ぐ取

組の強化
1 火災予防の推進（火災予防推進事業、人材育成事業） ○ 消防課

1 応急手当等普及啓発事業 ○ 消防課

2 消防力強化事業 まち ○ 消防課

3 人材育成事業 まち ○ 消防課

4 消防団資機材整備事業 ○ 消防課

5
消防団活動の推進（消防団活動推進事業、消防団人材育

成事業)
まち ○ 消防課

6 救急救命士養成事業 まち ○ 消防課

4-2　事故や犯罪の

ない安全・安心な

地域づくり

4-4　市民の命を守

る消防体制の充実

4-1　自然災害やさ

まざまな危機に強

いまちづくり

101



【4-1 自然災害やさまざまな危機に強いまちづくり】

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1 自主防災組織育成指導事業 まち

A-1④⑤、A-2④、A-3③、

A-5①④、B-3①、D-2②、

G-1②

危機管理課

2(1) 防災情報等啓発促進事業 まち

A-1⑤、A-2②③④、A-3③、

A-5②③④、C-2②、D-1①、

D-2①②、F-1①、G-7①

危機管理課

2(2)
防災体制整備事業(災害廃棄物の処

理)
まち A-3②、G-1①、H-1① 環境整備課

｢防災情報の伝達や避難
所体制が充実している｣
と感じる市民の割合

ー ー 67.8% 66.9% 80%

４年間で
実現したい姿

さまざまな自然災害や新型感染症などに対応するための仕組みや、防災体制が
整うことにより、市民の安心感が高まっています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　避難所の備蓄品や防災
資機材の管理、防災行政
無線などの防災設備の修
繕や更新などの維持管理
が適切に行われることに
より、災害時の防災体制
を充実させ、市民に安心
を与えることが重要で
す。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

3 防災・保安体制整備事業

A-1④、A-2②⑤、A-3④、

A-4①、A-5①②⑤、

B-1②③、B-2②③、B-3①、

B-4②、B-5①②、B-7①②、

B-8①②③、C-1①、

C-2①②③、E-1①、

E-2①②、E-3④、E-4①、

F-1①②、F-4④、G-1②、

G-2①②、G-5①②、

G-7①、H-2①

危機管理課

4 災害時の相互応援(給水) A-2②、A-5② 上下水道局

４年間で
実現したい姿

地域住民の高い防災意識により、自助・共助による地域防災力が向上し、いざ
という時に命を守る行動を取ることができています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　避難のタイミングや避
難所までの経路、持ち出
し品の準備、緊急時の集
合場所や連絡方法が認識
されているなど、自らの
命を守るという意識を
持った世帯が増えること
が、地域の防災力を高め
ます。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

防災意識を持った
世帯の割合

29.5% 27.5% 51.2% 54.2% 80.0%
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河川、水路の浚渫を
行った箇所数(累計)

0か所 3か所 9か所 13か所

４年間で
実現したい姿

急傾斜地の崩かい対策や河川や水路、海岸施設などの適切な管理により、市民
生活の安全が守られています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　氾濫などのおそれのあ
る箇所の改善を計画的に
進め、適切な管理を行う
ことで、災害時の危険性
を抑えることが重要で
す。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

13か所

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

5 砂防事業(急傾斜地崩壊対策事業) まち

A-2①、A-3①、A-4①、

E-3③④、F-4③④、

G-4①②、H-3①②

土木課

監理課

7(2) 海岸保全事業 まち A-2①、G-4①、H-3① 土木課

6 浸水対策事業 まち
A-2①、A-3①、E-3③、

F-4③、G-4①②、H-3①②

土木課

上下水道局

7(1) 河川・水路改良保全事業 まち
A-2①、A-3①、E-3③、

F-4③、G-4①②、H-3①②
土木課
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【4-1 自然災害やさまざまな危機に強いまちづくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

304 1,091 334 889 954

国 県 費 0 213 17 332 375

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 304 878 317 557 579

80.0% 82.0% 84.0% 86.0%

75.0% 74.0% 75%

担当課

危機管理課

事業名

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 自主防災組織の加入率

財

源

内

訳

●養成講習の実施による地域防災リーダーの養成や、地域での
自主防災組織の立ち上げや防災訓練の支援など、地域防災力
の向上に取り組みます。
●｢避難行動要支援者名簿｣を活用し、地域での避難支援体制
づくりを推進します。

○地域の防災力強化を目的に、自主防災組織の立ち上げ支援
や防災リーダーの育成などを行います。また、市内の要支援者
を把握し、避難行動要支援者名簿を作成して関係者に配付しま
す。

根拠法令等 災害対策基本法

関連する計画 大竹市地域防災計画

1 自主防災組織育成指導事業

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・本町2丁目が、自主
防災組織を立ち上げ
ました。なお、新型コロ
ナウイルス感染拡大
防止のため、自主防
災組織育成研修会は
書面開催としました。

・組織立ち上げ支援と
共に、研修会などによ
る防災の基礎知識の
定着と、避難の呼びか
け体制構築事業
(DIG、WS、避難訓練)
で組織力の向上を図り
ました。
※組織数は令和3年
度と同じですが、世帯
数の減少により加入率
が減少しています。

・組織の設立と呼びか
け体制づくりの推進のた
め、セミナーや集合訓
練、ステップアップ訓練
を実施しました。

・自主防災組織未設
立の自治会に対しセミ
ナーを開催し、設立の
重要性、設立方法、
設立後の活動につい
て説明を行いました。

・令和5年度の取組を
継続します。
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【4-1 自然災害やさまざまな危機に強いまちづくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

31,128 5,825 7,387 8,069 34,655

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 8,669

一 般 財 源 31,128 5,825 7,387 8,069 25,986

4,200人 4,500人 4,800人 5,000人

3,606人 3,932人 4,184人

9件 10件 10件 10件

9件 15件 12件

担当課

危機管理課

事業名

根拠法令等 災害対策基本法

関連する計画 大竹市地域防災計画

事 業 指 標 防災情報メールシステムの登録者数(累計)

目 標 値

実 績 値

2(1) 防災情報等啓発促進事業

●市広報紙、市ホームページなどでの防災情報の継続的な発
信や避難所一覧表やハザードマップの活用により、市民の防災
意識を高めます。

○避難情報などの取得手段として防災メールを中心に、防災無
線、テレフォンサービス、市ホームページなどの周知･啓発及び
戸別受信機の設置を行います。また、地域や学校などで行う防
災訓練･防災教室の開催支援を行います。

取組の方針 事業の概要

財

源

内

訳

事 業 指 標 市と地域の連携による防災訓練､防災学習会､防災講演会などの実施件数

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・市広報や研修会など
での周知活動を行い
ました。

・市広報や配布物、研
修会や防災教室など
での周知活動を行い
ました。

・市広報や配布物、各
種説明会や研修会など
での周知活動を行いま
した。

・市広報や配布物、各
種説明会や研修会な
どでの周知活動を行い
ました。

・令和5年度の取組を
継続します。

取 組 内 容

・県や関係機関、自治
会や自主防災組織な
ど、住民と一体となっ
た訓練を行うほか、地
域の集会や防災訓練
などでの啓発活動によ
り防災意識を高めまし
た。

（単位：千円）

事 業 費

・自治会や自主防災
組織、学校などと連携
して、防災訓練や防災
教室などの啓発活動
を行い、防災意識を高
めました。

・自治会や自主防災組
織と連携し、防災訓練
や防災教室などの啓発
活動を行い、防災意識
を高めました。

・自治会や自主防災
組織、学校、協議会
等と連携し、出前講
座、研修会、訓練など
の啓発活動を行い、
防災意識を高めまし
た。

・令和5年度の取組を
継続します。
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【4-1 自然災害やさまざまな危機に強いまちづくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 6,105 0 0 0

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 0 6,105 0 0 0

ー ー ー 20%

ー ー ー

担当課

環境整備課

事業名

2(2) 防災体制整備事業（災害廃棄物の処理）

●大規模災害の発生時の災害廃棄物の排出場所や分別方法
などを市民に周知します。

○市と地域の連携による防災学習会などの機会を活用し、災害
廃棄物の処理に関する周知･啓発を行います。

事 業 費

事 業 指 標 ｢災害廃棄物の処理方法などについて理解している｣と答えた市民の割合(環境整備課が実施するアンケート)

目 標 値

実 績 値

財

源

内

訳

取 組 内 容

・大竹市災害廃棄物
処理計画の改定に係
る素案を作成しまし
た。

・大竹市災害廃棄物
処理計画を改定しまし
た。(令和2年度繰越
事業)

・大竹市災害廃棄物処
理計画を基に、災害廃
棄物の排出場所や分
別方法など、大規模災
害の発生に備えて平時
から市民に周知すべき
事項及びその周知方法
などについて検討しまし
た。

・大規模災害などの発
生に備えて平時から
市民に周知すべき事
項の周知･啓発を行い
ます。
・周知事項が市民に
理解されているか確認
するため、アンケート実
施に向け準備を行い
ます。

・大規模災害などの発
生に備えて平時から
市民に周知すべき事
項の周知･啓発を行い
ます。
・周知事項が市民に
理解されているか確認
するため、アンケートを
行います。

根拠法令等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

関連する計画 大竹市災害廃棄物処理計画

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）
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【4-1 自然災害やさまざまな危機に強いまちづくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

4,427 4,934 1,843 3,829 2,816

国 県 費 1,905 0 0 500 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 2,522 4,934 1,843 3,329 2,816

25% 50% 75% 100%

25% 50%

15事業者 16事業者 17事業者 18事業者

13事業者 16事業者 17事業者

80.0% 80.0% 80.0% 80.0%

50.0% 36.0% 34%

担当課

危機管理課

事業名

事 業 指 標 策定予定の計画･マニュアルの策定進捗率

●市の実情に合わせ、｢地域防災計画｣や｢石油コンビナート等防
災計画｣、｢国民保護計画｣などの計画や防災に関するマニュアル
を適宜策定･改訂し、適切に運用します。
●避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を活用し、地域で
の避難支援体制づくりを推進します。
●業者等との協定により、災害時の円滑な支援を確保します。

○現在未策定となっている計画等を、順次策定します。
○市内の要支援者を把握し、避難行動要支援者名簿を作成し
て、避難支援関係者に提供します。また、避難行動要支援者の
うち、土砂災害特別警戒区域に居住する高齢者や障がい者
等、特に支援の優先度の高い者について、個別避難計画を作
成し、避難支援関係者で共有します。
○災害時に必要な支援に応じて協定を締結していきます。

財

源

内

訳

根拠法令等 災害対策基本法

関連する計画 大竹市地域防災計画

3 防災・保安体制整備事業

目 標 値

実 績 値

事 業 指 標 食糧･日用品･避難場所等災害時の応援協定を締結している民間事業者数(累計)

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・原子力災害時の広
域避難受入マニュア
ルを策定をしました。

・大規模災害時受援計
画を策定しました。

・避難所設営マニュア
ルの策定を進めていま
す。

・令和5年度の取組を
継続します。

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 避難行動要支援者名簿の要支援者で支援者が登録されている人の割合

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・要支援者の現況を把
握し、最新の情報を把
握しました。また、災害
時に活用するため、
市、消防本部、消防
団、民生委員、自治
会、社会福祉協議
会、警察署に名簿を
配付し、要支援者情
報を共有しました。

・要支援者の現況調
査を行い反映しまし
た。また、災害時に活
用するため、市、消防
本部、消防団、民生
委員、自治会、社協、
警察署で、要支援者
名簿を共有しました。
※法改正により、個別避
難計画策定が努力義務
となったため、支援者に
実名を記載している場合
のみを実績値の対象とす
るよう変更しています。

・要支援者名簿の新規
登録及び更新を随時行
い、最新の状態を保っ
ています。関係団体へ
要支援者名簿を配付し
情報共有しました。
・個別避難計画の策定
に向けた庁内連携会議
を開催し、対象者の抽
出や作成体制を定めた
要支援者避難支援プラ
ン（全体計画）の改訂を
行いました。

・要支援者名簿の新
規登録及び更新を随
時行い、最新の状態
を保っています。関係
団体へ要支援者名簿
を配付し情報共有しま
した。
・庁内連携会議を開
催し、個別避難計画
の対象者抽出や作成
体制を定めました。居
宅介護支援事業所等
と契約を締結し、計画
の作成を進めていま
す。

・令和5年度の取組を
継続します。

・災害時の支援などを
目的とした協定を、王
子コンテナー(株)三原
工場及び防府工場、
広島県行政書士会と
締結しました。

・災害時の支援協定
を、㈱ナフコ、㈱テレビ
新広島、広島テレビ放
送㈱と締結しました。

・災害時の支援協定
を、石原工芸㈱と締結
しました。

・災害時の支援協定
について、(株)サンクリ
エイト（サンホテル大
竹）と協議を行ってい
ます。

・令和5年度の取組を
継続します。

取 組 内 容
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【4-1 自然災害やさまざまな危機に強いまちづくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 0 0 0 0

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 0 0 0 0 0

3回 3回 3回 3回

3回 3回 3回

事業名

担当課

上下水道局

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

4 災害時の相互応援（給水）

○相互応援協定などに基づき、広島県や他自治体、関係機関
と連携し、災害時に水を供給します。

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 他団体との共同災害訓練の年間実施回数

目 標 値

実 績 値

財

源

内

訳

●災害時の連携をより円滑に行うため、関係機関との連絡調整
を密にし、積極的に訓練に参加するなど、危機管理体制を強化
します。

取 組 内 容

・広島県との災害時応
援給水訓練、工業用
水道の災害時などの
相互応援協定に係る
災害訓練、日本水道
協会広島県支部が実
施する災害訓練に参
加しました。

・広島県との災害時応
援給水訓練、工業用
水道の災害時などの
相互応援協定に係る
災害訓練、日本水道
協会広島県支部が実
施する災害訓練に参
加しました。

・広島県との災害時応
援給水訓練、工業用水
道の災害時などの相互
応援協定に係る災害訓
練、日本水道協会広島
県支部が実施する災害
訓練に参加しました。

令和４年度の取組を
継続します。

令和５年度の取組を
継続します。
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【4-1 自然災害やさまざまな危機に強いまちづくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

24,459 19,756 31,582 32,106 59,959

(うち繰越分)9,182

国 県 費 7,500 10,850 8,800 12,600 29,784

地 方 債 11,800 0 21,615 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 5,159 8,906 1,167 19,506 30,175

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

2,869 3,975 4,321 0 203,500

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 2,800 3,500 3,800 183,100

そ の 他 69 0 0 0 0

一 般 財 源 0 475 521 0 20,400

58% 62% 64% 64%

37% 58% 62%

土木課、監理課

事業名

根拠法令等 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

関連する計画 ー

5 砂防事業（急傾斜地崩壊対策事業）

財

源

内

訳

●崩かいの危険性のある宅地背面の安全対策を行いながら、既
存施設が機能を果たすよう、維持管理を行います。

○危険区域に指定され、崩壊の恐れのある法面保護を行いま
す。

取 組 内 容

・木野2丁目の対策工
事を実施しました。令
和2年度で対策工事
は完了しました。

・阿多田島宮の下地
区の対策工事を実施
しました。令和3年度で
完了しました。

・立戸3丁目鞍掛地区
の対策工事を実施して
います。令和4年度で完
了しました。

取組の方針 事業の概要

土木課(市事業分)

監理課(県営事業負担分)

事業費(単位：千円)

事業費(単位：千円)

財

源

内

訳

事 業 指 標 急傾斜地崩かい対策箇所の整備予定面積に対する整備済面積

目 標 値

実 績 値

・栗谷町奥谷尻地区
の対策工事を実施す
る予定です。

・栗谷町奥谷尻地区
の対策工事を実施し
ています。

担当課
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【4-1 自然災害やさまざまな危機に強いまちづくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

11,123 12,110 0 0 8,500

（うち繰越8,500）

国 県 費 10,835 11,391 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 288 719 0 0 8,500

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

3,741 71,000 44,738 40,000 94,000

国 県 費 0 29,500 14,869 20,000 0

地 方 債 400 41,500 29,000 20,000 80,000

そ の 他 0 0 0 0 14,000

一 般 財 源 3,341 0 869 0 0

1地区 2地区 2地区 2地区

1地区 1地区 1地区

担当課

土木課、上下水道局

事業名

財

源

内

訳

財

源

内

訳

根拠法令等 ー

関連する計画 大竹市公共下水道事業経営戦略

取組の方針 事業の概要

土木課

6 浸水対策事業

●住宅地の浸水被害などの軽減を図るため、大竹第1･小方排
水区などの雨水排水ポンプ場や雨水幹線、局部的な雨水排水
施設などの改良･整備を行うとともに、危険情報の周知を行いま
す。

○浸水箇所の状況から、流末施設の排水能力などを調査し、浸
水被害を軽減できるよう、雨水排水施設の整備を行います。

事業費(単位：千円)

上下水道局

取 組 内 容

【土木課】
・立戸地区の浸水対
策事業に着手しまし
た。

【上下水道局】
・施設の改築･更新や
設備の点検を行いまし
た。
・小島雨水排水ポンプ
場や小方ポンプ場の
設備改築に係る設計
業務などを行いまし
た。
・新町ポンプ場の整備
に向けて、調査などを
行い関係各課と協議
を行いました。

【土木課】
・立戸地区浸水対策
事業が完了しました。
（道路浸水対策事業）
【上下水道局】
・小方排水区雨水管
渠整備に着手しまし
た。
・大竹第1排水区内水
浸水想定区域図を作
成しました。
・新町ポンプ場の整備
に向けて取り組んでい
ます。

【土木課】
・大雨時に浸水被害の
あった、立戸地区、木
野地区の浸水対策箇
所の選定を行いました。
（河川水路浸水対策事
業）

【上下水道局】
・｢大竹市公共下水道
事業経営戦略｣に基づ
き、施設の改築･更新や
設備の点検を行いま
す。
・小方排水区雨水管渠
を整備します。
・玖波ポンプ場の認可
及び都市計画変更業
務を行います。
・新町ポンプ場の整備
に向けて、引き続き取り
組みます。

【土木課】
・木野地区、立戸地区
の対策事業箇所の調
査などを令和6年度に
掛けて実施予定です。
（河川水路浸水対策
事業）

【上下水道局】
・｢大竹市公共下水道
事業経営戦略｣に基づ
き、施設の改築･更新
や設備の点検を行い
ます。
・小方排水区雨水管
渠を整備します。
・新町ポンプ場の整備
に向けて、引き続き取
り組みます。

【土木課】
・令和５年度より、木野
地区、立戸地区の対
策事業箇所の調査な
どを実施予定です。
（河川水路浸水対策
事業）

【上下水道局】
・｢大竹市公共下水道
事業経営戦略｣に基づ
き、施設の改築･更新
や設備の点検を行い
ます。
・新町ポンプ場の整備
に向けて、引き続き取
り組みます。
・小方排水区雨水管
渠を整備します。
・小方ポンプ場雨水ポ
ンプ修繕を行います。

実 績 値

事業費(単位：千円)

事 業 指 標 改善事業に着手した浸水対象地区数(累計)

目 標 値
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№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

55,785 95,130 145,784 67,900 99,900

(うち繰越分)67,826 (うち繰越分)123,584 (うち繰越分)42,800 (うち繰越分)56,900

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 55,785 95,130 145,784 67,900 99,900

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 0 0 0 0 0

13箇所 15箇所 20箇所 23箇所

3箇所 9箇所 13箇所

担当課

土木課

事業名

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

7(1) 河川･水路改良保全事業

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 指 標 河川･水路の浚渫に取り掛かった箇所数(累計)

事 業 費

財

源

内

訳

●普通河川や幹線水路内に堆積した土砂の浚渫を、迅速かつ
計画的に進めます。

○河川･水路に堆積した土砂を計画的に浚渫します。

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・大谷川、木野中央水
路、元町東栄排水路
の浚渫を行いました。

・松ケ原地区4箇所
(繰越分)及び元町東
栄排水路、元町南栄4
号-2水路の浚渫を行
いました。

・繰越分4箇所(恵川、
大膳川、新町川、三ツ
石川)の浚渫を行いまし
た。

・繰越分4箇所(中浜1
号水路、入川水路、
油見北栄排水路、元
町南栄排水路)及び
八丁川の浚渫を実施
しました。また、入川水
路、元町東栄排水
路、恵川の浚渫を行っ
ています。

・広原川、奴メリ谷川、
比作川の浚渫を行う
予定です。
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№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 0 0 0 3,100

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 3,100

一 般 財 源 0 0 0 0 0

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

担当課

土木課

事業名

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 正常な機能を保持する海岸保全施設割合(総延長)

目 標 値

財

源

内

訳

●｢漁港海岸保全施設長寿命化計画｣に基づき、適切な維持管
理による予防保全を行います。

※海岸保全施設…防潮堤や水門など海水のの侵入や海水の浸
食から海岸を防護するための施設。

○市民の生命や財産を災害から守るため、長寿命化計画に基
づき防波堤や護岸を定期点検などにより保全します。

取 組 内 容

・定期点検などにより、
海岸保全施設の維持
を行いました。

・定期点検などにより、
施設の維持を行いまし
た。

・定期点検などにより、
施設の維持を行いまし
た。

・定期点検などにより、
施設の維持を行いまし
た。

・令和5年度の取組を
継続します。

実 績 値

根拠法令等 ー

関連する計画

7(2) 海岸保全施設維持管理事業

漁港海岸保全施設長寿命化計画

取組の方針 事業の概要

112



【4-2 事故や犯罪のない安全・安心な地域づくり】

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

事故の発生率(高速道路
を除く人口1,000人あた
りの事故の発生件数)

1.9‰ 1.4‰ 1.1‰ 1.0‰

1 交通安全対策事業 まち 自治振興課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

犯罪の発生率
(人口1,000人あたりの犯
罪の発生件数)

5.4‰ 3.3‰ 3.3‰ 3.0‰

2
防犯対策事業(青色回転灯パトロー

ル、地域防犯力の強化)
まち 自治振興課

3
道路施設管理事業(市営外灯維持管

理事業)
まち

B-1④、B-2①、B-6②、

E-1②、E-3①、F-4①
土木課

４年間で
実現したい姿

関係団体や地域との連携により、県内の市町と比較して交通事故や交通死亡事
故が少なくなっています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　事故の発生率(基準値)は
県下で中位ですが、上位
の1.5‰(パーミル)以下を
目指します。安全･安心な
まちを実感できているこ
とが重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

1.5‰以下

４年間で
実現したい姿

市民・関係団体・行政の連携による地域安全活動や、防犯カメラ・防犯灯など
の効果的な整備・運用により、犯罪が減少しています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　犯罪の発生率(基準値)は
県平均(5.0‰(パーミル))を
超えるため5.0‰以下を目
指します。安全･安心なま
ちを実感できていること
が重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

5.0‰以下
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【4-2 事故や犯罪のない安全・安心な地域づくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

282 283 385 374 804

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 282 283 385 374 804

35.0% 35.0% 35.0% 35.0%

36.1% 36.1% 36.1% 35.7%

担当課

自治振興課

事業名

根拠法令等 交通安全対策基本法

関連する計画 大竹市交通安全計画

1 交通安全対策事業

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 交通安全運動期間中に市内各機関が実施した交通安全指導･教育の実施率

財

源

内

訳

目 標 値

実 績 値

●交通安全の知識･マナーの普及や交通安全意識の向上のた
め、交通安全協会などの関係団体や自治会などの地域団体、企
業などとの連携を強化します。

○関係団体に対して補助金を交付し、交通安全の啓発を行い
ます。

取 組 内 容

・大竹交通安全協会
へ補助を行いました。
交通安全運動推進事
業の啓発用チラシなど
を作成しました。

・大竹交通安全協会
へ補助を行いました。
交通安全運動推進事
業の啓発用チラシなど
を作成しました。

・交通安全運動用チラ
シなどを配布しました。
・交通安全協会の交
通安全運動推進事業
や交通安全教育推進
事業を補助しました。
・交通安全啓発用グッ
ズを作成し、意識啓発
に活用しました。

・交通安全運動用チラ
シなどを配布しました。
・交通安全協会の交
通安全運動推進事業
や交通安全教育推進
事業を補助しました。
・交通安全啓発用グッ
ズを作成し、意識啓発
に活用しました。

・令和5年度の取組を
継続します。
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№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

2,477 5,955 2,530 3,000 4,686

国 県 費 0 3,420 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 2,477 2,535 2,530 3,000 4,686

14台 14台 14台 14台

13台 13台 13台 13台

310人 320人 330人 340人

308人 318人 348人 368人

担当課

自治振興課

事業名

根拠法令等 ｢減らそう犯罪｣ひろしま安全なまちづくり推進条例、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律ほか

関連する計画 ｢減らそう犯罪｣ひろしまアクションプラン

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

2 防犯対策事業

●警察や防犯連合会など各種団体と連携して、巡回パトロール
など地域の見守り体制を強化します。
●分かりやすい広報などを通じて自主防犯意識の向上に取り組
みます。
●市内に設置した防犯カメラの適正な運用と維持管理を行いま
す。

○警察や防犯連合会など各種団体と連携して、巡回パトロール
などを行います。また、市広報などで防犯を呼びかけます。
○関係団体への補助金の交付、青色防犯パトロール車の登
録･抹消手続、市内の防犯カメラの維持管理を行います。

事 業 費

事 業 指 標 青色防犯パトロール実施車の登録車両台数

目 標 値

実 績 値

財

源

内

訳

事 業 指 標 青色防犯パトロール実施者証保持者数

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

　警察や各種団体を
通して青色防犯パト
ロール講習会の参加
を呼びかけました。講
習会は、大竹警察署
で行いました。（講習
会参加者数：13名）

※講習会参加者=青
色防犯パトロール実施
者証保持者

　警察や各種団体を
通して青色防犯パト
ロール講習会の参加
を呼びかけました。講
習会は、大竹警察署
で行いました。（講習
会参加者数6名）

　警察や各種団体を
通して青色防犯パト
ロール講習会への参
加を呼びかけました。
講習会は、大竹警察
署で行いました。（講
習会参加者数:11名）

　警察や各種団体を
通して青色防犯パト
ロール講習会への参
加を呼びかけました。
講習会は、大竹警察
署で行いました。（講
習会参加者数:12名）

・令和5年度の取組を
継続します。

取 組 内 容

・公用車及び防犯ボラ
ンティア団体の車を、
青色回転灯パトロール
車として登録を行いま
した。

・公用車及び防犯ボラ
ンティア団体の車を、
青色防犯パトロール車
として登録を行いまし
た。（新規登録車台
数：2台、登録抹消車
台数：2台）
・市内に防犯カメラを4
台設置しました。（立
戸郵便局前、小方橋
北詰、唐船浜川橋、
両国橋東詰）

・公用車及び防犯ボラ
ンティア団体の車を、
青色防犯パトロール車
として登録しています。
・市内に設置した防犯
カメラの適切な管理を
行い、安全安心なまち
づくりを行いました。

・公用車及び防犯ボラ
ンティア団体の車を、
青色防犯パトロール車
として登録しています。
・市内に設置した防犯
カメラの適切な管理を
行い、安全安心なまち
づくりを行いました。

・令和5年度の取組を
継続します。
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【4-2 事故や犯罪のない安全・安心な地域づくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

21,082 19,174 24,914 40,051 191,790

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 8,500 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 21,082 19,174 24,914 31,551 191,790

45.0% 50.0% 55.0% 60.0%

41.3% 46.8% 48.0%

担当課

土木課

事業名

市営外灯全体に占めるLED外灯の割合

目 標 値

実 績 値

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

3 道路施設管理事業（市営外灯維持管理事業）

財

源

内

訳

●自治会防犯灯の設置状況を把握･分析し、設置補助制度のあ
り方を検討しながら、地区ごとの設置数の偏り解消に取り組みま
す。
●市営外灯の修繕や更新を計画的に行うとともに、防犯灯を含
む市営外灯の省電力化のためのLED化を進めます。

○市営外灯が健全に機能するよう維持管理を行います。

取 組 内 容

・修繕の必要があるも
ののうち、灯具劣化や
照度不足などが認め
られる外灯を、LED外
灯に取り替えました。

・修繕の必要があるも
ののうち、灯具劣化や
照度不足などが認め
られる外灯を、LED外
灯に取り替えました。

・修繕の必要があるも
ののうち、灯具劣化や
照度不足などが認め
られる外灯を、LED外
灯に取り替えました。

・引き続き計画的に
LED外灯への取替を
行います。

・LED化更新計画に
沿って、計画的かつ効
率的に非LED灯から
LED灯への更新を進
めます。6年度は事業
者選定、契約、点検、
調達、取替工事を行
います。

事 業 費

事 業 指 標
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【4-3 火災を防ぐ取組の強化】

1
火災予防の推進（火災予防推進事

業、人材育成事業）
消防課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

0人

４年間で
実現したい姿

市民や事業者の火災予防意識が高まり、火災の被害が最小限に抑えられていま
す。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　火災予防への意識の向
上により、火災による死
傷者を1人でも多く減らす
ことが重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

火災による死傷者数 2人 1人 1人 4人
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【4-3 火災を防ぐ取組の強化】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

154 70 159 141 141

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 154 70 159 141 141

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

15 26 27 162 162

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 15 26 27 162 162

80%以上 80%以上 80%以上 80%以上

68.1% 86.4% 86.6%

根拠法令等 消防法、大竹市火災予防条例

関連する計画 火災予防週間行事計画、消防フェア実行計画、査察計画、危険物製造所等審査基準、大竹市消防職員研修計画

1 火災予防の推進（火災予防推進事業、人材育成事業）

担当課

消防課

事業名

取組の方針 事業の概要

火災予防推進事業

事業費(単位：千円)

人材育成事業

（火災予防の推進）

財

源

内

訳

●火災予防週間中のポスター掲示による啓発のほか、さまざま
な広報手段を用いるなど、市民への周知を強化します。
●事業所の自主保安強化のため、指導指針を整備し、立入検
査などを通じ、危険物製造所などの適正な維持管理と防火体制
の充実を促します。
●査察計画に基づく防火対象物への立入検査を確実に実施し、
関係者の防火意識を高めます。
●重大な違反がある建物を公表し、火災予防につなげます。

○地域住民へ住宅用火災警報器の設置と適正な維持管理の
周知を行うとともに、関係機関にも協力を求め設置を促します。
○事業所関係者に対し、危険物製造所などの適正な維持管
理を促します。
○消防職員の防火に関する知識と経験を高め、立入検査の質
を向上させます。
○査察計画に基づき立入検査を実施し、防火対象物関係者
の防火意識を高め、並行して消防用設備などの重大な法令違
反に対して是正します。

取 組 内 容

・新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、
消防フェアなどのイベ
ントを中止するなど、
事業を縮小しました。

・火災予防週間中の
防火訪問だけでなく、
住宅用火災警報器の
設置と機器の点検や
交換に関する啓発活
動を実施しました。ま
た、関係機関･団体に
協力を求め、住宅用
火災警報器の設置と
適正な維持管理を推
進しました。

・火災予防週間中の
防火訪問だけでなく、
消防フェアなどの各種
イベント会場で、住宅
用火災警報器の設置
と機器の点検や交換
に関する啓発活動を
実施しました。また、関
係機関･団体に協力を
求め、住宅用火災警
報器の設置と適正な
維持管理を推進しまし
た。

・火災予防週間中の
防火訪問だけでなく、
消防フェアなどの各種
イベント会場で、住宅
用火災警報器の設置
と機器の点検や交換
に関する啓発活動を
実施しました。また、関
係機関･団体に協力を
求め、住宅用火災警
報器の設置と適正な
維持管理を推進しまし
た。

・令和5年度の取組を
継続します。

事業費(単位：千円)

事 業 指 標 住宅用火災警報器の設置率(消防フェアや個別訪問によるアンケート)

目 標 値

実 績 値

財

源

内

訳
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【4-3 火災を防ぐ取組の強化】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

240件 240件 230件 230件

278件 245件 248件

240件 240件 230件 230件

278件 245件 248件

250件 250件 250件 250件

316件 241件 248件

担当課

消防課

事業名

事 業 指 標 年間立入検査実施件数(危険物取扱事業所)

目 標 値

1 火災予防の推進（火災予防推進事業、人材育成事業）

事 業 指 標 職員研修（危険物取扱事業所立入件数）

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・事業所の自主保安
強化を促すため、立入
検査などを通じ、事業
所関係者の防火意識
を高め、危険物製造
所などの適正な維持
管理と防火体制の充
実･強化に取り組みま
した。

・事業所の自主保安
強化を促すため、立入
検査などを通じ、事業
所関係者の防火意識
を高め、危険物製造
所などの適正な維持
管理と防火体制の充
実･強化に取り組みま
した。

・事業所の自主保安
強化を促すため、立入
検査などを通じ、事業
所関係者の防火意識
を高め、危険物製造
所などの適正な維持
管理と防火体制の充
実･強化に取り組みま
した。

・事業所の自主保安
強化を促すため、立入
検査などを通じ、事業
所関係者の防火意識
を高め、危険物製造
所などの適正な維持
管理と防火体制の充
実･強化に取り組みま
した。

・令和5年度の取組を
継続します。

実 績 値

・消防職員の防火に
関する知識と経験を
向上させるため、各種
研修に参加しました。
・研修に参加した職員
が、立入検査を通じ、
各種研修により得られ
た知識と経験に基づ
き、他の職員及び事
業所関係者を指導し
ました。

・令和5年度の取組を
継続します。

取 組 内 容

・査察計画に基づく立
入検査により、防火対
象物関係者に消防訓
練等防火管理体制及
び消防用設備等の維
持管理の確認を行
い、不備事項に対する
指導により防火意識を
高めました。
・重大な消防用設備
違反は規則に従い公
表するとともに、是正
するまで調査を継続し
ました。

・査察計画に基づく立
入検査により、防火対
象物関係者に消防訓
練等防火管理体制及
び消防用設備等の維
持管理の確認を行
い、不備事項に対する
指導により防火意識を
高めました。
・重大な消防用設備
違反は規則に従い公
表するとともに、是正
するまで調査しました。

・査察計画に基づく立
入検査により、防火対
象物関係者に消防訓
練等防火管理体制及
び消防用設備等の維
持管理の確認を行
い、不備事項に対する
指導により防火意識を
高めました。
・重大な消防用設備
違反は規則に従い公
表するとともに、是正
するまで調査しました。

・査察計画に基づく立
入検査により、防火対
象物関係者に消防訓
練等防火管理体制及
び消防用設備等の維
持管理の確認を行
い、不備事項に対する
指導により防火意識を
高めました。
・重大な消防用設備
違反は規則に従い公
表するとともに、是正
するまで調査しました。

・令和5年度の取組を
継続します。

取 組 内 容

・消防職員の防火に
関する知識と経験を
向上させるため、各種
研修に参加しました。
・研修に参加した職員
が、立入検査を通じ、
各種研修により得られ
た知識と経験に基づ
き、他の職員及び事
業所関係者を指導し
ました。

・消防職員の防火に
関する知識と経験を
向上させるため、各種
研修に参加しました。
・研修に参加した職員
が、立入検査を通じ、
各種研修により得られ
た知識と経験に基づ
き、他の職員及び事
業所関係者を指導し
ました。

・消防職員の防火に
関する知識と経験を
向上させるため、各種
研修に参加しました。
・研修に参加した職員
が、立入検査を通じ、
各種研修により得られ
た知識と経験に基づ
き、他の職員及び事
業所関係者を指導し
ました。

事 業 指 標 年間立入検査実施件数(危険物取扱事業所以外)

目 標 値

実 績 値
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【4-4 市民の命を守る消防体制の充実】

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

バイスタンダーによる
一次救命処置実施率
※バイスタンダー…救急現場
に居合わせた人

60% 33% 26% 24% 65%

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

27.8% 2.0% 7.0% 25.0% 33.0%

1 応急手当等普及啓発事業 B-6① 消防課

消防力の整備指針に基
づく主要車両の更新整
備率(消防ポンプ自動車･
救急自動車)

60% 80% 80% 80% 100%

４年間で
実現したい姿

消防職員や消防団が安全・確実・迅速に消防活動を行える体制ができていま
す。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　整備率100％を目指しま
す。更新計画に基づき消
防車両を維持すること
で、活動する職員の安全
確保と機動性の向上が図
られ、万全な消防活動体
制の維持に繋がります。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

2
消防力強化事業及び救急・救助体

制充実事業
まち B-3②、G-1③ 消防課

3 人材育成事業 まち
B-3②、E-2①②、G-1③、

G-2①②、G-5①②
消防課

4 消防団資機材整備事業
A-1④、A-5①、B-3①、

G-1②
消防課

5
消防団活動の推進（消防団活動推

進事業、消防団人材育成事業)
まち

A-1④、A-5①、B-3①②、

G-1②③
消防課

４年間で
実現したい姿

応急手当ができる市民が増えています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　応急手当ができる人が
増え、一件でも多くバイ
スタンダーによる一次救
命処置(心肺蘇生法)が行わ
れることで、一人でも多
くの命が救われることに
繋がります。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　資格を持つ消防職員が
増えることで消防力が向
上し、地域の特性に応じ
た消防活動が強化されま
す。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　消防団員のスキルの向
上に取り組むことで、消
防団員の条例上の定数を
満たすだけでなく、資質
を備えた団員が増えるこ
とが、消防体制の盤石化
につながります。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

消防職員１人あたりの
資格保有数

10個 10.3個 10.3個 11.2個 11個

必要な研修を受講した
消防団員の充足率
(定数330人中)
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救急車への救急救命士
の乗車率(第2救急まで)

98.3% 99.1% 98.5% 97.40% 100%

４年間で
実現したい姿

資質の高い救急救命士が救急車に常時配置され、市民の命を守るための体制が
できています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　乗車率100％を目指しま
す。救急救命士が救急車
に常時配置されること
で、救命率が高まりま
す。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

6 救急救命士養成事業 まち B-6① 消防課
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【4-4 市民の命を守る消防体制の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

104 104 99 133 177

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 104 104 99 133 177

150人 200人 250人 250人

144人 190人 212人

担当課

消防課

事業名

根拠法令等 大竹市救急業務規程

関連する計画 ー

1 応急手当等普及啓発事業

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 救急講習などの受講者数（普通救命講習含む）

財

源

内

訳

●AEDの使用を含む救急講習と普通救命講習の受講者を増や
します。
●応急手当の必要性、重要性を市民に理解してもらうための啓
発活動を強化します。

○住民を対象に、心肺蘇生法の講習会を開催します。
○救急の日（9月9日）に、市内ショッピングセンターなどで広報
活動を実施します。

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・次のことを行いまし
た。
【救急講習】52人/8
回
【普通救命講習】92人
/5回
※新型コロナウイルス
感染の影響を受大防
止対策(受講人数の
制限などによる規模縮
小や開催停止期間)の
影響で受講者数/開
催数ともに減少しまし
た。

・次のことを行いまし
た。
【救急講習】57人/5
回
【普通救命講習】133
人/9回
※新型コロナウイルス
感染拡大防止対策
(受講人数の制限など
による規模縮小等)を
実施した結果。応急手
当等の普及に努めまし
た。

・次のことを行いまし
た。
【救急講習】120人/8
回
【普通救命講習】92人
/13回

※決算額が99千円
（全額）なのは、予算
の都合上他の事業に
流用し、本事業に要す
る費用は他の事業予
算から支出したため。

・令和4年度の取組を
継続します。
【救急講習】209人
/15回
【普通救命講習】194
人/9回
（令和6年1月1日現
在）

・令和5年度の取組を
継続する。
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【4-4 市民の命を守る消防体制の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

59,972 21,901 13,058 96,366 94,064

国 県 費 23,335 0 0 19,490 0

地 方 債 21,400 0 0 61,300 0

そ の 他 2,785 4,059 1,519 1,515 0

一 般 財 源 12,452 17,842 11,539 14,061 94,064

0台 0台 1台 1台

1台 0台 ０台

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

235.0% 100.0% 100.0%

担当課

消防課

事業名

根拠法令等 消防力の整備指針

関連する計画 消防車両整備計画、資機材整備計画

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

2 消防力強化事業（救急・救助体制充実事業）

●万全な消防活動体制を維持するため、新たな資機材の有効
性を研究しながら、整備計画に基づく整備を進めます。

○消防車･救急車･資機材･通信機器などの保守整備を行い、
計画に基づき更新します。

事 業 指 標 車両整備計画に基づく整備台数　※令和3年度に目標値を｢台数｣に変更しています。

目 標 値

実 績 値

財

源

内

訳

取 組 内 容

・平成16年度に整備し
た高規格救急自動車
のうち1台(要更新車
両数4台)を更新しまし
た。

・令和4年度以降の車
両更新に向け、本市
の地域性に応じた仕
様を検討し、消防車両
更新計画(整備計画)
を見直しました。

・令和5年度以降の車
両更新に向け、財源
の確保に取り組み、防
衛省に民生安定施設
整備事業の申請を実
施し、概算要求書及
び実施計画書を提出
しました。

・整備計画に基づき、
水槽付消防ポンプ自
動車を更新中です。

事 業 指 標 資機材整備計画達成率

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・次の資機材を購入し
ました。
■防火服:2式
■署活動用携帯無線
機:10式
■空気ボンベ:7本
■墜落制止用器具
(胴ベルト型):61式

・整備計画に基づき、
次の資機材を購入し
ました。
■防火服：4式
■署活動用携帯無線
機：10式
■空気ボンベ：8本
■空気呼吸器用面
体：19個

・整備計画に基づき、
次の資機材を購入し
ました。
■署活動用携帯無線
機：10式
■空気ボンベ：7本
■落制止用器具(フル
ハーネス型)：5式
■防火服：2式
■消防用ホース：９本

・整備計画に基づき、
次の資機材を購入し
ました。
■空気ボンベ：9本
■墜落制止用器具(フ
ルハーネス型)：5式
■消防用ホース：6本

・整備計画に基づき、
次の資機材を購入す
る予定です。
■空気ボンベ：7本
■消防用ホース：16
本
■指令台用PC：一式
■潜水資機材：一式

・整備計画に基づき、
消防用車両を更新す
る予定です。
・平成20年度に整備し
た高規格救急自動車
のうち1台(要更新車
両数4台)を更新する
予定です。

事 業 費
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№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1,015 2,142 1,412 2,043 3,293

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 1,015 2,142 1,412 2,043 3,293

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

83.4% 85.2% 80.0%

13施設 12施設 6施設 6施設

10施設 6施設 6施設

担当課

消防課

事業名

根拠法令等 消防組織法、労働安全衛生法、労働契約法、消防法、大竹市警防規程

関連する計画 大竹市消防職員研修計画、警防計画

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 研修計画達成率

目 標 値

実 績 値

事 業 指 標 警防計画策定施設の調査施設数　※令和3年度に目標値を｢施設数｣に変更しています。

　化学機動隊員を主
体とし、若手職員と共
に警防計画策定施設
への警防調査を実施
します。

・化学機動隊員を主
体とし、若手職員と共
に警防計画策定施設
の6施設への警防調
査を実施しました。

　　化学機動隊員を主
体とし、若手職員と共
に警防計画策定施設
への警防調査を実施
しました。

※来年度以降、5年1
サイクル（50施設）の
調査から、8年1サイク
ル（50施設）の調査に
変更しました。

　化学機動隊員を主
体とし、若手職員と共
に警防計画策定施設
への警防調査を実施
しました。

3 人材育成事業

●年齢層や職責、時代のニーズに応じた、より具体的で実効性
の高い研修計画を策定します。
●コンビナート内危険物施設などの警防計画策定施設を調査
し、実態の把握に取り組みます。
●警防計画の習熟に向けた訓練の開催と、必要な資格の取得
を促すことで高い技術を持った職員を育成します。

○研修計画に基づき人材を育成し、少数精鋭部隊を確立しま
す。
○警防計画策定施設への警防調査を行い、コンビナート内危
険物施設の実態を把握し安全な活動体制を整えます。

※警防計画…火災などの被害を最小限にとどめるために必要
な事前計画

財

源

内

訳

取 組 内 容

・次のことを行いまし
た。
■大竹市消防職員研
修計画の策定
■人事交流
■HAZMAT研修
■資格･実務研修
■消防学校研修など

※新型コロナウイルス
感染拡大の影響を受
け、開催側による研修
などの中止が複数あ
り、達成率が下がって
います。

・次のことを行いまし
た。
■人事交流
■HAZMAT研修
■資格･実務研修
■消防学校研修など

※新型コロナウイルス
感染拡大の影響を受
け、開催側による研修
などの中止が複数あ
り、達成率が下がって
います。

・研修計画に基づい
て、次のことを行いまし
た。
■人事交流
■HAZMAT研修
■資格・実務研修
■消防学校研修など

※新型コロナウイルス
感染拡大の影響を受
け、開催側による研修
などの中止が複数あ
り、達成率が下がって
います。

・研修計画に基づい
て、研修を行います。

・研修計画に基づい
て、研修を行います。

取 組 内 容

・令和元年度までに石
油コンビナートなど特
別防災区域内の警防
計画を策定した施設
(50施設)に対する調
査計画を策定し、10
施設の調査を実施し
ました。

目 標 値

実 績 値
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№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

9,154 9,405 11,121 16,595 8,187

国 県 費 5,689 8,434 8,376 8,559 0

地 方 債 0 0 0 6,400 0

そ の 他 2,000 0 1,782 0 0

一 般 財 源 1,465 971 963 1,636 8,187

90%以上 90%以上 90％以上 90％以上

89.0% 93.8% 90.7%

担当課

消防課

事業名

根拠法令等 消防力の整備指針（平成12年1月20日消防庁告示第1号）、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律

関連する計画 消防団車両(資機材)整備計画

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 消防団の資機材の更新計画達成率

目 標 値

実 績 値

4 消防団資機材整備事業

財

源

内

訳

●万全な消防活動体制の構築に向けて、最新鋭の資機材の有
効性を研究しつつ、整備計画に基づく資機材の整備を進めます。

○消防団が保有する消防車両や資機材を更新計画に基づき
計画的に整備します。

取 組 内 容

・防火服一式･積載車
(小型動力ポンプ無)を
更新しました。
・チェーンソーチャップ
ス(防護ズボン)を整備
しました。

・防火服一式を更新し
第1次配備を完了しま
した。
・積載車1台（小型動
力ポンプ無）及び小型
動力ポンプ1台を更新
しました。

・積載車（輸送車
(R5.2納予定車）1
台）･消防団活動服一
式(消防団実員の約７
割（212着））、携帯用
投光器（140個）を更
新しました。
・総務省消防庁から積
載車（救助用資機材
搭載型小型動力ポン
プ積載車1台）及び水
防資機材(水災用器
具、水難救助用器具
及び安全装備品)、の
無償貸与を受けまし
た。
・日本消防協会から団
本部車（防災学習・災
害活動車Ⅱ型 防災
学習用資機材）の交
付を受けました。
・消防団と協議し適
宜、整備計画を見直し
資機材の更新･整備を
進めます。

・小型動力ポンプ付積
載車（1台）を整備しま
した。
・小型動力ポンプ付軽
デッキバン（1台）整備
しました。
・ＡＥＤ６基を整備しま
した。
・油圧ジャッキ１０機を
配備しました。

・積載車･小型動力ポ
ンプ、その他必要資機
材を更新整備します。
・消防団と協議し、適
宜、整備計画を見直
し、資機材の更新･整
備を進めます。
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№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

6,728 6,605 11,190 12,562 12,562

国 県 費 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 2,328 2,205 6,790 8,162 8,162

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

3,360 5,557 3,781 10,805 5,352

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 3,360 5,557 3,781 10,805 5,352

100% 100% 100% 100%

94% 91% 87%

担当課

消防課

事業名

財

源

内

訳

根拠法令等 大竹市消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例、消防組織法

関連する計画 大竹市消防団研修計画

5 消防団活動の推進（消防団活動推進事業、消防団人材育成事業)

事 業 指 標 消防団員の充足率

目 標 値

実 績 値

財

源

内

訳

取組の方針 事業の概要

消防団活動推進事業

事業費(単位：千円)

消防団人材育成事業

事業費(単位：千円)

●消防団員の確保に向けた広報活動を強化し、消防団定員充
足率100％を確保します。
●トータルバランスの取れた研修計画を策定し、年齢層や階級
層に応じた資格取得や研修の積極的な受講を進めます。

○市ホームページや市広報、各種イベントの場を利用して、効
果的な広報活動を行います。
○各種研修により人材を育成し、盤石な消防体制を確立しま
す。

取 組 内 容

・市ホームぺージ、消
防本部封筒、市広報
に毎月掲載、各種イベ
ントでの啓発活動、そ
の他積極的な呼びか
けなどの広報活動を
行いました。
・令和2年度からは、
消防団応援の店事業
を行っています。

・消防団員の処遇改善を
計り、報酬を大幅改善し
ました。
・市ホームページ、消防
用封筒、市広報に毎月
掲載、各種イベントでの啓
発活動その他の呼びかけ
による広報を行いました。
・入団の電子申請によ
る、入団の事務手続きの
簡素化を図りました。
・消防団員の有利な制度
が分かるパンフレットを作
成し、興味を引く工夫をし
ました。
・ユーチューブ動画を公
開し、消防団のイメージ
アップを図りました。

・消防団員の確保の方法
などを、消防団員と協議
し検討しました。
・市ホームぺージ、消防
本部封筒、市広報の毎
月掲載、各種イベントでの
啓発活動、その他積極的
な呼びかけなど、広報活
動を行っています。
・入団への電子申請を継
続するほか、団員の有利
な制度が分かるパンフ
レットを入団申請書と表
裏一枚にするなど、興味
を引くための工夫を行い、
数名（12月1日現在4名）
の入団に繋がりました。
・ユーチューブ動画を公
開し、消防団のイメージ
アップを図りました。

・令和4年度の取組を
継続し、消防ポンプ操
法大会の動画を
YouTubeに公開しまし
た。
・消防団員募集記事
を市広報紙へ毎月掲
載しました。
・市役所の玄関口へ
設置しているデジタル
サイネージを利用し、
消防団員募集記事を
掲載しました。
・消防団員募集の懸
垂幕を作成し、消防庁
舎及び市民会館へ掲
示しました。
・あらゆる行事を利用
して、消防団員募集の
啓発活動を行いまし
た。

・令和5年度の取組を
継続します。

126



【4-4 市民の命を守る消防体制の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

30%以上 30%以上 30%以上 30%以上

2% 7% 25%

1,300人 1,300人 1,300人 1,300人

1,086人 858人 974人

事 業 指 標 消防団員の訓練参加者数(延数)

目 標 値

実 績 値

事 業 指 標 消防団員の教育･研修受講率

目 標 値

担当課

消防課

事業名

取 組 内 容

・新型コロナウイルス感
染拡大により教育課
程の中止が相次ぎ、
受講率が低下しまし
た。

・消防協会関係団体
の主催する各種研修
会、消防学校における
各種教育課程を受講
しました。

・消防協会関係団体
の主催する各種研修
会、消防学校における
各種教育課程を受講
しました。

・消防協会関係団体
の主催する各種研修
会、消防学校における
各種教育課程を受講
しています。

・消防協会関係団体
の主催する各種研修
会、消防学校における
各種教育課程を受講
します。

取 組 内 容

・消防関係団体が主
催する各種訓練、火
災予防広報、訓練礼
式、年末特別警戒、
春･秋季出動訓練に
参加しました。
・新型コロナウイルス感
染拡大に伴う訓練･イ
ベントなどの中止によ
り、参加者数が減少し
ました。

・消防関係団体が主
催する各種訓練、火
災予防広報、訓練礼
式、年末特別警戒、
秋季出動訓練に参加
しました。
※新型コロナウイルス
感染拡大に伴う訓練･
イベントなどの中止に
より、参加者数が減少
しました。

・消防関係団体が主
催する各種訓練、消
防出初式、消防フェ
ア、火災予防広報、訓
練礼式、年末特別警
戒、春･秋季出動訓練
に参加します。

・消防関係団体が主
催する各種訓練、ポン
プ操法(県・市)大会、
消防出初式、消防フェ
ア、火災予防広報、訓
練礼式、年末特別警
戒、春･秋季出動訓練
に参加しています。

・消防関係団体が主
催する各種訓練、消
防出初式、消防フェ
ア、火災予防広報、訓
練礼式、年末特別警
戒、春･秋季出動訓練
に参加します。

実 績 値

5 消防団活動の推進（消防団活動推進事業、消防団人材育成事業)
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№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

2,248 325 2,218 852 2,477

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 2,248 325 2,218 852 2,477

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

92.0% 63.3% 42.6%

50% 100% 100% 100%

50% 50% 50%

財

源

内

訳

取 組 内 容

・次の研修に参加しま
した。
■就業前病院実習
(薬剤投与)：1名
■気管挿管実習：1名
■気管挿管(ビデオ硬
性喉頭鏡)：1名
■気管挿管再教育：5
名
■就業中病院実習：
34名(延)
■指導救命士病院研
修：15名(延)。
※新型コロナウイルス
感染症の影響で研修
受入停止及び派遣中
止が生じたため、達成
率が下がっています。

・新型コロナウイルス感
染症の影響により研修
が中止する中、次の研
修に参加しました。
■就業前病院実習
(薬剤投与)：１名
■気管挿管再教育：2
名
・病院研修とは別に、
オンライン研修を16件
受講しました。

・研修計画に基づき、
次の研修を受講しまし
たが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響に
より一部受講できませ
んでした。

■気管挿管実習
：1名
■気管挿管(ビデオ硬
性喉頭鏡)実習
：1名
■気管挿管再教育
：1名
■就業後病院実習、
指導救命士病院研修
：1２名

・研修計画に基づき、
次の研修を受講してい
ます。
■就業前病院実習
(薬剤投与)
■気管挿管実習
■気管挿管(ビデオ硬
性喉頭鏡)
■気管挿管再教育
■就業後病院実習
■指導救命士病院研
修

・研修計画に基づき、
次の研修を受講する
予定です。
■気管挿管実習
■気管挿管(ビデオ硬
性喉頭鏡)
■気管挿管再教育
■就業後病院実習
■指導救命士病院研
修

根拠法令等 救急救命士法

関連する計画 救急救命士病院研修計画、救急救命士養成計画

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

●研修計画に基づき、病院での研修やセミナーなどに効率的に
参加することで、救急救命士が行うことができる医療行為を拡大･
維持します。
●全ての救急車に救急救命士が乗車可能な体制を確保できる
よう、計画的に救急救命士を増やします。

○救急救命士が行う医療行為を拡大･維持するため、JA広島
総合病院で行われる研修に参加します。
○広島市消防局救急救命士養成所に行われる研修を受講
し、救急救命士試験(国家試験)を受験します。

事 業 指 標 救急救命士病院研修計画達成率

目 標 値

実 績 値

事 業 指 標 救急救命士養成計画達成率

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・救急救命士養成所
において消防職員1名
が研修を修了し、救急
救命士国家試験を3
月に受検しました。

※養成計画なし
・令和2年度養成者の
救急救命士免許申請
を行い、次期養成者
の事前学習を支援し
ました。(参考図書購
入)

・救急救命士養成所
において消防職員1名
が研修を修了し、救急
救命士国家試験を3
月に受験しました。

※養成計画なし
・令和4年度養成者の
救急救命士免許申請
を行い、次期養成者
の事前学習を支援し
ます。(参考図書購入)

・養成計画に基づき、
1名が研修を受講し受
験する予定です。

6 救急救命士養成事業

事業名

担当課

消防課
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■｢安全・安心｣に関するSDGs指標一覧

施　策 実績値 データ時点・データ元

防災会議の設置有無 有
令和4年4月1日以降

｢地方防災行政の現況｣

最寄りの緊急避難場所まで

の距離別、普通世帯の数

(250ｍ未満) 5,820世帯

(250〜500ｍ) 3,560世帯

(500〜1000ｍ) 1,810世帯

(1000〜2000ｍ) 40世帯

(2000ｍ以上) 80世帯

人口1人当たりの刑法犯認

知件数(刑法犯認知件数/総

人口)

0.004件/人

令和５年12月31日

｢犯罪統計｣/｢住民基本台帳に基づ

く人口｣

刑法犯検挙率 53.5%
令和4年12月31日

｢犯罪統計｣

施策4-3

火災を防ぐ取組

の強化

人口10万人当たりの火災死

者数
０人

令和5年1月1日〜令和５年12月31

日

｢消防統計｣

施策4-4

市民の命を守る

消防体制の充実

人口1万人当たりの火災出

火件数
2.7件

令和5年1月1日〜令和５年12月31

日

｢消防統計｣

SDGs指標

平成30年10月1日

｢住宅･土地統計調査｣

施策4-2

事故や犯罪のな

い安全･安心な地

域づくり

施策4-1

自然災害やさま

ざまな危機に強

いまちづくり
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５　健康・福祉

施策名 No 実施計画事業名称
総合

戦略

国土

強靭化
担当課

1
介護予防･日常生活支援総合事業（一般介護予防事業

【介護保険特別会計】）
まち 地域介護課

2(1) 老人クラブ連合会活動促進事業 まち 地域介護課

2(2) 老人集会所補助事業 まち 地域介護課

3
介護予防･日常生活支援総合事業（介護予防･生活支援

サービス事業【介護保険特別会計】）
まち 地域介護課

4 包括的支援事業（生活支援体制整備事業） まち 地域介護課

5 介護施設整備等補助事業 まち ○ 地域介護課

1(1) こども医療費助成事業 ひと 保健医療課

1(2) 母子保健事業（母子保健指導事業、妊産婦等支援事業） ひと 保健医療課

2(1) まるっと大竹（利用者支援）事業（母子保健） ひと 保健医療課

2(2) まるっと大竹（利用者支援）事業（子育て支援） ひと 福祉課

3
子ども･子育て支援事業計画の推進

（私立保育所等補助事業、施設型給付事業、市立保育所等運営管理事業、病児・病

後児保育運営委託事業、子育て援助活動支援事業）

ひと 福祉課

4

子ども･子育て支援事業計画の推進

子育て短期支援事業･養育支援訪問事業

まるっと大竹（児童福祉相談）事業

ヤングケアラー支援体制強化事業

ひと 福祉課

5

地域子育て支援拠点事業

まるっと大竹（子育て支援センター（小方）運営管理）事業

まるっと大竹（子育て支援センター（さかえ）運営管理）事業

まるっと大竹（松ケ原こども館運営管理）事業）

ひと 福祉課

6 子どもの生活・学習支援事業 ひと 福祉課

7 出産・子育て応援事業 ひと 保健医療課

8
母子・父子福祉事業(児童扶養手当支給事業、母子・父

子自立支援事業)
ひと 福祉課

9 おむつ等宅配事業 ひと 福祉課

1
障害者総合支援事業

まるっと大竹（障害者等相談支援）事業

障害者等地域生活支援事業

まち 福祉課

2(1) 重度心身障害者医療費助成事業 まち 保健医療課

2(2) 精神障害者医療費助成事業 まち 保健医療課

5-1　生きがいに満

ちた高齢者の暮ら

しの支援

5-3　障害のある人

が自分らしく生き

るための支援

5-2　子どもと子育

てを支える体制の

充実
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施策名 No 実施計画事業名称
総合

戦略

国土

強靭化
担当課

1(1) まるっと大竹（他機関協働等）事業 まち 地域介護課

1(2) 地域福祉団体育成事業 まち 地域介護課

1(3) 地域福祉活動推進事業 まち 地域介護課

2(1)
介護予防･日常生活支援総合事業（介護予防･生活支援

サービス事業【介護保険特別会計】）
まち 地域介護課

2(2) 地域見守り活動事業 まち 地域介護課

1

健康づくり推進事業（健康増進事業、歯科保健事業、が

ん検診及び健康診査等事業、人間ドック及び脳ドック事

業【一部は国民健康保険特別会計】、特定健康診査等事

業【国民健康保険特別会計】）

まち 保健医療課

2
医療体制整備事業(休日診療所運営事業、へき地医療対

策事業、医療体制支援事業)
まち 保健医療課

1 学校における食育の推進 まち 総務学事課

2 食育推進事業 まち 保健医療課

5-4　見守り支え合

う地域福祉の推進

5-5　元気・健康・

安心をつくる保

健・医療体制の充

実

5-6　正しい食生活

と食文化を学ぶ食

育の推進
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【5-1 生きがいに満ちた高齢者の暮らしの支援】

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1

介護予防･日常生活支援総合事業

（一般介護予防事業【介護保険特

別会計】）

まち 地域介護課

2(1) 老人クラブ連合会活動促進事業 まち 地域介護課

2(2) 老人集会所補助事業 まち 地域介護課

3

介護予防･日常生活支援総合事業

（介護予防･生活支援サービス事業

【介護保険特別会計】）

まち 地域介護課

4
包括的支援事業（生活支援体制整

備事業）
まち 地域介護課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

5 介護施設整備等補助事業 まち A-1① 地域介護課

４年間で
実現したい姿

｢地域包括ケア｣の推進により、高齢者や要支援者などが住み慣れた地域でいきい
きと活動し、つながりや生きがいを持ちながら自立した日常生活を送ることが
できています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　高齢者が地域活動や社
会活動に取り組む場であ
る｢通いの場｣で活動する高
齢者が増えることで、介
護予防の一つとなること
が重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

｢通いの場｣で活動してい
る高齢者の数

292人 356人 377人 412人 470人

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　｢地域の役に立ちたい｣と
考える高齢者が増えるこ
とは、地域活動を活発化
させるための基盤になり
ます。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

｢地域の役に立ちたい｣と
考えている人の割合(65
歳以上)

32.6% － － － 40.0%

４年間で
実現したい姿

介護保険サービスの整備が進み、負担と給付の均衡がとれた介護保険運営がで
きています。市内のどこに住んでいても介護保険サービスや生活支援が適切に
受けられます。

KPI
（重要業績評価指標）

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

100%

【KPIの考え方】
　給付費の見込に基づ
き、3年ごとに保険料を設
定しており、計画値と実
績の差が小さいほど、負
担と給付のバランスが取
れていることになり、安
定的･持続的な制度運営に
つながります。

介護給付費における計
画値に対する実績

91.5% 85.9% 96.5% 95.0
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【5-1 生きがいに満ちた高齢者の暮らしの支援】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

10,885 13,580 14,742 14,871 15,016

国 県 費 7,021 5,092 5,528 5,576 5,630

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 1,361 5,703 7,371 7,435 7,509

一 般 財 源 2,503 2,785 1,843 1,860 1,877

35組 26組 28組 30組

24組 25組 31組

介護保険法、平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」

1
介護予防･日常生活支援総合事業（一般介護予防事業【介護保険特
別会計】）

担当課

地域介護課

事業名

財

源

内

訳

関連する計画 大竹市第8期介護保険事業計画

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

根拠法令等

●地域での通いや交流の場である｢いきいき百歳体操｣のグルー
プ立ち上げを促進します。立ち上げ支援の要件を緩和し、活動に
取り組みやすい環境を整えます。

【立ち上げ支援要件】月2回以上、グループ人数3人以上

○「いきいき百歳体操」を広めることで、多くの高齢者の健康維
持などを進めていきます。

※｢いきいき百歳体操｣…椅子を使って30分程度のDVDを見な
がらゆっくり手足を動かす筋力づくりの体操

取 組 内 容

・｢いきいき百歳体操｣
のグループ立ち上げ基
準を緩和し、社会福祉
協議会の関係者へ、
活動の一部に｢いきい
き百歳体操｣を取り入
れるよう呼びかけを行
いました。その結果、5
団体の新規グループ
の立ち上げに至りまし
た。

・前年度に引き続き、｢
いきいき百歳体操｣の
グループ立ち上げ基
準を緩和し、社会福祉
協議会関係者へ、活
動の一部に｢いきいき
百歳体操｣を取り入れ
るよう呼びかけを行い
ました。その結果、1団
体の新規グループの
立ち上げに至りました。

・引き続き地域での通
いの場づくりを推進しま
した。

※令和3年度の実績
見込みより、目標値を
修正しています。

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。

事 業 費

事 業 指 標 ｢いきいき百歳体操｣グループ数

目 標 値

実 績 値
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【5-1 生きがいに満ちた高齢者の暮らしの支援】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

3,034 3,029 2,986 2,928 3,132

国 県 費 690 708 696 678 728

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 2,344 2,321 2,290 2,250 2,404

1,320人 1,350人 1,350人 1,350人

1,285人 1,245人 1,177人

担当課

地域介護課

事業名

事 業 費

財

源

内

訳

根拠法令等 平成13年10月1日老発第390号厚生労働省老健局長通知｢老人クラブ活動等事業の実施について｣

関連する計画 高齢者福祉計画

2(1) 老人クラブ連合会活動促進事業

●高齢者の保健福祉の向上や社会参加の促進、生きがいづくり
などを目的として市老人クラブ連合会や各老人クラブの活動を支
援します。

○おおむね60歳以上の者を会員とする大竹市老人クラブ連合
会が実施する事業に対して、補助金を交付します。

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

取 組 内 容

・市老人クラブ連合会
及び各単位老人クラ
ブが行う社会参加促
進、生きがいづくり、健
康増進を目的とする
事業などに対して補助
金を交付しました。

・市老人クラブ連合会
及び各単位老人クラ
ブが行う社会参加促
進、生きがいづくり、健
康増進を目的とする
事業などに対して補助
金を交付しました。

・市老人クラブ連合会
や各老人クラブに対し
て補助金を交付しまし
た。

・市老人クラブ連合会
や各老人クラブに対し
て補助金を交付しまし
た。

※令和3年度までの
実績を踏まえて、目
標値を下方修正しま
した。【1,380人⇒
1,350人】

・令和5年度の取組を
継続します。

※令和3年度までの
実績を踏まえて、目標
値を下方修正しまし
た。【1,410人⇒
1,350人】

事 業 指 標 単位老人クラブの会員数(累計)

目 標 値

実 績 値
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【5-1 生きがいに満ちた高齢者の暮らしの支援】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1,980 1,980 1,980 2,000 2,000

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 1,980 1,980 1,980 2,000 2,000

40 40 40 40

40 40 40

地域介護課

事業名

担当課

根拠法令等 大竹市老人集会所設置等補助金交付要綱、大竹市老人集会所管理運営費補助金交付要綱

関連する計画 高齢者福祉計画

取組の方針 事業の概要

2(2) 老人集会所補助事業

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 老人集会所の数

目 標 値

実 績 値

財

源

内

訳

●高齢者の保健福祉の向上や社会参加の促進、生きがいづくり
などを目的として市老人クラブ連合会や各老人クラブの活動を支
援します。

○老人集会所を管理している自治会などの住民団体に運営費
などを補助します。

取 組 内 容

・住民などによる団体
が管理する老人集会
所に対し、管理運営費
の一部を補助しまし
た。

・住民などによる団体
が管理する老人集会
所に対し、管理運営費
の一部を補助しまし
た。

・老人集会所を設置し
ている自治会などの住
民団体に補助金を交
付しました。

・老人集会所を設置し
ている自治会などの住
民団体に補助金を交
付しました。

・令和5年度の取組を
継続します。
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【5-1 生きがいに満ちた高齢者の暮らしの支援】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

71,007 72,225 69,569 89,566 89,519

国 県 費 26,628 27,084 26,088 33,587 33,569

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 35,504 36,113 34,785 44,783 44,762

一 般 財 源 8,875 9,028 8,696 11,196 11,188

0 1 1 1

0 0 0

担当課

地域介護課

事業名

根拠法令等 介護保険法、平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」

関連する計画 大竹市第8期介護保険事業計画

3
介護予防･日常生活支援総合事業（介護予防･生活支援サービス事
業【介護保険特別会計】）

事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 通所型サービスB設置数(累計)

財

源

内

訳

目 標 値

実 績 値

●｢通所サービスB｣の実施など、地域住民との協働によるさらな
る介護保険サービスの充実に取り組みます。

○要介護状態などとなることの予防または、要介護状態などの
軽減もしくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活
の支援を実施することで、一人一人の生きがいや自己実現の
ための取り組みを支援し、活動的で生きがいのある生活や人生
を送ることができるよう支援します。

取 組 内 容

・平成29年度より始
まった介護予防･日常
生活支援総合事業の
通所型サービスB(住
民などのボランティア
が主体となって運営す
る通所型の介護予防
事業)の開始に当たっ
ては、多くの課題があ
ることから、対応するた
めの協議を関係機関
と行いました。

・介護予防･日常生活
支援総合事業の充実
のため、厚生労働省に
よる支援を受けまし
た。その結果、制度設
計ありきではなく、市の
地域特性やニーズに
よっての通所型サービ
スB（住民主体）の構
築については再検討
することとなりました。

・大竹市の地域特性を
考えながら、通所型
サービスBの設置に向
けて検討を進めます。

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。

取組の方針
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【5-1 生きがいに満ちた高齢者の暮らしの支援】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

6,443 6,470 6,675 7,285 7,325

国 県 費 3,721 3,736 3,855 4,207 4,230

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 1,482 1,488 1,535 1,676 1,685

一 般 財 源 1,240 1,246 1,285 1,402 1,410

2人 3人 2ヶ所 2ヶ所

1人 1人 1人

担当課

4 包括的支援事業（生活支援体制整備事業）

地域介護課

事業名

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標
【令和4年度まで】生活支援コーディネーターの人数(累計)
【令和5年度から】生活支援コーディネーターが連携する地域数（新規開拓分）

目 標 値

実 績 値

財

源

内

訳

●生活支援コーディネーターを取組の核として、地域の実情に応
じて、住民などの多様な主体の参画による、支え合いの仕組みづ
くりを進めます。
●要支援者などの自立意欲向上のため、｢支援する側とされる
側｣という画一的な関係性ではなく、地域とのつながりを維持しな
がら、本人の能力や状態に応じた柔軟な支援を展開します。

○単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が主な対
象となる事業です。
○社会福祉法人、民間企業、シルバー人材センター、老人ク
ラブ、ボランティア団体、地縁組織、民生委員などの生活支援
サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の
支援体制の充実･強化及び高齢者の社会参加の推進を一体
的に行います。

根拠法令等 介護保険法、平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」

関連する計画 大竹市第8期介護保険事業計画

取組の方針 事業の概要

取 組 内 容

・新型コロナウイルスの
影響により、上半期は
活動が停滞しました。
下半期は新型コロナウ
イルス感染拡大の防
止をしながら各地域の
状況を把握し、関係各
所と協議の場を設けま
した。

・地域で活動している
団体の代表者などの
中から幾人かを、生活
支援コーディネーター
の候補として育成する
ための内容を検討しま
した。

・地域で活動している
団体の代表者などの
中から数名を、生活支
援コーディネーターの
候補として育成しま
す。

・生活支援コーディ
ネーターとして、活動
の機会を的確にとら
え、地域に出向き、目
指す地域の姿・方針を
共有するとともに、地
域のニーズや資源状
況を見える化を推進し
ます。
※令和4年度までの事業
指標は、当初第１層の生
活支援コーディネーター
を中心として、日常生活
圏域(中学校区域な
ど)(第２層)でのコーディ
ネーター配置を目標とし
ていましたが、国や都道
府県が実施する研修受
講要件などもあり、配置
は困難と判断し、令和5
年度から「地域における
団体数」を対象とすること
とし、事業指標を変更し
ました。

・令和5年度の取組を
継続します。
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【5-1 生きがいに満ちた高齢者の暮らしの支援】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ー 24,012 17,396 5,687 49,922

国 県 費 ー 24,012 17,396 5,687 49,922

地 方 債 ー 0 0 0 0

そ の 他 ー 0 0 0 0

一 般 財 源 ー 0 0 0 0

63人 81人 81人 81人

63人 63人 81人

ー ー 29人 29人

ー ー ー

担当課

地域介護課

事業名

根拠法令等 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、広島県地域医療介護総合確保事業実施要綱

5 介護施設整備等補助事業

事 業 費

事 業 指 標 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)サービスの定員数

●計画に基づいて、必要とされるサービスが適切に提供されるよ
う、近隣自治体とも調整しながら取り組みます。
●｢高齢者福祉及び介護保険事業推進委員会｣をはじめ、さまざ
まな意見やニーズを反映させ、PDCAサイクルで見直します。

○第9期介護保険事業計画（令和6～8年度）に基づき、認知
症対応型共同生活介護(グループホーム)サービス及び看護小
規模多機能型居宅介護の基盤整備を実施します。また、広島
県地域医療介護総合確保事業補助金を活用し、市内の介
護・高齢者福祉施設を対象に、施設整備費用等を支援しま
す。

財

源

内

訳

目 標 値

実 績 値

事 業 指 標 看護小規模多機能型居宅介護サービスの定員数

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・将来必要な介護
サービスを提供するた
め、第8期介護保険事
業計画を作成するな
ど準備を進めました。

・第8期介護保険事業
計画に基づき、上記
サービスを提供できる
事業者を公募、指定
し、その施設整備及び
開設準備に要する経
費を県補助金を活用
し、事業者に交付しま
した。

・既存の4事業所に新
たに1事業所を加え、
利用者が適切な介護
サービスを利用できる
より良い環境を整備し
ました。また、新規事
業者が円滑に開設で
きるように協力しまし
た。

・引き続き、利用者が
適切な介護サービス
を利用できる環境づく
りに取り組みます。ま
た、新型コロナウイルス
感染拡大防止対策と
して、簡易陰圧装置の
設置費用を県補助金
を活用し、事業者に交
付します。

・引き続き、利用者が
適切な介護サービス
を利用できる環境づく
りに取り組みます。その
施設整備費用等を県
補助金を活用し、事業
者に交付します。
また、上記サービスを
提供できる事業者を
公募します。

関連する計画 大竹市第8期介護保険事業計画

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

取 組 内 容

・将来必要な介護
サービスを提供するた
め、第8期介護保険事
業計画を作成するな
ど準備を進めました。
※看護小規模多機能
型居宅介護サービス
を提供できる事業者を
令和3年度で公募する
ため、目標値や実績
値については令和4年
度以降から設定しま
す。

・上記サービスを提供
できる事業者を公募し
ましたが、応募がありま
せんでした。

・上記サービスを提供
できる事業者を再度
公募し、次年度開設に
向けて、地域密着型
サービス事業者として
指定するとともに、その
施設整備及び開設準
備に要する経費を県
補助金を活用し、事業
者に交付します。

・市内では初めての
サービスを提供するこ
とで、利用者が適切な
介護サービスを利用で
きる環境を整備しま
す。また、新規事業者
が円滑に開設できるよ
うに協力します。

上記サービスを提供で
きる事業者を公募しま
す。
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【5-2 子どもと子育てを支える体制の充実】

保育所等の待機児童数 0人 0人 0人 0人 0人

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

KPI
（重要業績評価指標）

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

保育所等への入所未決
定児童数(特定の保育所や認
定こども園を希望している児
童)

5人 3人 7人 9人

1(1) こども医療費助成事業 ひと 保健医療課

1(2)
母子保健事業（母子保健指導事業、

妊産婦等支援事業）
ひと 保健医療課

2(1)
まるっと大竹（利用者支援）事業

（母子保健）
ひと 保健医療課

2(2)
まるっと大竹（利用者支援）事業

（子育て支援）
ひと 福祉課

9 おむつ等宅配事業 ひと 福祉課

3

子ども･子育て支援事業計画の推進

（私立保育所等補助事業、施設型給付事業、市立

保育所等運営管理事業、病児・病後児保育運営委

託事業、子育て援助活動支援事業）

ひと 福祉課

5

地域子育て支援拠点事業
まるっと大竹（子育て支援センター（小方）運営管理）事業

まるっと大竹（子育て支援センター（さかえ）運営管理）事業

まるっと大竹（松ケ原こども館運営管理）事業）

ひと 福祉課

7 出産・子育て応援事業 ひと 保健医療課

４年間で
実現したい姿

妊娠期から子育て期まで切れ目のない相談・支援体制が整い、安心して子どもを
産み育てることができる家庭が増えています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　子育てへの支援体制が
充実し、子育てを行う者
が実際に｢安心して生み育
てられる｣と感じられるこ
とが重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

｢安心して子どもを生み
育てられる｣と感じる人
の割合

ー ー 62.9% 63.9% 60%

KPI
（重要業績評価指標）

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

KPI
（重要業績評価指標）

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

【KPIの考え方】
　｢健やか親子21(第2次)｣
(厚生労働省･健やか親子21
推進協議会)では、産後1か
月でEPDSが9点以上の褥婦
の割合を減少させることを
目標に掲げています。妊娠
期～出産の時期において、
母子双方に深刻な影響を与
える産後うつ病の発症を予
防することが、子育て期の
安定につながります。

産後1か月でEPDSが9点
以上の褥婦の割合

※EPDS…産後うつ病質問票
※褥婦(じょくふ)…おおむね
産後6～8週間の期間にある女
性

6.7% 3.6% 6.1% 6.5%
減　少
させる

0人

【KPIの考え方】
　子どもと保護者のニーズ
に沿った保育の受け皿の確
保と保育サービスの充実を
行うことで、仕事と子育て
の両立を支援し、安心して
子育てできる環境をつくる
ことが重要です。

6 子どもの生活・学習支援事業 ひと 福祉課
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実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

7

子ども・子育て支援事業計画の推進

(子育て短期支援事業・養育支援訪問

事業)

ひと 福祉課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

8
母子・父子福祉事業(児童扶養手当支

給事業、母子・父子自立支援事業)
ひと 福祉課

４年間で
実現したい姿

虐待児童や保護が必要な児童・家庭への迅速で適切な対応が行われています。

KPI
（重要業績評価指標）

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

【KPIの考え方】
　児童虐待の問題に対し、
発生予防、早期発見、早期
対応の取組みや保護が必要
な児童･家庭を関係機関や地
域住民と連携し支援するこ
とできるサービス･制度が確
立され、機能していること
が重要です。

要保護児童対策地域協
議会登録児童の終結率

54.8% 72.7% 67.1% 59.0% 60.0%

４年間で
実現したい姿

ひとり親家庭などが相談できる体制や経済的支援などが充実し、ひとり親が安定
した生活を送りながら安心して子育てができる環境が整っています。

KPI
（重要業績評価指標） 【KPIの考え方】

　子どもの健やかな成長
を支えるため、ひとり親
家庭の自立に向けた取組
を進めることが重要で
す。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

自立した母子･父子世帯
の割合(児童扶養手当の
給付を要しなくなった
人の割合)

8.2% 9.5% 11.3% 11.0% 10.0%
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【5-2 子どもと子育てを支える体制の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

169,987 59,492 56,493 69,385 76,539

国 県 費 133,966 11,893 9,880 12,863 14,131

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 29,137 35,702 34,102 41,622 49,587

一 般 財 源 6,884 11,897 12,511 14,900 12,821

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

根拠法令等 大竹市乳幼児等医療費支給条例、大竹市こども医療費助成条例（令和5年10月1日施行予定）

関連する計画 ー

事 業 指 標 医療費助成拡充対象者への申請勧奨率

目 標 値

実 績 値

財

源

内

訳

1(1) こども医療費助成事業

担当課

保健医療課

事業名

●子どもの疾病の早期発見と治療を促進するとともに、子どもの
成長に伴う経済的負担を軽減するため、各種事業を必要な人が
適切に受けられるよう、申請勧奨や情報発信の強化に取り組み
ます。

○中学校を卒業するまでの子どもの入院･通院に対して、医療
費の助成を行います。（令和5年9月まで）
○令和5年10月から、助成対象年齢の上限を「満18歳になっ
た日以後の最初の3月31日までの子ども」に拡充する予定で
す。（大竹市乳幼児等医療費支給条例を改正し、新たに大竹
市こども医療費助成条例を制定する予定です。（令和5年10月
1日施行予定））

【自己負担額】
通院：月4日まで
入院：月14日までは1日500円。それ以降は無料。
【県費対象者】未就学児(所得制限あり)
【市費対象者】小1～中3、未就学児(県費非該当者)
※市費対象者は、にこにここども基金を活用
※市費対象者の上限を、令和5年10月から、「満18歳になっ
た日以後の最初の3月31日までの子ども」に拡充する予定で
す。

取 組 内 容

・こども医療の対象と
なる子どもがいる転入
世帯又は新生児のい
る世帯が、こども医療
受給者証を取得して
いるか異動届を確認
し、取得していない世
帯がある場合には、申
請勧奨を行いました。

・こども医療の対象と
なる子どもがいる転入
世帯又は新生児のい
る世帯が、こども医療
受給者証を取得して
いるか異動届を確認
し、取得していない世
帯がある場合には、申
請勧奨を行いました。

・こども医療の対象と
なる子どもがいる転入
世帯又は新生児のい
る世帯が、こども医療
受給者証を取得して
いるか異動届を確認
し、取得していない世
帯がある場合には、申
請勧奨を行いました。
・市広報及び市ホーム
ページへこども医療費
助成について掲載し周
知しました。

・令和4年度の取組を
継続します。
・10月から助成対象
年齢の上限を「満18
歳になった日以後の
最初の3月31日までの
間にある子ども」に拡
充予定のため、拡充
対象者及び医療機関
などに周知します。

・令和5年度の取組を
継続します。
・市広報及び市ホーム
ページへこども医療費
助成について掲載し周
知します。
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№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

5,297 2,852 4,525 5,530 7,012

国 県 費 452 121 28 0 2,306

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 4,845 2,731 4,497 5,530 4,706

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

22,765 20,694 19,379 25,215 23,827

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 21,685 19,788 18,660 24,855 23,341

一 般 財 源 1,080 906 719 360 486

99.0% 99.0% 99.0% 99.0%

97.4% 97.2% 98.5%

63.0% 63.0% 63.0% 63.0%

57.7% 44.1% 48.9%

事業名

担当課

根拠法令等 母子保健法

関連する計画 第二期大竹市子ども･子育て支援事業計画

取組の方針 事業の概要

母子保健指導事業

1(2) 母子保健事業（母子保健指導事業、妊産婦等支援事業）

●妊産婦や乳幼児の健康の保持･増進のため、各種事業を必要
な人が適切に受けられるよう、申請勧奨や情報発信の強化に取
り組みます。

○健康診査･健康相談･訪問指導を実施します。また、不妊治
療を受けた夫婦に治療費の一部を助成します。（令和4年度か
ら助成内容を変更）令和６年度から生後１ヶ月健診の受診券
を追加します。
○新生児聴覚検査費用を一部助成します。

事業費(単位：千円)

妊産婦等支援事業

事業費(単位：千円)

※令和4年度までの「妊産婦歯科健康診査事業」「妊婦乳幼児健康診査事業」「妊産婦健康診査等支援事業」「不妊治療費助成事

業」を統合し「妊産婦等支援事業」としています。（令和2～4年度の事業費・財源は各事業の合算）

事 業 指 標 妊娠11週までに妊娠届を行う割合

財

源

内

訳

財

源

内

訳

目 標 値

実 績 値

事 業 指 標 妊産婦歯科健康診査の受診率(妊婦)

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・広報活動により、周
知しました。

・広報活動により、周
知しました。

・広報活動により、周
知しました。

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。

保健医療課

取 組 内 容

・母子健康手帳交付時と
パパママスクールで制度
を説明し、歯科健診の受
診を促しました。
・妊婦の受診率は向上し
ましたが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響による
受診控えからか、産婦の
受診率は若干減少しまし
た。

・母子健康手帳交付
時とパパママスクール
で制度を説明し、歯科
健診の受診を促しまし
た。

・母子健康手帳交付
時とパパママスクール
で制度を説明し、歯科
健診の受診を促しまし
た。

・母子健康手帳交付
時とパパママスクール
や産前レターで制度を
周知し、歯科健診の
受診を促します。

・令和5年度の取組を
継続します。
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№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

50.0% 50.0% 50.0% 50.0%

35.9% 41.5% 38.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

106.0% 96.6% 100.0%

35人 22人 22人 22人

19人 29人 12人

事 業 指 標 妊産婦歯科健康診査の受診率(産婦)

目 標 値

担当課

保健医療課

事業名

実 績 値

・母子健康手帳交付時と
乳児健康相談(4か月児
健診)で制度を説明し、歯
科健診の受診を促しまし
た。
・妊婦の受診率は向上し
ましたが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響による
受診控えからか、産婦の
受診率は若干減少しまし
た。

・母子健康手帳交付
時と、乳児健康相談
(4か月児健診)で制度
を説明し、歯科健診の
受診を促しました。

・母子健康手帳交付
時と、乳児健康相談
(4か月児健診)で制度
を説明し、歯科健診の
受診を促しました。

・母子健康手帳交付
時と、乳児健康相談
(4か月児健診)や10ヶ
月児面談で制度を周
知し、歯科健診の受
診を促します。

・令和5年度の取組を
継続します。

事 業 指 標 不妊治療支援制度の年間利用者数

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・次のことを行いました。
■申請漏れのないよう、
未申請者には乳児健康
相談(4か月児健診)の前
にチェックして、申請書を
健診案内に同封しまし
た。
■年度末に再度、未申
請者に通知を行いまし
た。
※実績値が100%を超えるのは、
年度内に出産した人数に対する
利用者(過年度に出産した人も含
む)の割合としているため。

・申請漏れのないよ
う、未申請者には乳児
健康相談(4か月児健
診)の前にチェックし
て、申請書を健診案
内に同封(継続実施)
しました。

※令和2年度までは申
請期限を設けてなかっ
たため、今年度から新
しく設けました。

・申請漏れのないよ
う、未申請者には乳児
健康相談(4か月児健
診)の前にチェックし
て、申請書を健診案
内に同封(継続実施)
しました。

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。

取 組 内 容

・広島県の不妊治療支援
事業による助成額を費用
から除いた自己負担額の
一部を、市が助成するこ
とで不妊治療の負担を軽
減し治療を受けやすい環
境を整備しました。
・令和元年度から、助成
対象となる治療区分を拡
大したところ、全体で19
件、うち対象拡大に係る
件数は8件でした。

1(2) 母子保健事業（母子保健指導事業、妊産婦等支援事業）

取 組 内 容

実 績 値

事 業 指 標 妊産婦健康診査等支援制度の利用率

目 標 値

・広島県の不妊治療支援
事業による助成額を費用
から除いた自己負担額の
一部を、市が助成すること
で不妊治療の負担を軽減
し治療を受けやすい環境を
整備しました。特定不妊治
療費は、令和4年度から保
険診療に移行するため、
現行制度は令和4年度に
経過措置のみを継続して
終了します。
・令和3年度からは、広島
県も所得制限を撤廃した
ので、広島県及び大竹市
が助成した件数は29件で
した。

・広島県の不妊治療支援
事業による助成額を費用
から除いた自己負担額の
一部を、市が助成すること
で不妊治療の負担を軽減
し治療を受けやすい環境を
整備しました。保険診療に
移行したことに伴い、経過
措置として特定不妊治療
費助成事業を実施しまし
た。
・広島県が実施する特定
不妊治療と併用して行わ
れる先進医療等の治療費
の一部助成事業を開始し
ました。先進医療等の治療
費の一部助成の申請件数
は、0件でした。

・不妊治療の負担を軽
減し治療を受けやすい
環境を整備します。
・広島県が実施する特
定不妊治療と併用し
て行われる先進医療
等の治療費の一部助
成事業を実施します。

・不妊治療の負担を軽
減し治療を受けやすい
環境を整備します。
・広島県が実施する特
定不妊治療と併用し
て行われる先進医療
等の治療費の一部助
成事業を実施します。
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№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

2,338 8,172 4,365 6,088 22,703

国 県 費 626 2,775 3,455 4,951 19,719

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 46 46

一 般 財 源 1,712 5,397 910 1,091 2,938

100% 100% 100% 100%

ー 未実施 0%

担当課

財

源

内

訳

（単位：千円）

保健医療課

事業名

根拠法令等 母子保健法

関連する計画 第二期大竹市子ども･子育て支援事業計画

取組の方針

2(1) まるっと大竹（利用者支援）事業（母子保健）

事 業 指 標 産後ケア事業利用率

事 業 費

●「おおたけ版ネウボラ」をより効果的に実施するために、母子保
健コーディネーターと子育て支援コーディネーターの連携を強化
します。

○妊娠期から子育て期にわたる母子保健や育児に関する様々な悩み
などに円滑に対応するため、保健師などが専門的な見地から相談支
援などを実施します。
○「おおたけ版ネウボラ」の拡充のため、広島県独自の仕組みとして全
県展開を図る「ひろしま版ネウボラ」の導入を令和6年度に予定してお
り、導入に向けた準備として、令和5年10月から「ひろしま版ネウボラ構
築事業」を実施する予定です。令和6年度から、「ひろしま版ネウボラ」
を本格実施します。

「ひろしま版ネウボラ」…漏れ・切れ目のない定期面談の実施（妊娠期
から子どもが3歳になるまでの間に計7回以上、定期的に面談を実施）
や、地域における関係機関との連携により、子育て家庭が抱えるリスク
を早期に発見し、予防的な支援につなげる仕組みとして、広島県が全
県展開を図るもの。

取 組 内 容

・令和2年度に、産婦
健康診査事業を立ち
上げ、令和3年度開始
予定の産後ケア事業
の準備を行いました。

・福祉課や子育て支
援センターとの連携手
法などについて協議
し、令和４年度は一般
を対象とした育児相談
日として共催すること
を決定しました。
・支援が必要な妊産
婦に対する各種サービ
スを開始できませんで
した。
・アセスメントの結果、
支援が必要な妊産婦
を特定妊婦（虐待防
止の観点から一定の
判定基準による決定さ
れた妊婦）や中間層
（一般的な対応より関
わりを密にとる）に係る
判断基準を定め、運
用を開始しました。

・支援が必要な妊産
婦に対しては、産前か
ら電話相談等の支援
を実施しました。
・産後ケア（宿泊型）に
ついては、利用はな
かったが、該当者には
事業の紹介をしまし
た。
・妊娠届出時・妊娠後
期・出産後の全数把
握に向けた支援方法
について整理した。
・子育て支援センター
と共催で、育児相談を
実施し、気になるケー
スについては随時情
報共有しました。
・ひろしま版ネウボラ導
入に向けて、課題や今
後のスケジュールにつ
いて整理しました。

・次のことに取り組みま
す。
■アセスメントの結果、
支援が必要な妊産婦
に対する各種サービス
の実施体制確保
産後ケアが必要な対
象者にサービス提供
予定。
■妊産婦・乳幼児の
全数把握に向けた準
備
■子育て支援セン
ターなどの関係機関と
連携確立
■10月～ひろしま版
ネウボラ構築事業開
始

・次のことに取り組みま
す。
■アセスメントの結果、
支援が必要な妊産婦
に対する各種サービス
の実施
対象者は希望する全
ての産婦に変更したた
め、予算増額

■妊産婦・乳幼児の
全数把握

■子育て支援セン
ターなどの関係機関と
の連携確立
■ひろしま版ネウボラ
実施

目 標 値

実 績 値

事業の概要
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№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

823 1,850 4,912 5,628 9,342

国 県 費 548 1,542 4,093 4,690 7,785

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 275 308 819 938 1,557

1 1 1 1

1 1 1

事業名

根拠法令等 子ども・子育て支援法

関連する計画 第二期大竹市子ども･子育て支援事業計画

2(2) まるっと大竹（利用者支援）事業（子育て支援）

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 利用者支援事業の実施箇所数

財

源

内

訳

●「おおたけ版ネウボラ」をより効果的に実施するために、母子保
健コーディネーターと子育て支援コーディネーターの連携を強化
します。

○子どもとその保護者、また妊娠している人が、教育･保育施設
や地域の子育て支援事業などを円滑に利用できるよう、コー
ディネーターが相談に応じ、情報提供や助言、関係機関との連
絡調整を行います。

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・子育て支援センター
どんぐりHOUSEに子育
て支援コーディネー
ターを配置し、子育て
カレンダーの毎月発行
や、オンライン個別相
談などを実施しまし
た。

※子育てカレンダー…
市内で行われる子育
てに関係する行事など
が掲載されているカレ
ンダー。

・子育て支援コーディ
ネーターを配置し、子
育てカレンダーの毎月
発行や、オンライン個
別相談などを実施しま
した。

・子育て支援センター
どんぐりHOUSEを市役
所敷地内の新施設に
移転し、保健医療課と
福祉課が連携して、ワ
ンストップで子育て支
援できる体制を整えま
した。

・利用者支援に係る職
員を増員させるととも
に、市、保育施設、関
係機関との連携を強
化し、子育てしやすい
環境を整えます。

・令和5年度の取組を
継続します。

担当課

福祉課
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№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

349,024 229,001 25,021 31,640 31,778

国 県 費 224,616 165,933 11,735 14,848 13,778

地 方 債

そ の 他 115,100 49,645

一 般 財 源 9,308 13,423 13,286 16,792 18,000

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

301,449 335,844 360,669 411,999 485,790

国 県 費 210,980 235,436 255,807 299,518 347,424

地 方 債

そ の 他 11,018 10,170 6,542 9,332 10,295

一 般 財 源 79,451 90,238 98,320 103,149 128,071

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

694,644 904,873 204,007 234,635 563,132

国 県 費 196,149 14,994 5,019 4,632 14,267

地 方 債 258,400 364,700 271,700

そ の 他 84,019 365,818 75,242 17,435 62,535

一 般 財 源 156,076 159,361 123,746 212,568 214,630

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

11,839 12,213 12,082 12,178 11,964

国 県 費 5,078 5,700 5,690 8,050 7,708

地 方 債

そ の 他 330 1,378 1,374 1,378 1,374

一 般 財 源 6,431 5,135 5,018 2,750 2,882

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

300 1,022 1,200 1,000 1,000

国 県 費 0 0 800 666 666

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 300 1,022 400 334 334

担当課

福祉課

事業費(単位：千円)

病児・病後児保育運営委託事業

財

源

内

訳

財

源

内

訳

根拠法令等 児童福祉法、子ども･子育て支援法

関連する計画 第二期大竹市子ども･子育て支援事業計画

取組の方針 事業の概要

私立保育所等補助事業

事業費(単位：千円)

○公立保育所再編整備、私立保育施設の整備などにより、待
機児童の解消などを行います。また病児保育運営委託事業、
子育て援助活動支援事業を実施し、子育て家庭が安心して子
どもを預けられる環境整備を行います。

財

源

内

訳

施設型給付事業

事業費(単位：千円)

子育て援助活動支援事業

事業費(単位：千円)

財

源

内

訳

財

源

内

訳

事業名

3
子ども･子育て支援事業計画の推進
（私立保育所等補助事業、施設型給付事業、市立保育所等運営管理事業、病児・病
後児保育運営委託事業、子育て援助活動支援事業）

●大竹市公立保育所等再編基本方針に基づき、小方･玖波地区の公
立保育施設の再編整備を令和4(2022)年度までに、大竹地区の公立
保育施設の再編整備を令和6(2024)年度までに完了し、受入体制の確
保と保育サービスの拡充を行います。
●大竹地区に令和4(2022)年度から開設できる私立保育施設を新たに
公募し、保育の受け皿の確保や多様な保育ニーズへの対応を行いま
す。

事業費(単位：千円)

市立保育所等運営管理事業

市立保育所等整備事業
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【5-2 子どもと子育てを支える体制の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

3 5 5 5

3 3 5

750人 750人 750人 750人

750人 750人 750人

50日 50日 50日 50日

0日 0日 8日

担当課

福祉課

事 業 指 標 子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター)の年間利用日数(延数)

目 標 値

事 業 指 標 延長保育を実施する保育所などの数

目 標 値

実 績 値

事 業 指 標 病児･病後児保育年間利用可能人数(延数)

実 績 値

・令和5年度の取組を
継続します。

取 組 内 容

・育児など子育ての援
助をして欲しい人や援
助をしたい人が会員と
なる組織を設立し、地
域で子育て援助活動
をすることで、仕事と育
児の両立支援と地域
の子育て支援を行い
ました。
・会員養成講座の開
催を予定していたが、
参加者がなく会員確
保ができなかったた
め、実施できませんで
した。

・会員確保のためのPR
や、本格実施のための
準備を行いました。

・事業の定着･継続を
行うため、会員の確保
及びチラシ等配布し制
度の周知を行いまし
た。

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。

実 績 値

取 組 内 容

・市内3私立保育施設
において、1日につき
11時間を超える保育
(延長保育)を実施しま
した。

・市内3私立保育施設
において延長保育を
実施しました。
・公立保育所での延
長保育実施に向けた
準備を行いました。

・令和4年度新設の私
立保育施設と公立保
育施設において延長
保育を実施しました。

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。

取 組 内 容

・独立行政法人国立
病院機構広島西医療
センターに委託して、
保護者の勤務の都合
などにより、家庭で保
育できない病気や回
復期の児童に対する
病児･病後児保育を実
施しました。

・独立行政法人国立
病院機構広島西医療
センターに委託して、
保護者の勤務の都合
などにより、家庭で保
育できない病気や回
復期の児童に対する
病児･病後児保育を実
施しました。

・独立行政法人国立
病院機構広島西医療
センターに委託して、
保護者の勤務の都合
などにより、家庭で保
育できない病気や回
復期の児童に対する
病児･病後児保育を実
施しました。

・令和4年度の取組を
継続します。

3
子ども･子育て支援事業計画の推進（私立保育所等補助事業、施設
型給付事業、市立保育所等運営管理事業、病児・病後児保育運営
委託事業、子育て援助活動支援事業）

目 標 値

事業名
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【5-2 子どもと子育てを支える体制の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

111 0 34 189 189

国 県 費 58 0 22 124 124

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 22 0 0 1 1

一 般 財 源 31 0 12 64 64

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 0 0 0 0

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 0 0 0 0 0

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

7,466 7,344 7,759 11,408 13,049

国 県 費 0 4,332 1,884 5,914 8,698

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 7,466 3,012 5,875 5,494 4,351

担当課

子育て短期支援事業

事業費(単位：千円)

養育支援訪問事業

事業費(単位：千円)

まるっと大竹（児童福祉相談）事業

ヤングケアラー支援体制強化事業

児童福祉法

第二期大竹市子ども･子育て支援事業計画

取組の方針 事業の概要

4

子ども･子育て支援事業計画の推進
　子育て短期支援事業･養育支援訪問事業
　 まるっと大竹（児童福祉相談）事業
　 ヤングケアラー支援体制強化事業

根拠法令等

福祉課

財

源

内

訳

財

源

内

訳

財

源

内

訳

●虐待などのリスクを抱える家庭への専門的な対応・支援のため
に｢子ども家庭総合支援拠点｣を設置し、虐待児童や保護が必要
な児童・家庭への迅速で適切な対応を行います。
●子育て包括支援センター(おおたけ版ネウボラ)との連携をはじ
め、児童虐待の防止や保護を必要とする児童・家庭、育児不安
家庭などを支援するための組織横断体制を確立し、支援機能を
強化します。

○子育て短期支援事業
・【ショートステイ】保護者が疾病、疲労などの理由により、家庭
における子どもの養育が一時的に困難な場合に児童養護施設
などで子どもを一定期間預かります。
・【トワイライトステイ】保護者が仕事などの理由により平日の夜
間や休日に不在となり、家庭での子どもの養育が困難な場合に
児童養護施設などで子どもを保護し、生活指導、食事の提供
などを行います。
○養育支援訪問事業
　児童への虐待や育児不安を抱えているなど養育支援が特に
必要な家庭を保健師などが訪問し、養育に関する指導･助言
などを行います。
○児童福祉相談事業（家庭児童相談）
　専門知識を有する相談員が、保護者等に対し、0歳から18歳
未満までの児童の養護・障害・非行・育成などについての相
談・助言を行うことにより、児童虐待の防止を図ります。
　また、ヤングケアラーに対する支援体制を構築するため、相
談員を1名増員し、相談体制の強化を図ります。

事業費(単位：千円)

関連する計画

事業名
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【5-2 子どもと子育てを支える体制の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

42日 42日 42日 42日

42日 42日 42日

15人 15人 15人 15人

未実施 未実施

福祉課

担当課

事業名

事 業 指 標 子育て短期支援事業(ショートステイ)の年間利用可能日数(延数)

4

子ども･子育て支援事業計画の推進
　子育て短期支援事業･養育支援訪問事業
　 まるっと大竹（児童福祉相談）事業
　 ヤングケアラー支援体制強化事業

事 業 指 標 養育支援訪問事業の利用者数(延数)

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・平成29年度から子
育て短期支援事業
(ショートステイ)を開始
しまた。令和2年度か
ら、新たにトワイライトス
テイを開始しました。

・子育て短期支援事
業の受入先（ショートス
テイ）を5施設から6施
設に拡充しました。

・子育て家庭へのセー
フティネット事業とし
て、本当に困った時
に、必要な支援を受け
られるため引き続き実
施しました。

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・養育支援訪問事業
の実施に向けた研究
を行いました。

・引き続き養育支援訪
問事業の実施に向け
た研究を行いました。

・養育支援訪問事業
の実施に向け、保健
師と連携協議を行い、
要綱の策定を目指し
ます。

・本格実施に向けた取
組を行います。
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【5-2 子どもと子育てを支える体制の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

23,640 24,313 24,735 24,685 25,923

国 県 費 14,606 17,806 16,490 16,455 17,281

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 1 1

一 般 財 源 9,034 6,507 8,245 8,229 8,641

19,000人 19,000人 19,000人 19,000人

9,474人 8,713人 11,605人

担当課

福祉課

事業名

根拠法令等 児童福祉法

関連する計画 第二期大竹市子ども･子育て支援事業計画

5

地域子育て支援拠点事業
  まるっと大竹（子育て支援センター（小方）運営管理）事業
  まるっと大竹（子育て支援センター（さかえ）運営管理）事業
  まるっと大竹（松ケ原こども館運営管理）事業）

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 地域子育て支援拠点(どんぐりHOUSE、さかえ、松ケ原)の年間利用者数(延数)

財

源

内

訳

●令和4(2022)年度に市役所敷地内に子育て支援センターどん
ぐりHOUSEを移転新築し、子育て支援に関する講座や情報発信
などを積極的に行います。
●市役所、保育施設、子育て世代包括支援センターを同一敷
地内に集約し、すべての子育て家庭に対するワンストップでの支
援体制を構築します。

○乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子
育てについての相談、情報提供、助言その他の援助を行いま
す。現在、子育て支援センターどんぐりHOUSE、さかえ子育て支
援センター、松ケ原こども館の3施設で実施しています。

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・地域全体で子育てを
支援する環境づくりの
拠点として、子育て支
援センターどんぐり
HOUSE、さかえ子育て
支援センター、松ケ原
こども館の3施設にお
いて、各種行事の実
施や、子育てについて
の相談、情報提供、助
言などを行いました。

※新型コロナウイルス
感染拡大の影響によ
り、利用者数が減少し
ています。

・乳幼児とその保護者
が利用しやすよう、そ
れぞれの施設におい
て、各種行事の実施
や、子育てについての
相談、情報提供、助
言などを行いました。

※新型コロナウイルス
感染拡大の影響によ
り、利用者数が減少し
ています。

・乳幼児とその保護者
が利用しやすよう、そ
れぞれの施設におい
て、各種行事の実施
や、子育てについての
相談、情報提供、助
言などを行いました。

※引き続き新型コロナ
ウイルス感染状況等を
勘案し、イベント等定
員を設けながら実施し
ました。

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。
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【5-2 子どもと子育てを支える体制の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ー ー ー 4,500 14,000

国 県 費 ー ー ー 3,000 10,500

地 方 債 ー ー ー 0 0

そ の 他 ー ー ー 0 0

一 般 財 源 ー ー ー 1,500 3,500

3団体 3団体

財

源

内

訳

●「子どもの貧困対策の推進に関する法律」や「経済対策運営と
改革の基本方針」（令和4年6月7日閣議決定）などに基づき、各
種団体が主体的に行う子ども食堂などさまざまな子どもの居場所
づくりや子どもの貧困解消・見守り強化につながる活動を支援し、
子どもの貧困対策を総合的に推進します。

6

担当課

○市内のNPO法人などが行う子ども食堂や学習支援などの居
場所づくりに対して、国の補助金を活用した支援を行います。

子ども食堂や学習支援等のこどもの居場所づくりに取り組む団体数

子どもの貧困対策の推進に関する法律、経済対策運営と改革の基本方針」（令和4年6月7日閣議決定）

ー

取組の方針 事業の概要

目 標 値

根拠法令等

取 組 内 容

・市内のNPO法人など
が行う子ども食堂や学
習支援などの居場所
づくりに対して、補助金
を支出します。

・令和5年度の取組を
継続します。

実 績 値

（単位：千円）

事 業 費

福祉課

事業名

子どもの生活・学習支援事業

事 業 指 標

関連する計画
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【5-2 子どもと子育てを支える体制の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ー ー 17,931 14,133 15,316

国 県 費 ー ー 14,941 11,777 12,797

地 方 債 ー ー 0 0 0

そ の 他 ー ー 0 0 0

一 般 財 源 ー ー 2,990 2,356 2,519

100% 100% 100%

99.7%

事業名

担当課

保健医療課

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

●妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、さま
ざまなニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援の
充実と経済的支援を一体的に実施します。

○妊娠中から出産・子育て期までを安心して過ごすことができ
るよう「伴走型相談支援」を行い、併せて、経済的支援として、
出産・子育て世帯に10万円（妊娠時に5万円、出産時に子ども
1人あたり5万円）を給付します。

「伴走型相談支援」…妊産婦が抱えるさまざまな不安を解消す
るため、市の保健師など（おおたけ版ネウボラの相談員）が、妊
娠届時の「親子（母子）健康手帳交付時の面接」と、産後の「こ
んにちは赤ちゃん訪問」のほか、妊娠から子育てまで一貫して
ご家庭に寄り添うものです。

根拠法令等 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

関連する計画 ー

7 出産・子育て応援事業

取組の方針 事業の概要

事 業 指 標 出産・子育て応援事業の申請率

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・令和4年4月1日以降
に出生した児童及び
妊娠届を提出した方
に対して、給付金を支
給しました。支給条件
となる妊婦・子育て世
帯が出産・育児等の
見通しを立てるための
面談などは、妊娠の届
出時、妊娠8か月頃、
出生後に実施しまし
た。
・事業開始（令和5年1
月30日）前に出生及
び妊娠届を提出した
方に対して、申請勧奨
を実施しました。

・申請漏れのないよ
う、申請管理簿により
未申請者に対して勧
奨します。

・令和5年度の取組を
継続します。
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【5-2 子どもと子育てを支える体制の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

87,630 86,150 81,868 86,632 88,843

国 県 費 29,195 28,702 27,272 28,852 29,584

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 58,435 57,448 54,596 57,780 59,259

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

180 951 951 4,382 5,169

国 県 費 56 634 634 3,205 3,571

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 1 1

一 般 財 源 124 317 317 1,176 1,597

6人 6人 6人 6人

2人 1人 1人

担当課

福祉課

事業名

取組の方針 事業の概要

8
母子･父子福祉事業
（児童扶養手当支給事業、母子･父子自立支援事業）

●児童扶養手当の受給者に対し、子育てや生活に関する情報
提供や自立に必要な相談支援を行います。
●高等職業訓練促進給付金などの制度を積極的に利用できる
よう周知します。
●母子･父子自立支援員によるきめ細かな相談対応を行い、経
済的自立に向けた必要な支援につなげます。

○児童扶養手当支給事業は、ひとり親家庭等の生活の安定と
自立を促し、児童の福祉の増進を図るため手当の支給を行い
ます。
○母子･父子自立支援事業は、ひとり親家庭などの就業支援
事業として、自立支援教育訓練給付金や高等職業訓練促進
給付金の支給を行います。また、ひとり親家庭などの生活の安
定と児童の福祉の増進を図るため、修学、修業などにかかる各
種資金の貸付を行います。なお、母子･父子自立支援員による
自立に向けての相談、指導、情報提供も行います。

・就業に必要な資格や
技能習得を支援する
ための｢自立支援教育
訓練給付金｣や｢高等
職業訓練促進給付
金｣などの給付、修業･
就学などに必要な各
種資金の貸付、母子･
父子自立支援員によ
るひとり親家庭などの
自立に必要な相談や
指導を行いました。

・ひとり親家庭などの
自立に必要な相談や
指導を行い、給付金
などの制度を積極的
に利用できるよう周知
しました。

・令和4年度の取組を
継続します。

根拠法令等 児童扶養手当法、母子及び父子並びに寡婦福祉法

関連する計画 第二期大竹市子ども･子育て支援事業計画

目 標 値

実 績 値

児童扶養手当支給事業

事業費(単位：千円)

母子・父子自立支援事業

事業費(単位：千円)

事 業 指 標 母子家庭･父子家庭自立支援給付金年間利用者数

財

源

内

訳

財

源

内

訳

取 組 内 容

・就業に必要な資格や
技能習得を支援する
ための｢自立支援教育
訓練給付金｣や｢高等
職業訓練促進給付
金｣などの給付、修業･
就学などに必要な各
種資金の貸付、母子･
父子自立支援員によ
るひとり親家庭などの
自立に必要な相談や
指導を行いました。

・令和5年度の取組を
継続します。

153



【5-2 子どもと子育てを支える体制の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ー ー ー ー 14,601

国 県 費 ー ー ー ー 0

地 方 債 ー ー ー ー 0

そ の 他 ー ー ー ー 0

一 般 財 源 ー ー ー ー 14,601

ー ー ー ー 95%

ー ー ー ー ー

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 おむつ等宅配事業の申込者数の割合

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

おむつ等宅配（大竹市
子育て用品支給及び
見守り・子育てサポー
ト情報提供等）業務の
受託者を公募型プロ
ポーザル方式により選
定し、選定された業者
と業務委託契約を締
結します。10月から宅
配が開始できるよう受
託者と調整しながら準
備を進め、対象者へ
の周知を積極的に行
います。

事業名

9 おむつ等宅配事業

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

●すべての子どもの命を守るため、満３歳までの乳幼児を持つ保
護者等と定期的に関わりを持ち、関係性を築いていきます。
●様々なことに気づき、乳幼児と保護者等に寄り添った手厚い支
援に繋げていくことで、虐待を予防する取り組みを行います。
●保育所等の保育料の無償化の対象外である満３歳児までの
乳幼児を持つ保護者に対する支援を行います。

○子育て経験のある配達員による「おむつ等の宅配サービス」
に併せて、母子の健康状態の確認、保護者からの相談対応や
子育てサポート情報の提供等を行います。
（１）「おむつ等の宅配サービス」
　生後２カ月から満３歳の誕生月までの乳幼児のいる家庭に、
乳幼児１人当たり３，０００円相当（税抜き）のおむつ等をあらか
じめ用意したカタログの中から保護者が選定し、市が受託者を
通じて定期的（２カ月に１回）に自宅まで配達し、提供します。
（２）定期的な見守りと子育てサポート情報の提供
　紙おむつ等の生活消耗品等を配達する際に、子育て経験の
ある配達員が、配達ごとに母子の健康状態を確認するととも
に、不安や心配なことがないかなどの声を掛け、必要に応じて
保護者の相談に乗ることで、親子を見守るとともに、乳幼児の
健やかな成長に役立つ様々な子育てサポート情報を届けま
す。気になる様子があったり、専門機関等の支援が必要な場
合は、市関係部署や広島県西部こども家庭センター等の関係
機関と連携し、必要な子育て支援サービスに繋げます。

担当課

福祉課
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【5-3 障害のある人が自分らしく生きるための支援】

障害者総合支援事業

まるっと大竹（障害者等相談支援）事業

障害者等地域生活支援事業

まち 福祉課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1

3人

2(2) 精神障害者医療費助成事業 まち 保健医療課

2(1) 重度心身障害者医療費助成事業 まち 保健医療課

４年間で
実現したい姿

障害のある人が住み慣れた地域で自立し、安心して暮らしています。

KPI
（重要業績評価指標）

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）【KPIの考え方】

　在宅支援のサービスな
どの利用が進み、施設入
所から地域での生活に移
行する人が増えること
で、誰もがお互いを大切
にし、認め支え合い、生
きがいを持って暮らせる
共生社会の実現に近づい
ていると考えます。

施設入所から地域生活
へ移行した人数

0人 0人 0人 0人
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【5-3 障害のある人が自分らしく生きるための支援】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

500,672 525,274 540,904 587,860 587,372

国 県 費 375,502 393,954 405,676 440,895 440,529

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 125,170 131,320 135,228 146,965 146,843

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

45,837 45,637 44,341 55,436 57,397

国 県 費 23,176 22,294 21,466 18,576 22,815

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 22,661 23,343 22,875 36,860 34,582

1人 2人 3人 3人

0人 0人 0人

担当課

福祉課

事業名

障害者等自立支援給付事業

事業費(単位：千円)

障害者等地域生活支援事業

財

源

内

訳

事業の概要

根拠法令等 障害者総合支援法

関連する計画 第3次障害者基本計画、第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画

1
障害者総合支援事業
まるっと大竹（障害者等相談支援）事業
障害者等地域生活支援事業

●支援が必要な人に対し、障害福祉サービスの利用を促すため
の周知を行います。
●障害のある人の自立した地域生活を支援するための拠点づくり
に向けて検討を進めます。

○身体･知的･精神･発達･高次脳機能障害や一定の難病患者
を対象に、地域での暮らしや、尊厳のある生活を支える介護や
訓練、医療などを提供します。

取 組 内 容

・市広報の点訳や音
訳、手話奉仕員や要
約筆記者の派遣を実
施しました。
・市の障害に係る施策
をまとめた冊子を配布
しました。
・障害福祉に関する住
民アンケートを実施し
ました。
・当事者団体や障害
福祉サービス提供事
業所が参加する部会
の運営を行いました。

・市広報の点訳や音
訳、手話奉仕員や要
約筆記者の派遣を実
施しました。
・市の障害に係る施策
をまとめた冊子を配布
しました。
・当事者団体や障害
福祉サービス提供事
業所が参加する部会
の運営を行いました。

・制度を分かりやすく
伝えるとともに、障害に
応じた多様な情報媒
体を模索します。
・地域相談支援の対
象者や事業者をサ
ポートしていきます。

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。

事業費(単位：千円)

事 業 指 標 地域相談支援(地域移行支援)の支給決定者数(累計)

目 標 値

実 績 値

財

源

内

訳

取組の方針
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【5-3 障害のある人が自分らしく生きるための支援】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

85,474 80,314 78,906 90,843 90,449

国 県 費 44,339 41,339 41,316 45,403 45,200

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 3,869 2,983 2,656 1,482 1,627

一 般 財 源 37,266 35,992 34,934 43,958 43,622

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

担当課

保健医療課

事業名

事 業 費

財

源

内

訳

根拠法令等 大竹市重度心身障害者医療費支給条例

関連する計画 ー

2(1) 重度心身障害者医療費助成事業

●重度心身障害のある人の医療費への助成を行い、重症化の
予防に取り組みます。

○重度心身障害者の入院･通院に対して、医療費の助成を行
います。

【自己負担額】
通院：月4日まで
入院：月14日までは1日200円。それ以降は無料。
【対象者】
・身体障害者手帳1～3級所持者

・療育手帳Ⓐ、Ａ、Ⓑ所持者

※本人又は扶養義務者の所得制限あり

取組の方針 事業の概要

取 組 内 容

・前年度に所得制限に
より非該当となった重
度心身障害者医療受
給者に対し、次年度に
申請勧奨を行いまし
た。

・前年度に所得制限に
より非該当となった重
度心身障害者医療受
給者に対し、次年度に
申請勧奨を行いまし
た。

・前年度に所得制限に
より非該当となった重
度心身障害者医療受
給者に対し、次年度に
申請勧奨を行いまし
た。
・市広報及び市ホーム
ページへ重度心身障
害者医療費助成につ
いて掲載し周知しまし
た。

・前年度に所得制限に
より非該当となった重
度心身障害者医療受
給者に対し、次年度に
申請勧奨を行います。
・市広報及び市ホーム
ページへ重度心身障
害者医療費助成につ
いて掲載し周知しま
す。

・前年度に所得制限に
より非該当となった重
度心身障害者医療受
給者に対し、次年度に
申請勧奨を行います。
・市広報及び市ホーム
ページへ重度心身障
害者医療費助成につ
いて掲載し周知しま
す。

事 業 指 標 所得制限を理由とする非該当者への次年度申請勧奨率

目 標 値

実 績 値

（単位：千円）

157



【5-3 障害のある人が自分らしく生きるための支援】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

ー 1,255 919 846 861

国 県 費 ー 353 258 418 424

地 方 債 ー 0 0 0 0

そ の 他 ー 0 0 0 0

一 般 財 源 ー 902 661 428 437

ー ー 100% 100%

ー ー ー

事業名

担当課

根拠法令等 大竹市精神障害者医療費支給条例

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

2(2) 精神障害者医療費助成事業

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 所得制限を理由とする非該当者への次年度申請勧奨率

目 標 値

実 績 値

財

源

内

訳

保健医療課

●精神障害のある人の医療費への助成を行い、重症化の予防
に取り組みます。

○精神障害者の通院に対して、医療費の助成を行います。

【自己負担額】
通院：月4日までは1日200円。それ以降は無料。
【対象者】
精神障害者手帳1級所持者かつ自立支援医療受給者(精神
通院医療)
※本人又は扶養義務者の所得制限あり

取 組 内 容

※令和3年度からの新
規事業

・次年度に申請勧奨を
行うため、目標値や実
績値については令和4
年度以降からとしま
す。

・福祉課へ精神障害
者手帳1級所持者か
つ自立支援医療受給
者(精神通院医療)へ
の通知を依頼し、精神
障害者医療費助成事
業の周知を行いまし
た。
・市広報及び市ホーム
ページへ精神障害者
医療費助成事業につ
いて掲載し周知しまし
た。
・当助成事業ができる
ようにシステム改修を
行いました。

・前年度に所得制限に
より非該当となった精
神障害者医療受給者
はいませんでした。
・市広報及び市ホーム
ページへ精神障害者
医療費助成事業につ
いて掲載し周知しまし
た。

・前年度に所得制限に
より非該当となった精
神障害者医療受給者
に対し、申請勧奨を行
います。
・市広報及び市ホーム
ページへ精神障害者
医療費助成事業につ
いて掲載し周知しま
す。

・前年度に所得制限に
より非該当となった精
神障害者医療受給者
に対し、申請勧奨を行
います。
・市広報及び市ホーム
ページへ精神障害者
医療費助成事業につ
いて掲載し周知しま
す。
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【5-4 見守り支え合う地域福祉の推進】

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1(1)
まるっと大竹（他機関協働等）事

業
まち 地域介護課

1(2) 地域福祉団体育成事業 まち 地域介護課

1(3) 地域福祉活動推進事業 まち 地域介護課

2(1)

介護予防･日常生活支援総合事業

（介護予防･生活支援サービス事業

【介護保険特別会計】）

まち 地域介護課

2(2) 地域見守り活動事業 まち 地域介護課

４年間で
実現したい姿

地域住民・事業者・ボランティア・行政の連携により、高齢者や社会的な支援
が必要な人への見守りの輪が市全体に広がっています。住民同士で困りごとを
解決できる顔の見える地域づくりが進んでいます。

KPI
（重要業績評価指標） 【KPIの考え方】

　自主的な地域福祉活動
への関心が高まり、必要
な人材が増えることが重
要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

｢ボランティア活動に参
加したいと思う｣と答え
た市民の割合

69% 38% 63.8% 65.0% 70%

KPI
（重要業績評価指標） 【KPIの考え方】

　住民同士で困りごとを
解決できる地域づくりの
ためには、普段から近所
同士で付き合いがあるこ
とが重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

近所との関わりの程度 14.6% 51.0% 13.1% 14.0% 40.0%
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【5-4 見守り支え合う地域福祉の推進】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

12,000 17,250 17,602 17,115 68,024

国 県 費 9,000 14,250 14,025 14,025 39,109

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 9,990

一 般 財 源 3,000 3,000 3,577 3,090 18,925

3団体 10団体 20団体 30団体

ー 0団体 0団体

（単位：千円）

●地域共生社会づくりの中心となる中核機関の整備を行い、組
織的な包括的相談支援を行います。

担当課

地域介護課

事業名

取組の方針 事業の概要

根拠法令等 社会福祉法

関連する計画 第3期大竹市地域福祉計画

1(1) まるっと大竹（他機関協働等）事業

事 業 費

事 業 指 標 中核機関の構成団体数　　※重層的支援体制に変わることにより令和3年度から指標を変更

財

源

内

訳

目 標 値

取 組 内 容

・児童、困窮、高齢、
障害の分野の垣根を
越えた包括的相談支
援体制の構築を進め
るとともに、多機関連
携を軸としたこの体制
が機能するよう、関係
機関と連携した仕組み
づくりを進めました。

※中核機関…重層的
支援体制の中心とな
る機関(市役所など)

・児童、困窮、高齢、
障害の分野の垣根を
越えた包括的相談支
援体制の構築を進め
るとともに、多機関連
携を軸としたこの体制
が機能するよう、関係
機関と連携した仕組み
づくりを進めました。

・児童、困窮、高齢、
障害の分野の垣根を
越えた包括的相談支
援体制の構築を進め
るとともに、多機関連
携を軸としたこの体制
が機能するよう、関係
機関と連携した仕組み
づくりを進めました。

※重層的支援事業へ
の移行は、令和4年度
からの予定でしたが、
令和6年度からに変更
しています。

・児童、困窮、高齢、
障害の分野の垣根を
越えた包括的相談支
援体制の構築を進め
るとともに、多機関連
携を軸としたこの体制
が機能するよう、関係
機関と連携した仕組み
づくりを進めました。
また、その一環として
社会福祉法人大竹市
社会福祉協議会、医
療法人社団知仁会と
市の三者で協定を締
結し、分野を超えた包
括的相談の受付・支
援の窓口としてまるっ
と大竹を設置しまし
た。

・既存事業（相談支援
事業、包括的支援事
業、地域づくり支援事
業等）を一本化し、ま
るっと大竹事業として
重層的支援体制整備
事業から重層的支援
事業へ移行します。

実 績 値

○地域住民の複雑化・複合化したニーズに対応する包括的な
支援体制を整備し、対象者の属性を問わない相談支援、多様
な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重層的
支援体制」の整備を行います。大竹市では、市と大竹市社会
福祉協議会、知人会と連携し、市全域の支援体制整の整備を
進めています。
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【5-4 見守り支え合う地域福祉の推進】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

200 200 200 200 200

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 200 200 200 200 200

2 2 2 2

2 2 2

地域介護課

事業名

担当課

●高齢者自身が周囲にSOSを発信できる環境づくりと、高齢者を
地域で支える意識を高めるため、地域住民との協働や地域外の
関係機関･団体などとの連携を強化します。

○市内のボランティア及びグループ間の交流と連携を深め、普
及します。
○保護司の活動を支援します。

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 市内にあるボランティア連絡協議会と保護司会の数

実 績 値

財

源

内

訳

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

1(2) 地域福祉団体育成事業

取 組 内 容

・地域での助け合いや
共助の新たな仕組み
づくりを進めるために欠
かせないボランティア
活動を支援しました。

・地域での助け合いや
共助の新たな仕組み
づくりを進めるために欠
かせないボランティア
活動を支援しました。

・地域での助け合いや
共助の新たな仕組み
づくりを進めるために欠
かせないボランティア
活動を支援しました。

・地域での助け合いや
共助の新たな仕組み
づくりを進めるために欠
かせないボランティア
活動を支援しました。

・令和5年度の取組を
継続します。

目 標 値
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【5-4 見守り支え合う地域福祉の推進】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

45,800 45,800 45,800 45,800 45,800

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

担当課

地域介護課

事業名

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

1(3) 地域福祉活動推進事業

・大竹市社会福祉協
議会の維持存続のた
め、その運営に必要な
職員の人件費を、補
助しました。

・大竹市社会福祉協
議会の維持存続のた
め、その運営に必要な
職員の人件費を、補
助しました。

・大竹市社会福祉協
議会の維持存続のた
め、その運営に必要な
職員の人件費を、補
助しました。

・令和5年度の取組を
継続します。

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 大竹市社会福祉協議会の維持

財

源

内

訳

○大竹市社会福祉協議会は、行政と協働しながら地域福祉の
推進を図っていく上で欠かせない拠点となっていることから、維
持存続のため、その運営に必要な職員の人件費(報酬、給与、
賃金、厚生)を補助します。

目 標 値

実 績 値

●支援をする人と支援が必要な人の相互認識を深めるために、
地域福祉活動の拠点としての総合福祉センターの機能を強化し
ます。社会福祉協議会が中心となり、主体的で特色ある取組を
行い、地域ボランティア組織などの自主的運営による集まりや拠
点づくりを支援します。

取 組 内 容

・大竹市社会福祉協
議会の維持存続のた
め、その運営に必要な
職員の人件費を、補
助しました。
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【5-4 見守り支え合う地域福祉の推進】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

71,007 95,576 89,600 89,596 89,519

国 県 費 26,628 35,841 33,600 33,598 33,569

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 35,503 47,788 44,800 44,798 44,762

一 般 財 源 8,876 11,947 11,200 11,200 11,188

45人 47人 52人 53人

42人 51人 59人

担当課

事業名

根拠法令等 介護保険法

関連する計画 大竹市高齢者福祉計画、大竹市第9期介護保険事業計画

取組の方針 事業の概要

2(1)
介護予防･日常生活支援総合事業（介護予防･生活支援サービス事
業【介護保険特別会計】）

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 はいかい高齢者SOSネットワーク登録者数(累計)

目 標 値

実 績 値

財

源

内

訳

●警察との連携を強化し、｢はいかい高齢者SOSネットワーク｣の
効果を高めるとともに、｢見守りタグ事業｣と連動したPRを行い、利
用を促します。

○認知症などで見守りが必要な人の家族が、事前登録を行い
ます。登録された情報は、大竹市社会福祉協議会と大竹警察
署で共有し、はいかいなどで行方不明者が出た場合は、状況に
応じて大竹市社会福祉協議会から行政、医療機関、民生委員
などに連絡を行います。

取 組 内 容

・高齢者数の増加とと
もに、｢はいかい高齢
者SOSネットワーク｣登
録者も増加していま
す。地域包括支援セ
ンター、居宅介護支援
事業所などの機関と
連携しながら、支援を
必要とする人に普及･
啓発を行いました。

・地域包括支援セン
ター、居宅介護支援
事業所などの機関と
連携しながら、支援を
必要とする人に普及･
啓発を行いました。

・地域包括支援セン
ター、居宅介護支援
事業所などの機関と
連携しながら、支援を
必要とする人に普及･
啓発を行いました。

・令和4年度の取組を
継続します。

※令和3年度までの
実績を踏まえて、目
標値を上方修正しま
した。【48人⇒52人】

・令和5年度の取組を
継続します。

※令和3年度までの実
績を踏まえて、目標値
を上方修正しました。
【48人⇒53人】

地域介護課
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【5-4 見守り支え合う地域福祉の推進】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

19 18 502 502 443

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 19 18 502 502 443

40人 45人 50人 50人

32人 30人 55人

225人 230人 235人 240人

218人 201人 194人

地域介護課

●警察との連携を強化し、｢見守りタグ事業｣の効果を高めるとと
もに、｢はいかい高齢者SOSネットワーク｣と連動したPRを行い、利
用を促します。

○認知症により、徘徊のおそれのある高齢者などが行方不明に
なったときに、小型の見守りタグ及び専用のアプリケーションを使
い、早期発見のための情報を収集します。
○一人暮らしの高齢者を対象に緊急通報システムを設置し、専用
のコールセンターで事故発生の対応、定期的な健康相談及び出
動員による安否確認等を実施することで、高齢者の地域での自立
した生活を支援します。
○光CATVの専用チューナーを用いて、家族に安否をお知らせし
ます。

財

源

内

訳

事業名

根拠法令等 介護保険法

関連する計画 大竹市高齢者福祉計画、大竹市第9期介護保険事業計画

2(2) 地域見守り活動事業

実 績 値

事 業 指 標 緊急通報システム年間登録者数

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・見守りタグ登録者を増
やすやめには、見守りタグ
アプリのボランティア登録
者を増やす必要がありま
す。ボランティア登録を啓
発するために、広報、民
生委員、自治会、介護保
険事業所などに事業の
周知を実施しました。ま
た、庁内でも依頼を行い
ました。

・ボランティア登録を
啓発するために、広報
で周知と協力依頼を
行いました。

・ボランティア登録を
啓発するために、広
報、民生委員、自治
会、介護保険事業所
などに事業の周知を
実施します。また、庁
内でも引き続き依頼を
行いました。

・ボランティア登録を
啓発するために、広
報、民生委員、自治
会、介護保険事業所
などに事業の周知を
実施します。また、庁
内でも引き続き依頼を
行いました。

・令和5年度の取組を
継続します。

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標

目 標 値

みまもりタグ利用者数(ボランティアアプリケーション登録者)

担当課

取 組 内 容

・ひとり暮らしの高齢者世
帯などの不安を軽減する
ため、これらの世帯に対
し、緊急通報システム
（緊急時に緊急ボタンを
押すことで24時間対応の
コールセンターが状況に
応じた対応をするシステ
ム）への登録案内の取組
を進めました。地域包括
支援センターと連携を図
ることにより在宅高齢者の
見守り体制を強化しまし
た。

・緊急通報システムへ
の登録案内の取組を
進めるとともに、地域
包括支援センターと連
携することにより在宅
高齢者の見守り体制
を強化しました。

・緊急通報システムの
設置の取組を進めると
ともに、地域包括支援
センターと連携するこ
とにより在宅高齢者の
見守り体制を強化しま
した。

・緊急通報システムの
設置の取組を進めると
ともに、地域包括支援
センターと連携するこ
とにより在宅高齢者の
見守り体制を強化しま
した。

・令和5年度の取組を
継続します。
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【5-5 元気・健康・安心をつくる保健・医療体制の充実】

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1

健康づくり推進事業

（健康増進事業、歯科保健事業、がん検診

及び健康診査等事業、人間ドック及び脳

ドック事業【一部は国民健康保険特別会

計】、特定健康診査等事業【国民健康保険

特別会計】、糖尿病対策推進事業【国民健

康保険特別会計】）

まち 保健医療課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1

医療体制整備事業(休日診療所運営

事業、へき地医療対策事業、医療

体制支援事業)

まち 保健医療課

４年間で
実現したい姿

健(検）診を積極的に受け、日々の健康管理を行っている市民が増えており、健
康寿命が向上しています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　自分の健康への意識が
高い市民が増えること
で、健康寿命の延伸が期
待できます。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

｢生活習慣の改善に取り組
んだり、健康診断や健康づ
くりに参加したりするな
ど、自分の健康管理に日頃
から気を付けている｣と答
えた人の割合

73.5% 70.0% 88.7% 90.2% 75.0%

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　増加傾向にあるがんに
よる死亡者数を抑えるた
めに、がん検診の受診率
の向上に取り組むこと
で、早期発見及び治療を
促すことが重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

がんによる死亡率 48.2% 57.8% 54.0% 45.5% 50%以下

４年間で
実現したい姿

休日・夜間を含む救急医療体制や、分娩可能な医療体制が確保されています。
市民自らも日常生活での留意点や緊急時の対応を知り、適切な処置や受診行動
ができています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　軽症者の二次･三次救急
医療機関での受診が減少
することが重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

入院を必要としない二
次･三次救急医療機関受
診者(帰宅者)の割合

JA広島総
合:18%
広島西:
69.9%

JA広島総
合:17%
広島西:
61.1%

JA広島総
合:未公表

広島西:
71.2%

JA広島総
合:未公表
広島西:
70.1%

減少
させる

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　広島西二次保健医療圏
域内で、分娩が可能であ
る医療機関が確保される
ことで、安心して子ども
を産み育てる環境がつく
れます。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

JA広島総合病院の分娩
制限の有無

制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし
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【5-5 元気・健康・安心をつくる保健・医療体制の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

723 7,503 3,951 8,444 5,194

国 県 費 114 4,762 109 143 142

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 3 1 2 4,727 4,316

一 般 財 源 606 2,740 3,840 3,574 736

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

3,867 4,293 4,700 5,965 6,452

国 県 費 639 386 506 797 956

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 1,400 500 500 5,168 5,496

一 般 財 源 1,828 3,407 3,694 0 0

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

36,585 37,157 43,925 49,093 53,081

国 県 費 1,545 1,618 1,840 2,357 2,173

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 4,118 3,538 4,301 7,186 7,612

一 般 財 源 30,922 32,001 37,784 39,550 43,296

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

8,424 9,834 6,698 8,767 11,753

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 1,510 755 0 0 0

一 般 財 源 6,914 9,079 6,698 8,767 11,753

保健医療課

事業名

健康増進事業

1

健康づくり推進事業
（健康増進事業、歯科保健事業、がん検診及び健康診査等事業、人間
ドック及び脳ドック事業【一部は国民健康保険特別会計】、特定健康診
査等事業【国民健康保険特別会計】、糖尿病対策推進事業【国民健康
保険特別会計】）

取組の方針 事業の概要

担当課

人間ドック及び脳ドック事業

【一般会計・国保会計合計】

事業費(単位：千円)

財

源

内

訳

財

源

内

訳

財

源

内

訳

●受診勧奨を行うとともに、健(検)診体制の充実やデータ分析に
基づき効果的な保健事業を実施し、健康寿命の向上に繋げま
す。

○市民を対象に、無料または低額で受けられる、国民健康保
険被保険者の特定健康診査、後期高齢者健診、一般健診、
がん検診、歯科健診、各種健康教室を行います。

事業費(単位：千円)

歯科保健事業

財

源

内

訳

事業費(単位：千円)

根拠法令等 健康増進法、高齢者の医療の確保に関する法律

関連する計画 大竹市健康増進計画（第2次）、大竹市国民健康保険第2期データヘルス計画、大竹市国民健康保険第3期特定健康診査等実施計画

がん検診及び健康診査等事業

事業費(単位：千円)
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【5-5 元気・健康・安心をつくる保健・医療体制の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

22,152 23,632 20,754 25,187 29,318

国 県 費 6,406 5,926 5,856 6,600 8,376

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 204 220 194 200 146

一 般 財 源 15,542 17,486 14,704 18,387 20,796

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

13,843 14,657 12,636 13,301 15,017

国 県 費 0 2,000 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 13,843 12,657 12,636 13,301 15,017

25.0% 26.0% 28.0% 28.0%

19.8% 19.2% 11.3%

財

源

内

訳

糖尿病対策推進事業【国保

会計】

担当課

保健医療課

事業名

1

健康づくり推進事業
（健康増進事業、歯科保健事業、がん検診及び健康診査等事業、人間
ドック及び脳ドック事業【一部は国民健康保険特別会計】、特定健康診
査等事業【国民健康保険特別会計】、糖尿病対策推進事業【国民健康
保険特別会計】）

財

源

内

訳

特定健康診査等事業

事業費(単位：千円)

取 組 内 容

・健康診査･がん検診･
節目歯科健診を実施
しました。
・人間ドック･脳ドックを
実施しました。
・国民健康保険被保
険者に対する受診勧
奨などを行いました。
・新たに健康診査の自
動予約を開始しまし
た。

・健康診査･がん検診･
節目歯科健診を実施
しました。
・人間ドック･脳ドックを
実施しました。
・国民健康保険被保
険者に対する受診勧
奨などを行いました。
・健康診査の自動予
約をシステム化しまし
た。

・健康診査･がん検診･
節目歯科健診を実施
しました。
・人間ドック･脳ドックを
実施しました。
・国民健康保険被保
険者に対する受診勧
奨などを行いました。
・健康診査の自動予
約を実施しました。

※実績値の出し方を
Ｒ4年度から変更して
います。

・健康診査･がん検診･
節目歯科健診を実施
します。
・人間ドック･脳ドック及
び受診勧奨などを実
施します。
・すべての健（険）診の
受診勧奨として自動
予約を継続実施しま
す。

・令和５年度の取組を
継続します。

事業費(単位：千円)

事 業 指 標 国が受診推奨しているがん検診の平均受診率

目 標 値

実 績 値
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【5-5 元気・健康・安心をつくる保健・医療体制の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

29,646 17,195 21,611 21,637 32,136

国 県 費 1,050 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 3,446 3,136 6,710 10,546 30,191

一 般 財 源 25,150 14,059 14,901 11,091 1,945

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

144,576 151,485 46,602 41,217 46,020

国 県 費 0 114,483 0 0 275

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 130,483 21,497 24,000 31,416 29,067

一 般 財 源 14,093 15,505 22,602 9,801 16,678

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

16,657 16,519 16,451 16,604 17,183

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 16,657 16,519 16,451 16,604 17,183

14回 14回

13回 13回 13回

2科目 2科目 2科目

2科目 2科目 2科目

担当課

保健医療課

事業名

へき地医療対策事業

●救急相談センターなど、相談や情報提供を行う機関などを市民に周知します。
●市民がかかりつけ医を持ち、日常生活での留意点や緊急時の処置方法や適切
な受診行動ができるよう啓発します。
●県及び廿日市市と協議し、二次･三次救急医療体制の維持に取り組みます。
●阿多田診療所や栗谷診療所の運営支援を行いながら、持続可能なへき地医療
体制の確立に向けた検討を行います。
●休日及び年末年始の初期救急医療体制の維持に取り組みます。

○市民に対して、休日･夜間、またはへき地の医療及び相談体
制を維持します。
○休日診療所の移転新築に向けて、関係機関と協議して設
計業務の仕様（機能・広さ・設備等）を整理します。また、旧な
かはま保育所の解体工事を令和7年度に実施できるよう準備
します。

財

源

内

訳

根拠法令等 医療法

2
医療体制整備事業(休日診療所運営事業、へき地医療対策事業、医
療体制支援事業)

事業費(単位：千円)

医療体制支援事業

事業費(単位：千円)

※令和4年度までの「救急医療施設運営補助事業」「産科医療施設人材確保支援事業」を「医療体制支援事業」に統合しました。（「医療体制支援

事業」の令和2～4年度の事業費・財源は「（旧）救急医療施設運営補助事業」「（旧）産科医療施設人材確保支援事業」の事業費・財源を合算し

ています。）

事 業 指 標 救急医療体制に関する年間周知回数(広報紙など)

財

源

内

訳

財

源

内

訳

関連する計画 第7次広島県地域保健医療計画

取組の方針 事業の概要

休日診療所運営事業

事業費(単位：千円)

目 標 値

実 績 値

事 業 指 標 休日在宅当番医制を行う診療科目の数

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容
・市広報や市ホームペー
ジなどにより周知啓発しま
した。

・市広報や市ホームペー
ジなどにより周知啓発し
ました。

・市広報や市ホームペー
ジなどにより周知啓発し
ました。

・市広報や市ホームペー
ジなどにより周知啓発し
ます。

・令和5年度の取組を継
続します。

取 組 内 容
・休日在宅当番医制(眼
科･耳鼻科)を継続して実
施しました。

・休日在宅当番医制(眼
科･耳鼻科)を継続して実
施しました。

・休日在宅当番医制(眼
科･耳鼻科)を継続して実
施しました。

・休日在宅当番医制(眼
科･耳鼻科)を継続して実
施します。

・令和5年度の取組を継
続します。
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【5-5 元気・健康・安心をつくる保健・医療体制の充実】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1 1

1 1 1

2機関 2機関

2機関 2機関 2機関

2 2

2 2 2

産科医5人 産科医5人

助産師26人 助産師26人

産科医6人 産科医5人 産科医5人

助産師29人 助産師32人 助産師22人

担当課

・廿日市市と共同で、広
島西医療センターとJA広
島総合病院に対し、運営
費の補助を継続して実施
し、二次及び三次救急医
療を二次保健医療圏内
で確保します。

・令和5年度の取組を
継続します。

・休日･祝日･年末年
始の診療を実施しまし
た。
・新型コロナウイルス
感染症そのものは診
療しませんが、隣接の
旧大竹市ヘルパース
テーション建屋を休日
診療所別棟として発
熱者対応待合室にし
ました。

・休日･祝日･年末年
始の診療を実施しな
がら、今後の方向性に
ついて、広島西医療
センターと協議をしま
したが、「広島西医療
センターでの運営は困
難」との結論が出たた
め、休日診療所の建
替、又は移設を視野
に入れ協議を進めて
いくこととなりました。

・現在地で休日･祝日･
年末年始の診療を実
施しながら、新建屋の
建設に向けて、必要
な諸室等、令和６年
度設計業務について
医師会と協議します。
・令和６年度①旧なか
はま保育所解体設計
業務②建設支援検討
業務の予算要求

・現在地で休日･祝日･
年末年始の診療を実
施しながら、新建屋設
計業務の仕様を固
め、令和７年度の新休
日診療所建設設計
（基本・実施）業務を
予算要求します。
・令和７年度旧なかは
ま保育所解体工事の
予算要求

実 績 値

事 業 指 標 JA広島総合病院の産科医、助産師の人数

取 組 内 容

・阿多田診療所及び栗谷
診療所の運営費の補助
を継続して実施しました。
・地域医療を担う医師確
保･育成などを行う地域
医療支援センターの運営
費の補助を実施しまし
た。

・阿多田診療所及び栗
谷診療所の運営費の補
助を継続して実施しまし
た。
・地域医療を担う医師確
保･育成などを行う地域
医療支援センターの運営
費の補助を実施しまし
た。

・阿多田診療所及び栗
谷診療所の運営費の補
助を継続して実施しまし
た。
・地域医療を担う医師確
保･育成などを行う地域
医療支援センターの運営
費の補助を実施しまし
た。

・阿多田診療所及び栗
谷診療所の運営費の補
助を継続して実施しま
す。
・地域医療を担う医師確
保･育成などを行う地域
医療支援センターの運営
費の補助を実施します。

・令和5年度の取組を
継続します。

目 標 値

実 績 値

2
医療体制整備事業(休日診療所運営事業、へき地医療対策事業、医
療体制支援事業)

保健医療課

事業名

事 業 指 標 休日診療所の数

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・休日･祝日･年末年始
の診療を実施しました。
・X線一般撮影機器のリ
プレースを完了しまし
た。
・新型コロナウイルス感
染症そのものは診療し
ませんが、隣接の旧大
竹市ヘルパーステー
ション建屋を休日診療
所別棟として、発熱者
対応待合室として準備
しました。

目 標 値

事 業 指 標 広島西二次保健医療圏域で、二次及び三次救急医療を担う医療機関数

目 標 値

実 績 値

事 業 指 標 へき地診療所の数

取 組 内 容

・廿日市市と共同で、広
島西医療センターとJA広
島総合病院に対し、運営
費の補助を継続して実施
し、二次及び三次救急医
療を二次保健医療圏内
で確保しました。

・廿日市市と共同で、広
島西医療センターとJA広
島総合病院に対し、運営
費の補助を継続して実施
し、二次及び三次救急医
療を二次保健医療圏内
で確保しました。

・廿日市市と共同で、広
島西医療センターとJA広
島総合病院に対し、運営
費の補助を継続して実施
し、二次及び三次救急医
療を二次保健医療圏内
で確保しました。

取 組 内 容

・　JA広島総合病院の産
科医師などを維持･確保
するため賃金などを補助
しました。JA広島総合病
院の産科医師数を継続
して維持することができて
おり、分娩制限は発生し
ていません。

・　JA広島総合病院の産
科医師などを維持･確保
するため賃金などを補助
しました。JA広島総合病
院の産科医師数を継続
して維持することができて
おり、分娩制限は発生し
ていません。

・　JA広島総合病院の産
科医師などを維持･確保
するため賃金などを補助
しました。JA広島総合病
院の産科医師数を継続
して維持することができて
おり、分娩制限は発生し
ていません。

・JA広島総合病院の産
科医及び助産師を維持･
確保するため賃金などを
補助します。

・JA広島総合病院の産
科医及び助産師を維持･
確保するため賃金などを
補助します。
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【5-6 正しい食生活と食文化を学ぶ食育の推進】

まち 総務学事課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

目標値
（R5）

毎日朝食を食べる人の
割合

76.8%
（H29）

― ― ―

80%
以上

【KPIの考え方】
　食育という言葉の認知
や関心だけでなく、自ら
の食生活を改善している
人が増えていることが大
切です。

2 食育推進事業 まち 保健医療課

４年間で
実現したい姿

児童・生徒の発達段階に応じた食や食文化に関する指導により、郷土への愛着
を深めながら、家庭での食育の実践が進んでいます。

KPI
（重要業績評価指標） 【KPIの考え方】

　食に関する正しい知識･
理解を深め、日常の食事
と関連づけて、家庭で実
践できることが重要で
す。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

家で家族の人と一緒
に、または一人で料理
を作ることができる児
童生徒(小学5年生･中学2
年生)の割合

― ― 76.2% 72.8% 80%

実施計画事業
食生活改善推進員などボランティアの活躍により、地域の中で食育が推進さ
れ、食生活を見直す人が増えています。

KPI
（重要業績評価指標）

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1 学校における食育の推進

食生活改善を実践して
いる人の割合

73.2%
（H29）

― ― ―

85%
以上

KPI
（重要業績評価指標）

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）
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【5-6 正しい食生活と食文化を学ぶ食育の推進】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 0 0 0 0

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 0 0 0 0 0

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

7.5% 7.5% 7.5% 7.5%

4.9% 4.3% 6.2%

事業名

担当課

総務学事課

（単位：千円）

事 業 費

事 業 指 標 食に関する年間指導計画に基づいた食育の授業の実施率

財

源

内

訳

取組の方針 事業の概要

根拠法令等 学校給食法、食育基本法

関連する計画 大竹市食育推進計画

1 学校における食育の推進

実 績 値

取 組 内 容

・市内の生産者と定期
的に協議を行うなど、
積極的に連携を図りま
した。
・学校給食献立の年
間計画を作成し、地域
の伝統的な料理を計
画的に取り入れまし
た。

・引き続き定期的に生
産者との協議を行うと
ともに、年間計画を作
成し、計画的に地元の
食材が使用できるよう
に取り組みました。

・市内食材の使用割
合を、目標値を下回る
ことの無いよう、地元
生産者との定期的な
協議を続けていきま
す。

・市内食材の使用割
合を、目標値を下回る
ことの無いよう、地元
生産者との定期的な
協議を続けていきま
す。

・市内食材の使用割
合を、目標値を下回る
ことの無いよう、地元
生産者との定期的な
協議を続けていきま
す。

●食に関する指導の全体計画を基に年間計画を作成し、教科な
どにおいて｢食育の視点｣を位置づけ、学んだことが実践できるよ
う、学校の教育活動全体で取り組みます。
●調理体験や見学会･試食会、SNSを活用した情報発信など、
家庭･地域を対象とした食に関する取組を行います。
●給食センターと生産者との連携を強化し、地域の農産物や水
産物を計画的に給食で使用できる体制を整えます。
●地域の伝統的な料理を給食に計画的に取り入れることで、食
文化の継承を進めます。

○食に関する知識を身に付け、生活の中で実践できるように指
導をします。また、家庭や地域へ食に関する情報を発信しま
す。
○地元の食材や料理を給食に計画的に取り入れます。

取 組 内 容

・児童･生徒の、発達
段階に応じた食に関す
る知識や、能力が身に
つくよう、各学校の実
態に応じて、食に関す
る全体計画、年間計
画を作成し取り組みま
した。

・学校給食を教材とし
た食に関する指導内
容を充実させ、年間指
導計画に位置付けると
ともに、計画的に実施
しました。

・学校で学んだことが
家庭の食事で実践で
きるよう、食に関する
授業づくりを進めるとと
もに、授業に関する情
報を家庭･地域に発信
していきます。

・効果的な指導となる
よう、家庭･地域を対
象とした事業も併せて
取り組みます。

・引き続き効果的な指
導となるよう、家庭･地
域を対象とした事業も
併せて取り組みます。

目 標 値

実 績 値

事 業 指 標 学校給食における地場産物(大竹市産)の使用割合

目 標 値

171



【5-6 正しい食生活と食文化を学ぶ食育の推進】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

3,640 1,726 1,300 3,343 4,063

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 15 0 0 0 0

一 般 財 源 3,625 1,726 1,300 3,343 4,063

3,050人 3,220人 3,340人 3,460人

2,500人 998人 2,099人

担当課

保健医療課

事業名

根拠法令等 食育基本法

関連する計画 大竹市食育推進計画

2 食育推進事業

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・自宅で簡単にできる
野菜料理や、減塩レシ
ピを作成し、市内の協
力スーパーに設置しま
した。レシピは毎月更
新し8ヶ月で2,128枚
を配布しました。
・新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、
調理実習を伴う事業
を中止し、代わりに食
生活改善推進員に対
し、生活習慣病予防
のための調理指導を6
回実施しました。レシピ
を計372枚配布しまし
た。

・食生活改善推進員
が中心となり、次の事
業を実施しました。
①大竹高校での栄養
講座
②健康教室参加者に
栄養関係テキスト配布
③らんらんカレッジにて
小学生と調理実習
④地域での食育活動
として伝達講習会（3
回）
⑤JA佐伯中央広報誌
「さいきちゅうおう」への
レシピ掲載（年4回：5・
6・11・12月号）
・保育所給食レシピを
930枚(月平均約80枚
×12月)配布しました。

（食推レシピは休止し
ました。）

・食生活改善推進員が中
心となり、次の事業を実
施しました。
①出前健康講座
②大竹高校での栄養講
座
③健康教室参加者に栄
養関係テキスト配布
④小方学園での郷土料
理調理指導
⑤らんらんカレッジにて小
学生と調理実習
⑥地域での食育活動とし
て伝達講習会（4回）
⑦JA広報誌「さいきちゅう
おう」へのレシピ掲載（年6
回：10～3月号）
・献血会場でレシピを配
布。
保育所給食レシピを
1,900枚(22種)配布。
（食推レシピは休止しまし
た。）

・多くの人に食に関心
を持ってもらうための
啓発を行います。
・調理実習を伴う事業
を年間5回程度予定し
ています(1講座定員
10名程度)
・レシピの提供を年間
2,400枚　(200枚×
12月)予定していま
す。
・食生活改善推進員
は献立アプリによる情
報発信を行う予定で
す。

・多くの人に食に関心
を持ってもらうための
啓発を行います。
・調理実習を伴う事業
を年間10回程度予定
しています(1講座定員
10名程度)
・レシピの提供を年間
3,360枚　(280枚×12

月)予定しています。
・食生活改善推進員
は献立アプリによる情
報発信を行う予定で
す。

事 業 指 標 食生活改善推進員と市が共催する食育事業の参加者数

●健康寿命を伸ばすため、食育の視点で介護予防･健康づくりに
取り組みます。また、食育に関する取組を市民に周知します。
●地域活動が可能な食生活改善推進員を支援するとともに、会
員数の増加に向けて、若い世代に食生活改善推進員の活動を
広くPRします。
●食育の推進に向けて、関係部署間で方向性を共有する場を
設けます。

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

○食生活改善推進員と連携して、レシピの作成･配布や調理実
習･情報発信をとおして、食育の視点から介護予防や健康づく
りを行います。
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【5-6 正しい食生活と食文化を学ぶ食育の推進】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

60組 60組 60組 60組

14組 15組 ―

担当課

保健医療課

事業名

事 業 指 標 離乳食講座（もぐぱくひろば）の参加組数

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

　新型コロナウイルス
感染拡大防止のた
め、4回の開催に変更
しました。感染対策を
講じ、定員を減らして
開催しましたが、参加
者数は激減し、申込
者が0人の回もありまし
た。また、参加できな
い保護者を含め多くの
人が、視覚的に内容
を理解できるよう、調
理過程の画像を多用
した資料を作成し、市
ホームページに掲載し
ました。

◎もぐぱくひろば（離乳
食教室）を３回開催し
ました。参加実人数26
名・延人数は30名でし
た。
（新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、
予定回数は実施でき
ませんでした。）
◎参加できない保護
者を含め多くの人が閲
覧できるよう、市ホー
ムページにレシピを掲
載しています。
◎視覚的に内容を理
解できるように、調理
過程の画像を多用し
た資料は作成できま
せんでした。

・もぐぱくひろば（離乳
食教室）は、新型コロ
ナウイルス感染拡大
防止のため、実施でき
ませんでした。
・令和5年度に向け
て、感染対策を講じ、
従来の参加型離乳食
教室を実施できるよう
計画し情報発信を行
いました。
・参加できない保護者
を含め多くの人が、視
覚的に内容を理解で
きるよう、乳児健康相
談時に離乳食のすす
め方について説明を行
いました。

・従来の参加型離乳
食教室については、市
広報･市ホームペー
ジ、各種事業で案内
するなど、目標とする
参加者数が達成でき
るよう取り組みます。
・新型コロナウイルス感
染症対応のため、従
来の参加型離乳食教
室の人数設定を見直
し、1講座定員8名程
度で年間5回予定して
います。
・参加できない保護者
を含め多くの人が、視
覚的に内容を理解で
きるよう、昨年度研究
した結果に基づき、情
報発信手法の確立に
取り組みます。

・従来の参加型離乳
食教室については、市
広報･市ホームペー
ジ、各種事業で案内
するなど、目標とする
参加者数が達成でき
るよう取り組みます。
・参加できない保護者
を含め多くの人が、視
覚的に内容を理解で
きるよう、情報発信し
ます。

2 食育推進事業
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■｢健康・福祉｣に関するSDGs指標一覧

施　策 実績値 データ時点・データ元

要介護者に対するボラン

ティア等の人材の育成人数

(ボランティア育成数/要介

－

介護予防･日常生活支援総合事業(地

域支援事業)の実施状況に関する調

査

一般介護における介護予防

普及啓発事業を実施してい

る市区町村

実施

令和4年4月1日以降

介護予防･日常生活支援総合事業(地

域支援事業)の実施状況に関する調

査

一般介護における地域介護

予防活動支援事業を実施し

ている市区町村

実施

令和4年4月1日以降

介護予防･日常生活支援総合事業(地

域支援事業)の実施状況に関する調

査

居住世帯のいる住宅のうち

バリアフリー化(高齢者等の

設備が備わっている)されて

いる住宅の割合

57.7%
平成30年10月1日

｢住宅･土地統計調査｣

こんにちは赤ちゃん訪問実

施率
45.1%

令和5年3月31日

｢市町村(虐待対応窓口等)の状況調

査｣

保育所(園)･認定こども園･

小規模保育園登園割合(新制

度移行施設)(保育所等の児

童数/5歳以下人口)

59.9%
令和5年4月1日

実績値

待機児童数割合

(待機児童数/5歳以下人口)
0%

令和5年10月1日

｢保育所等関連状況取りまとめ｣/｢

住民基本台帳に基づく人口｣

新生児死亡率(新生児死亡数

/出生数)【大竹市】
0.01%

平成2年12月31日

令和4年度事業概要【広島県西部保

健所】人口動態要覧

人口10万人当たりの癌によ

る死亡者数(癌による死亡者

数/大竹市人口)×100,000

【大竹市】

229人 令和3年「人口動態調査」

平均寿命(男女別)
男　82.0歳

女　88.1歳

国保データベース(KDB)(令和6年1

月作成)

施策5-6

正しい食生活と

食文化を学ぶ食

育の推進

給食施設における栄養士の

有無{(総施設数－管理栄養

士･栄養士がどちらもいな

い施設数)/総施設数}

66.7%

令和5年3月

令和4年度事業概要【広島県西部保

健所】健康増進・栄養改善対策等

SDGs指標

施策5-1

生きがいに満ち

た高齢者の暮ら

しの支援

施策5-2

子どもと子育て

を支える体制の

充実

施策5-5

元気･健康･安心

をつくる保健･医

療体制の充実
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6　自治・行政運営

施策名 No 実施計画事業名称
総合

戦略

国土

強靭化
担当課

1(1) 協働のまちづくり推進事業 まち 自治振興課

1(2)
地域活動促進事業(自治会活動支援事業、コミュニティ

づくり推進事業)
まち 自治振興課

2 まちづくり基本構想等策定・推進事業 まち 企画財政課

1 監査事業 監査事務局

2 広域連携事業 企画財政課

3 行財政システムの改善(効率的で持続可能な行政運営) 企画財政課

4 職員研修事業 総務課

5 市税賦課徴収事業 市民税務課

6 行財政システムの改善(土地造成会計の健全経営) 企画財政課

7 行財政システムの改善(公共施設等総合管理計画の活用) ○
企画財政課

(各施設管理担当課)

1 土地開発公社経営健全化対策事業 監理課

2
上下水道事業の経営の安定化(水道事業、公共下水道事

業)
上下水道局

3 地域公共交通整備事業(第三セクター等経営健全化)
自治振興課

企画財政課

1 情報公開促進事業(市議会本会議等の公開事業) 議会事務局

2 広報事業【再掲】 まち 企画財政課

3 行政事務の情報化推進事業 企画財政課

4 行政事務の情報化推進事業(電子計算機管理事業) 企画財政課

5 統計データ活用の取組 企画財政課

6-3　公営企業など

の健全な経営

6-4　時代に対応し

た情報政策とまち

の魅力発信

6-2　将来を見据え

た計画的で効率的

な行財政運営

6-1　市民と行政の

協働による地域づ

くり
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【6-1 市民と行政の協働による地域づくり】

自治振興課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1(1) 協働のまちづくり推進事業 まち 自治振興課

52.4% 55.9%

2
まちづくり基本構想等策定・推進

事業
まち 企画財政課

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1(2)

地域活動促進事業(自治会活動支援

事業、コミュニティづくり推進事

業)

まち

４年間で
実現したい姿

大竹のまちに魅力を感じ、ふるさとへの愛着や誇りを持つ人が増えています。

41%
以上

４年間で
実現したい姿

自治会やボランティア団体などによる市民公益活動やコミュニティ活動が、行
政との協働により活発に行われ、住民主体の活気ある地域づくりが進んでいま
す。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　過去3年間(平成29～令
和元年度)の平均以上を目
指します。地域のまちづ
くりへの参加意識を持つ
ことが重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

｢自分もできれば何か地
域の役に立てるような
ことをやってみたい｣と
答えた人の割合

40.4% 29.7%

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

大竹市に愛着や誇りを
持つ人の割合

60.3% 57.7% 76.5% 76.4% 65.7%

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　大竹市に愛着や誇りを
持つ人が増えることが、
定住人口や関係人口の増
加につながります。ま
た、地域を大切にする人
が増えることが、まちづ
くりの原動力にもなりま
す。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）
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【6-1 市民と行政の協働による地域づくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

702 679 649 699 3,400

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 702 679 649 699 3,400

34団体 37団体 40団体 43団体

31団体 33団体 34団体

根拠法令等 大竹市市民活動助成金交付要綱

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 新規に発足した団体(スタート支援助成金の交付を受けた団体)数(累計)

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・地域課題の解決に
取り組む市民活動団
体が、自主的･主体的
に提案･実施する事業
を公募し、市民活動
助成金を交付しまし
た。
・市民活動団体が安
心して活動ができるよ
うに、市民活動保険制
度を実施しました。

・地域課題の解決に
取り組む市民活動団
体が、自主的･主体的
に提案･実施する事業
を公募し、市民活動
助成金を交付しまし
た。
・市民活動団体が安
心して活動ができるよ
うに、市民活動保険制
度を実施しました。

・地域課題の解決に
取り組む市民活動団
体が、自主的･主体的
に提案･実施する事業
を公募し、市民活動
助成金を交付しまし
た。
・市民活動団体が安
心して活動ができるよ
うに、市民活動保険制
度を実施しました。

・地域課題の解決に
取り組む市民活動団
体が、自主的･主体的
に提案･実施する事業
を公募し、市民活動
助成金を交付しまし
た。
・市民活動団体が安
心して活動ができるよ
うに、市民活動保険制
度を実施しています。

担当課

自治振興課

事業名

1(1) 協働のまちづくり推進事業

●地域の課題解決に向けて、地域住民も｢公共の担い手｣とし
て、行政との協働のあり方を確立しながら地域づくりを進めます。

○市民活動団体に、助成金を交付します。
○市民活動団体が安心して活動ができるように、市民活動保
険制度を実施します。

令和5年度の取組を
継続します。
令和6年度は市制施
行70周年をPRする市
民提案型事業を募集
し、市民活動助成金
を交付します。
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【6-1 市民と行政の協働による地域づくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

20,192 21,886 21,357 21,282 22,408

国 県 費 500 500 500 540 496

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 4,700 5,333 2,033 1,638 1,638

一 般 財 源 14,992 16,053 18,824 19,104 20,274

60団体 60団体 60団体 60団体

61団体 60団体 60団体

19団体 21団体 23団体 25団体

16団体 19団体 20団体

事 業 指 標 宝くじ助成事業で備品などを整備したコミュニティ団体数(累計)

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・宝くじ助成事業により
コミュニティ組織が整
備する備品の購入費
用を補助しました。
・大竹市コミュニティづ
くり推進協議会の運営
費及び事業費(｢こみゅ
にてぃおおたけ｣発行
経費)を補助しました。

・宝くじ助成事業により
コミュニティ組織が整
備する備品の購入費
用を補助しました。
・大竹市コミュニティづ
くり推進協議会の運営
費及び事業費(｢こみゅ
にてぃおおたけ｣発行
経費)を補助しました。

・宝くじ助成事業により
コミュニティ組織が整
備する備品の購入費
用を補助しました。
・大竹市コミュニティづ
くり推進協議会の運営
費及び事業費(｢こみゅ
にてぃおおたけ｣発行
経費)、コイ･こいフェス
ティバルの開催費用
を補助しました。

・宝くじ助成事業により
コミュニティ組織が整
備する備品の購入費
用を補助しました。
・大竹市コミュニティづ
くり推進協議会の運営
費及び事業費(｢こみゅ
にてぃおおたけ｣発行
経費)、コイ･こいフェス
ティバルの開催費用
を補助しました。

・令和5年度の取組を
継続します。

事 業 指 標 自治会活動費助成金の交付を受けた団体の数

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・自治会の活動費を
助成し、自治会連合
会の運営費を補助し
ました。

・自治会の活動費を
助成し、自治会連合
会の運営費を補助し
ました。

・自治会の活動費を
助成し、自治会連合
会の運営費を補助し
ました。

・自治会の活動費を
助成し、自治会連合
会の運営費を補助し
ました。

令和5年度の取組を
継続します。

担当課

自治振興課

事業名

1(2)
地域活動促進事業（自治会活動支援事業、コミュニティづくり推進事
業）

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

（単位：千円）

●市民活動の広がりを促進するための支援を行います。 ○自治会の活動費を助成します。
○自治会連合会の運営費を補助します。
○地区集会所の新築･修繕などの費用を補助します。
○コミュニティ活動団体の運営費を補助します。
○イベント開催費用を補助します。

財

源

内

訳

事 業 費
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【6-1 市民と行政の協働による地域づくり】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 870 342 322 19,491

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 0 870 342 322 19,491

3校 7校 7校 7校

0校 5校 7校

取組の方針 事業の概要

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

担当課

企画財政課

事業名

2 まちづくり基本構想等策定・推進事業

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・第五次大竹市総合
計画(わがまちプラン)
に基づく市のまちづくり
の取組に関して、小学
校や中学校の｢総合
的な学習｣の時間とし
て、主に｢まちづくり｣を
テーマにした出張授業
などを行いました。
・玖波中学校の1年生
の授業として、地域の
ことを知り、学び、考え
る機会とし実施しまし
た。

・小･中学校の授業の
時間を活用し、出張
授業の形式で、まちづ
くりについて考える機
会を設けました。
・まちづくりに関する
ワークショップなどは、
新型コロナウイルスの
影響もあり、実施でき
ませんでした。

・小･中学校の授業の
時間を活用し、さまざ
まな分野でまちづくりに
ついて考える機会を設
けました。
・大竹市まちづくり基本
構想の下位計画であ
る小方地区のまちづく
り基本構想の一部見
直しを行った。

●子どもの頃からまちの良いところを知り、興味を持ってもらうた
め、学校などでまちづくりや地域のことに関する授業を行います。
●まちへの愛着を感じる人を増やすため、市の魅力を知ってもら
えるような情報発信や、分野・組織横断的な取組を行います。

○｢大竹市まちづくり基本構想｣の将来像や理念を、学校現場
や様々な場で市民に普及させます。
○「大竹市まちづくり基本構想｣の将来像や理念の実現に向け
て、必要に応じて大型事業などの方向性を整理していきます。
このことにより、市民と行政が一体となったまちづくりを進めま
す。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 まちづくり基本構想などを活用して授業を実施した学校の数

・さまざまな媒体や機
会を通じて、まちづくり
の将来像や理念につ
いて市民への普及を
行います。
・小･中学校や高校の
授業の時間を活用し、
大竹市基本構想の理
念をはじめ、さまざま
な分野でまちのことを
考える機会を設けま
す。
（目標値の内訳：市内
小学校3校・市内中学
校3校・大竹高校：計7
校）
・大竹市基本構想の
将来像や理念の実現
に向けて、大型事業
などの方向性を整理
するため、必要に応じ
て調査研究などを行
います。

・令和5年度の取組を
継続します。
・第2期大竹市まちづく
り基本計画・総合戦略
等の策定及び人口ビ
ジョンの修正に取り組
みます。
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【6-2 将来を見据えた計画的で効率的な行財政運営】

122.3
時間

４年間で
実現したい姿

効果的・効率的な事務・事業の実施や職員の能力向上の取組、行政内部のリス
クマネジメントの向上などにより、公平・適正で持続可能な行政運営ができて
います。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　事業の効率化や職員の
能力向上が進み、ミスの
ない事務が行われること
で、適正な職員数による
ロスのない行政運営が可
能となり、結果として時
間外勤務の削減につなが
ると考えられます。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

144.6
時間

４年間で
実現したい姿

市税などの財源を確実に確保しながら、健全かつ安定した財政運営を行うこと
ができています。

KPI
（重要業績評価指標）

130
時間

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

1 監査事業 監査事務局

正規職員1人あたり時間
外勤務時間数

144.5
時間

118.4
時間

4 職員研修事業 総務課

2 広域連携事業 企画財政課

3
行財政システムの改善(効率的で持

続可能な行政運営)
企画財政課

目標値
（R5）

市税収納率（滞納繰越
分を含む）

97.3% 96.6% 97.9% 97.4%

【KPIの考え方】
　少しでも多くの自主財
源を確保することが、健
全な財政運営による持続
可能なまちづくりの基盤
となります。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

98.0%

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

5 市税賦課徴収事業 市民税務課

6
行財政システムの改善(土地造成会

計の健全経営)
企画財政課

7
行財政システムの改善(公共施設等

総合管理計画の活用)

A-1①②、B-1③、B-4①、

B-8①、C-2①②、F-1①

企画財政課

(各管理担当課)
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【6-2 将来を見据えた計画的で効率的な行財政運営】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1,242 1,330 1,346 1,679 1,549

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 1,242 1,330 1,346 1,679 1,549

100% 100% 100% 100%

97% 100% 88%
・定期監査(財務監査､行
政監査)において､内部統
制の観点から、リスクの高
い項目に重点化し､リスク
顕在化の未然防止に主
眼を置くことで監査の実
効性を高める取組を行い
ます。
・監査委員の指摘要望事
項に対するフォローアップ
調査を2ヵ年継続して取り
組み、措置状況を確認し
ます。
・工事監査（技術調査）を
実施し､工事の計画､設計
及び施工が法令等に準
拠し､効率的かつ経済的
に執行されているか確認
します。

※実績値は、令和3年度
分フォローアップ調査の
最終結果数値を掲載す
る予定です。

・定期監査など(財務
監査､行政監査)にお
いて､内部統制の観点
から、リスクの高い項
目に重点化し､リスク顕
在化の未然防止に主
眼を置くことで監査の
実効性を高める取組
を行います。
・監査委員の指摘要
望事項に対するフォ
ローアップ調査を2ヵ
年継続して取り組み、
措置状況を確認しま
す。
・指摘要望事項と市
長及び行政委員会な
どの措置状況を公表
します。

※実績値は、令和4年
度分フォローアップ調
査の最終結果数値を
掲載する予定です。

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・定期監査など(財務
監査､行政監査)にお
いて､内部統制の観点
からリスクの高い項目
に重点化し､リスク顕在
化の未然防止に主眼
を置くことで監査の実
効性を高めました。
・監査委員の指摘要
望事項に対する措置
状況のフォローアップ
調査を2ヵ年で行いま
した。
・指摘要望事項と市
長及び行政委員会な
どの措置状況を公表
しました。

※実績値は、令和元
年度分フォローアップ
調査の途中経過数値
です。

・定期監査など(財務
監査､行政監査)にお
いて､内部統制の観点
から、リスクの高い項
目に重点化し､リスク顕
在化の未然防止に主
眼を置くことで監査の
実効性を高める取組
を行いました。
・監査委員の指摘要
望事項に対するフォ
ローアップ調査を2ヵ
年継続して取り組み、
適切に措置が完了し
たことを確認しました。
・指摘要望事項と市
長及び行政委員会な
どの措置状況を公表
しました。

※実績値は、令和元
年度分フォローアップ
調査の最終結果数値
です。

・定期監査など(財務
監査､行政監査)にお
いて､内部統制の観点
から、リスクの高い項
目に重点化し､リスク顕
在化の未然防止に主
眼を置くことで監査の
実効性を高める取組
を行いました。
・監査委員の指摘要
望事項に対するフォ
ローアップ調査を2ヵ
年継続して取り組み、
概ね適切に措置が完
了したことを確認しまし
た。
・指摘要望事項と市
長及び行政委員会な
どの措置状況を公表
しました。

※実績値は、令和2年
度分フォローアップ調
査の最終結果数値で
す。

●組織の効果的な内部統制の運用やリスクマネジメントの向上
を促すため、監査の実効性を高める取組を行います。
●質的・量的重要性の高いリスクに絞った重点的な監査(リスク
アプローチ)の実施に取り組みます。

○監査基準等に基づき監査、審査及び検査を実施し､その結
果を公表します。

【定期監査及び行政監査】年1回
【監査指摘要望事項に対する措置状況のフォローアップ調査】
年2回（2年間）
【工事監査(技術調査)】1回（3年間）
【決算審査、健全化判断比率審査など】年1回
【例月現金出納検査】年12回

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 定期監査(財務監査､行政監査)などの指摘要望事項における措置完了割合

根拠法令等 地方自治法

関連する計画 年間監査計画

取組の方針 事業の概要

担当課

監査事務局

事業名

1 監査事業
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【6-2 将来を見据えた計画的で効率的な行財政運営】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1,623 1,554 1,028 1,063 1,063

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 551 515 270 563 563

一 般 財 源 1,072 1,039 758 500 500

76事業 77事業 78事業 79事業

70事業 76事業 81事業

・第2期広島広域都市
圏発展ビジョン掲載事
業のうち、連携して取
り組めると判断した事
業について、参加市町
と連携協約を締結し、
事業を実施します。

【令和5年度から新た
に実施した主な事業】
■自動車部品メー
カー等を対象とする協
議の場等の設置
■省エネ支援アドバイ
ザーの派遣
■ＤＸ人材育成常設
型ｅラーニングサイトの
運用

・第2期広島広域都市
圏発展ビジョン掲載事
業のうち、連携して取
り組めると判断した事
業について、参加市町
と連携協約を締結し、
事業を実施します。

【令和6年度から新た
に実施予定の主な事
業】
■マコガレイ種苗放流
事業
■広島版図柄入りナ
ンバープレート普及促
進事業
■公共交通を利用し
た交流促進事業（広
島広域都市圏協議会
事業）

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・広島広域都市圏発
展ビジョンに掲載され
ている事業のうち、連
携して取り組める事業
について、参加市町と
連携協約を締結し、
事業を実施しました。

※令和2年度までと令
和3年度からは、広島
広域都市圏発展ビ
ジョンの改訂に伴い、
事業の統合･整理がさ
れており、事業実施数
の増減は厳密ではあり
ません。

・第2期広島広域都市
圏発展ビジョン掲載事
業のうち、連携して取
り組めると判断した事
業について、参加市町
と連携協約を締結し、
事業を実施します。

【令和3年度から新た
に実施した主な事業】
■広島広域都市圏
ICT推進協議会事業
■広島広域都市圏
オープンデータポータ
ルサイトの構築･運用
■消費者問題に関す
る講座の開催

・第2期広島広域都市
圏発展ビジョン掲載事
業のうち、連携して取
り組めると判断した事
業について、参加市町
と連携協約を締結し、
事業を実施しました。

【令和4年度から新た
に実施した主な事業】
■“西国街道”まち起
こし協議会関係事業
■ひろしま国際平和
文化祭の開催
■平和文化月間にお
けるイベントの開催
■小規模事業所介護
人材育成支援事業
■地球温暖化対策の
推進

●一部の市町と連携できる事業については、積極的に連携を行
い、全市町での連携が必要な事業については、効率性や効果を
判断しながら進めます。

○圏域市町が柔軟に連携して地域の行政サービスを提供する
ため、連携市町間で協約を結び、｢圏域全体の経済成長のけ
ん引｣｢高次の都市機能の集積･強化｣｢圏域全体の生活関連
機能サービスの向上｣に資する事業を行います。
○広島県・山口県・島根県の計25市町で構成される広島広
域都市圏協議会に加入し、本市を含む圏域内の活性化と産
業・経済の活力増進に資する取組を進めながら、本市の魅力
向上を図ります。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 他市町と連携している事業数

根拠法令等 連携中枢都市圏構想推進要綱、広島広域都市圏協議会規約

関連する計画 第2期広島広域都市圏発展ビジョン

取組の方針 事業の概要

担当課

企画財政課

事業名

2 広域連携事業
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【6-2 将来を見据えた計画的で効率的な行財政運営】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 0 0 0 0

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 0 0 0 0 0

ー ー ー 100.0%

ー ー ー

・取組項目｢1 効率的
な事務の推進｣｢2 効
果的な施策の推進｣｢
3 持続可能な財政基
盤の構築｣に基づく12
の取組のうち、75％に
当たる9取組を具体的
に実践し、指標達成を
目指します。

※取組に関し予算を
伴う事業化を行う場合
は、当該事業を実施
計画事業として、該当
する行政分野に別途
掲載します。

・取組項目｢1 効率的
な事務の推進｣｢2 効
果的な施策の推進｣｢
3 持続可能な財政基
盤の構築｣に基づく12
の取組全てを具体的
に実践し、指標達成を
目指します。
・令和7年度以降の新
たな行財政システム
改善に係る方針・計画
を検討します。

※取組に関し予算を
伴う事業化を行う場合
は、当該事業を実施
計画事業として、該当
する行政分野に別途
掲載します。

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・｢大竹市行財政改革の
基本方針｣及び｢大竹市
行財政改革の実施計画｣
に基づき、｢1 効率的で質
の高い仕事ができる組織
の確立｣｢2 効果的な施
策の推進｣｢3 持続可能
な財政基盤の構築｣の各
取組内容の点検基準を
設け、各部署の取組結
果に照らし合わせて達成
状況を確認しました。
・目標を達成した取組や
効果が見られた取組があ
る一方、目標を達成でき
なかった取組もあったこと
から、令和3年度から新
たな方針・計画を定めて
取り組むこととしました。

※実績値は、令和3年度
からの新たな計画の取組
状況につき、令和2年度
は記載していません。

・令和3年度からの新た
な方針・計画である｢大竹
市行財政システム改善
方針」及び「大竹市行財
政システム改善実施計
画」の取組項目に沿っ
て、次のことを行いまし
た。（達成率は予定どおり
取り組めたものを計上）

1 効率的な事務の推進
■押印の廃止・公印事務
の見直し
■減免団体登録事務の
見直し
2 効果的な施策の推進
■事業の事前点検
■課題・懸案事項の進捗
管理
■組織の見直し（情報政
策担当部署の創設として
「情報政策係」及び「広報
広聴係」の新設を決定）
3 持続可能な財政基盤
の構築
■ふるさと納税増加に向
けた取組
■未利用地の利活用（未
利用地情報のHP掲載な
ど）

・｢大竹市行財政システ
ム改善方針」及び「大竹
市行財政システム改善
実施計画」の取組項目に
沿って、次のことを行いま
した。（達成率は予定どお
り取り組めたものを計上）

1 効率的な事務の推進
■AI議事録支援システム
導入検討
■各課ホームページ担
当の設置
2 効果的な施策の推進
■事業の事前点検
■課題・懸案事項の進捗
管理
■組織の見直し（地籍調
査専門部署の創設に関
し、令和5年度以降の方
向性を決定）
3 持続可能な財政基盤
の構築
■ふるさと納税増加に向
けた取組
■未利用地の利活用（情
報のHP掲載など）
■社会教育施設等の再
編・整備（玖波公民館な
どの方向性の決定）
■立地適正化計画に基
づく補助金の活用検討
（公共施設等の再編に充
当）

●これまでの取組の評価や、まちづくり基本計画の方針を踏まえ
た新たな行財政改革の基本方針とその実施計画を策定し、実
効性を高めながら取り組みます。

○人口減少社会においても行政サービスを安定的、持続的、
効率的かつ効果的に提供していくため、上記方針に基づき｢効
率的な事務の推進｣｢効果的な施策の推進｣｢持続可能な財政
基盤の構築｣を行います。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 行財政システム改善実施計画の取組の達成率(目標達成項目･全項目)

根拠法令等 地方自治法

関連する計画 大竹市行財政システム改善方針、大竹市行財政システム改善実施計画

取組の方針 事業の概要

担当課

企画財政課

事業名

3 行財政システムの改善（効率的で持続可能な行政運営）

183



【6-2 将来を見据えた計画的で効率的な行財政運営】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1,134 1,362 1,549 6,140 5,160

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 130 164 543 2,100 1,100

一 般 財 源 1,004 1,198 1,006 4,040 4,060

5人 100人 100人 100人

4人 0人 21人

・広島県自治総合研
修センターや市町村
アカデミーへの派遣研
修への参加を促しまし
た。また、あすチャ
レ!Academy研修等の
職員研修も開催しまし
た。

・令和5年度の取組を
継続します。

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・新型コロナウイルスの
影響により研修は中止
となりました。

・新型コロナウイルスの
影響により、広島県自
治総合研修センター
での特別研修の開催
が縮小されました。ま
た、市町村アカデミー
などの研修も新型コロ
ナウイルスの影響によ
り、参加が困難な状況
でした。

・オンラインでの研修
が開催されるものにつ
いては、通知などによ
り参加を募集し、研修
センターなどへ集合し
開催される研修につい
ては、新型コロナウイ
ルスの状況を考慮し
つつ、研修への参加を
促しています。

●特別研修の受講が少ない者に個別に受講案内するなど、研
修受講を促す仕組みを作るとともに、研修内容を充実します。

○職員が各種研修を受講することにより、資質向上、職務遂
行に必要な知識及び技能を修得し、職務を適切に遂行する能
力を養います。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 特別研修の受講者数(延数)

根拠法令等 地方公務員法

関連する計画 大竹市人材育成基本方針

取組の方針 事業の概要

担当課

総務課

事業名

4 職員研修事業
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【6-2 将来を見据えた計画的で効率的な行財政運営】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

22,640 23,590 38,049 30,425 45,599

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 5,041 7,588 3,011 3,017 3,017

一 般 財 源 17,599 16,002 35,038 27,408 42,582

90.79% 91.29% 91.79% 92.29%

90.29% 90.18% 90.93%

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・次のことを行いまし
た。
■年末調整説明会を
利用し、事業者に説
明
■市ホームページを
活用し、PRを実施
■給与支払報告書入
力の際、普通徴収と
すべき理由が見当た
らない事業所につい
て、電話などで特別徴
収への移行を依頼

・次のことを行いまし
た。
■年末調整説明会を
利用し、事業者に説
明
■市広報記事作成、
市ホームページ刷新、
給与支払報告書総括
表の送付時に文書で
の勧奨
■給与支払報告書入
力時に、普通徴収とす
べき理由が見当たら
ない事業所について、
電話などで特別徴収
への移行依頼

・次のことを行いまし
た。
■年末調整説明会を
利用し、事業者に説
明
■市広報記事作成、
市ホームページ刷新、
給与支払報告書総括
表の送付時に文書で
の勧奨
■給与支払報告書入
力時に、普通徴収とす
べき理由が見当たら
ない事業所について、
電話などで特別徴収
への移行依頼

●｢コンビニ納付･スマホ納付｣と、市窓口における｢口座振替登
録サービス｣の導入により、市民の利便性と収納率の向上に取り
組みます。
●事業者の特別徴収の推進に取り組みます。

○納税義務者が対象です。市民税、固定資産税、都市計画
税、軽自動車税、市たばこ税などを賦課･徴収します。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 事業者の特別徴収実施率

・次のことを行いまし
た。
■年末調整説明会を
利用し、事業者に説
明
■市広報記事作成、
市ホームページ刷新、
給与支払報告書総括
表の送付時に文書で
の勧奨
■給与支払報告書入
力時に、普通徴収とす
べき理由が見当たら
ない事業所について、
電話などで特別徴収
への移行依頼

・令和5年度の取組を
継続します。

根拠法令等 地方税法、大竹市税条例、大竹市都市計画税条例

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

担当課

市民税務課

事業名

5 市税賦課徴収事業
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【6-2 将来を見据えた計画的で効率的な行財政運営】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 0 0 0 0

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 0 0 0 0

0 0 0 0

▲ 12,244 ▲ 55,387 ▲ 58,430 ▲62,817

●土地造成特別会計の資金不足が起こらないよう歳出削減に
取り組むとともに、一般会計からの繰出しを着実に行います。
●保有する土地の売却･貸付などを進めます。償還スキームの
柱である旧小方小･中学校跡地などの売却収入の確保に向け
て、｢小方地区のまちづくり事業｣において跡地利用の方向性の
早期決定に取り組みます。

○一般会計から土地造成特別会計へ、毎年度繰り出しを行い
ます。
○5年に1回、土地造成特別会計の保有する市債の利率見直
し時に、借入先の金融機関と協議を行い利率の引き下げを行
います。

取 組 内 容

・一般会計から土地
造成特別会計へ、毎
年度95,800千円に加
え、大願寺地区土地
造成事業支援基金条
例に基づき大竹工業
団地に立地した工場
並びに小方ケ丘団地
の土地、家屋及び償
却資産に賦課される
固定資産税の約1/4
の金額を繰り出しまし
た。
・土地造成特別会計
の保有する、水道局
前の宅地は令和2年
度に完売しました。
・令和3年度の利率見
直しに向けて、借入先
の金融機関との協議
を行いました。

・一般会計から土地
造成特別会計へ、毎
年度95,800千円に加
え、大願寺地区土地
造成事業支援基金条
例に基づき大竹工業
団地に立地した工場
並びに小方ケ丘団地
の土地、家屋及び償
却資産に賦課される
固定資産税の約1/4
の金額を繰り出しまし
た。
・令和3年5月から5年
間の利率を低利な条
件で借りられるよう、借
入先の金融機関と協
議し、現行利率から▲
0.116％の利率で変
更契約しました。

・一般会計から土地
造成特別会計へ、毎
年度95,800千円に加
え、大願寺地区土地
造成事業支援基金条
例に基づき大竹工業
団地に立地した工場
並びに小方ケ丘団地
の土地、家屋及び償
却資産に賦課される
固定資産税の約1/4
の金額を繰り出しまし
た。

・一般会計からの繰出
金と土地造成特別会
計の保有する土地の
売却収入と貸付収入
で、赤字額が増えない
ようにします。

・令和5年度の取組を
継続します。
・令和6年度に公募処
分する用地について、
一般会計と有償会計
換えし、その収入を財
源として地方債の繰
上償還を行うことで将
来の公債費負担の軽
減を図ります。

担当課

企画財政課

事業名

6 行財政システムの改善（土地造成会計の健全経営）

目 標 値

実 績 値

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 土地造成特別会計単年度収支(当該年度実質収支額ー前年度実質収支額)(千円)

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要
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【6-2 将来を見据えた計画的で効率的な行財政運営】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 0 0 0 0

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 0 0 0 0 0

6施設 5施設 4施設 未定

ー 4施設 5施設 5施設

取 組 内 容

・大竹会館の改築にあ
わせ、減築を行いまし
た。
・公共施設などの総延
床面積の削減に向
け、施設を管理する部
署に削減可能面積の
照会を行いました。

※令和3年度から開
始するため、実績値の
入力は令和3年度か
ら行います。

・なかはま･立戸保育
所を集約化するという
起債を借りて保育所を
建設していますが、こ
の起債の条件が「統
合後の施設の供用開
始から5年以内に廃
止」のため、両保育所
の廃止後の方向性の
検討を行いました。
・栄公民館と玖波公
民館の耐震診断を行
いました。併せて、両
公民館と同地区のコ
ミュニティサロンのあり
方を検討しました。

・耐震診断結果などか
ら緊急度・優先度の高
い玖波公民館につい
て、同地区にあるコ
ミュニティサロン玖波と
共に方向性を検討し、
玖波公民館は、コミュ
ニティサロン玖波の機
能を統合した（仮称）
地域交流センターとす
ることを決定しました。
併せて、建築年次の
古い玖波消防屯所を
（仮称）地域交流セン
ターに複合化する方
針としました。
・なかはま・立戸保育
所の跡地の活用方法
を関係課で協議し、方
向性を決定しました。

・小方地区のまちづくり
事業の進捗に伴い、
旧小方中学校体育館
の今後の方向性を検
討し、決定しました。
・耐震性に課題のある
総合市民会館（総合
体育館などを含む）の
今後の方向性を検討
し、決定しました。
・（仮称）地域交流セ
ンターに機能統合され
るコミュニティサロン玖
波の跡地活用の方向
性を検討し、決定しま
す。
・老朽化などの課題を
抱える休日診療所の
今後の方向性を検討
し、決定しました。

未定

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 公共施設等総合管理計画に基づき方針等を決定した年間施設数

目 標 値

実 績 値

（単位：千円）

根拠法令等 ー

関連する計画 大竹市公共施設等総合管理計画

取組の方針 事業の概要

担当課

企画財政課・各施設管理担当課

事業名

7 行財政システムの改善（公共施設等総合管理計画の活用）

●大竹市公共施設等総合管理計画における総床面積削減目
標の達成に向けて、施設の廃止･縮小を着実に進めます。
●全ての対象施設の個別施設計画を策定するとともに、計画的
な施設の整備･更新･修繕などを進めることで、安全で効率的な
施設の管理運営を行います。

○令和27年度までに、公共施設等(インフラを除く)の総延床
面積を20％削減します。
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【6-3 公営企業などの健全な経営】

４年間で
実現したい姿

市の標準財政規模に対する土地開発公社の簿価総額の割合が縮減され、経営の
安定化が進んでいます。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　市による買取を着実に
進めることが重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

24%

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

簿価総額の割合 34% 32% 30% 31%

４年間で
実現したい姿

有限会社阿多田島汽船が第三セクター等経営健全化方針に沿った運営ができて
います。

４年間で
実現したい姿

施設の計画的な修繕・更新や事業の効率化が進められ、水道水の安定供給や不
断の下水処理を行いながら、安定した上下水道事業の運営ができています。

KPI
（重要業績評価指標）

目標値
（R5）

経費回収率(下水道事業) 95.75% 91.14% 100%

【KPIの考え方】
　回収率100％を目指しま
す。安定した経営を行う
ためには、使用料で回収
すべき経費を、使用料で
賄えていることが必要で
す。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

1 土地開発公社経営健全化対策事業 監理課

実績値
（R5）

目標値
（R5）

有限会社阿多田島汽船
の費用に対する欠損金
補助を除く収益の割合
(過去5年分)の増減

1.04 1.07
1.00
以上

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　有限会社阿多田島汽船
の欠損は公的支援により
補てんする仕組となって
おり、収益の割合が増加
することで欠損金が削減
されますが、島の人口動
態が収益の増減に影響す
るため、それぞれの増減
比率を比較して指数化
し、その数値の維持を目
標とします。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

1.07 1.05

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

3
地域公共交通整備事業(第三セク

ター等経営健全化)

自治振興課

企画財政課

実績値
（R5）

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

100.92% 107.85%

2
上下水道事業の経営の安定化(水道

事業、公共下水道事業)
上下水道局

実績値
（R5）

目標値
（R5）

料金回収率(水道事業) 98.07% 95.02% 100%

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　回収率100％を目指しま
す。安定した経営を行う
ためには、給水に係る費
用を給水収益で賄えてい
ることが必要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

95.17% 90.28%
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【6-3 公営企業などの健全な経営】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

68,106 32,404 3,318 10,565 10,565

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 68,106 32,404 3,318 10,565 10,565

1件 1件 1件 1件

3件 1件 0件

・大竹市土地開発公
社における長期保有
土地の解消に取り組
みます。｢大竹市土地
開発公社経営健全化
のための利子補給等
に関する協定書｣に基
づき、利子補給及び
損失補てんなどを行
い、公社の経営健全
化に取り組みます。

・大竹市土地開発公
社における長期保有
土地の解消に取り組
みます。｢大竹市土地
開発公社経営健全化
のための利子補給等
に関する協定書｣に基
づき、利子補給及び
損失補てんなどを行
い、公社の経営健全
化に取り組みます。

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・大竹市土地開発公
社における長期保有
土地の解消に取り組
みました。大竹市土地
開発公社経営健全化
のための利子補給及
び損失補てんに関す
る協定書に基づき、利
子補給及び損失補て
んを行い、公社の経
営健全化に取り組み
ました。

・大竹市土地開発公
社における長期保有
土地の解消に取り組
みました。大竹市土地
開発公社経営健全化
のための利子補給及
び損失補てんに関す
る協定書に基づき、利
子補給及び損失補て
んを行い、公社の経
営健全化に取り組み
ました。

・大竹市土地開発公
社における長期保有
土地の解消に取り組
みます。｢大竹市土地
開発公社経営健全化
のための利子補給等
に関する協定書｣に基
づき、利子補給及び
損失補てんなどを行
い、公社の経営健全
化に取り組みます。

●土地開発公社経営健全化方針に基づき、計画的な土地の
処分や市の支援制度などによる健全化を進めます。保有土地
の簿価総額は、令和2(2020)年度の市の標準財政規模の24％
を目指します。

○大竹市土地開発公社における長期保有土地の解消に向け
た土地対策の推進と、あわせて経営の健全化のため、保有す
る土地の簿価上昇緩和のための利子補給及び、土地を売却し
たことにより発生する損失の補てんなどを行います。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 公社保有地の年間売却処分数(件数)

根拠法令等 公有地の拡大の推進に関する法律

関連する計画 大竹市土地開発公社経営健全化方針

取組の方針 事業の概要

担当課

監理課

事業名

1 土地開発公社経営健全化対策事業
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【6-3 公営企業などの健全な経営】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

496,293 493,073 506,969 499,311 566,031

529,270 532,561 510,459 520,648 504,054

106.6% 108.0% 100.7% 104.3% 89.1%

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

909,568 881,121 856,976 881,274 1,029,168

962,673 958,313 946,673 1,115,745 1,189,651

105.8% 108.8% 110.5% 126.6% 115.6%

98.7% 98.7% 98.7% 98.7%

98.7% 99.0% 98.2%

98.6% 98.6% 98.6% 98.6%

98.6% 98.8% 98.0%

事 業 指 標 収納率(水道事業)

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・将来にわたって安定
的に事業を継続してい
くため、中長期的な経
営の基本計画となる｢
大竹市水道事業経営
戦略｣を策定しました。

・量的にも質的にも安
定した給水事業を行う
ため、十分な施設の
更新が行えるよう、経
営の健全化を目指し
て、｢大竹市水道事業
経営戦略｣に基づき、
料金改定の準備を行
いました。

・量的にも質的にも安
定した給水事業を行う
ため、十分な施設の
更新が行えるよう、経
営の健全化を目指し
て、｢大竹市水道事業
経営戦略｣に基づき、
料金改定を行いまし
た。

・安定した下水道事業
を行うため、十分な施
設の更新が行えるよ
う、経営の健全化を目
指して、「大竹市公共
下水道事業経営戦
略」に基づき、経営し
ていきます。

令和５年度の取組を
継続します。

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・将来にわたって安定
的に事業を継続してい
くため、中長期的な経
営の基本計画となる｢
大竹市公共下水道事
業経営戦略｣を策定し
ました。

・安定した下水道事業
を行うため、十分な施
設の更新が行えるよ
う、経営の健全化を目
指して、｢大竹市公共
下水道事業経営戦
略｣に基づき、水道料
金改定に併せて、使
用料改定の準備を行
いました。

・安定した下水道事業
を行うため、十分な施
設の更新が行えるよ
う、経営の健全化を目
指して、｢大竹市公共
下水道事業経営戦
略｣に基づき、水道料
金改定に併せて、使
用料改定を行いまし
た。

●水道施設･下水道施設の管理を民間委託し、事業運営の効
率化に取り組みます。
●施設･設備の計画的な改築更新を実施し、投資の平準化･最
適化を進めるとともに、安定した事業運営を確保するために、水
道料金や下水道使用料の改定について検討します。

○｢大竹市水道事業経営｣及び｢大竹市公共下水道事業経営
戦略｣に基づき事業を運営し、効率化･経営健全化を図りま
す。

水道事業

収益的支出(千円)

事 業 指 標 収納率(公共下水道事業)

・量的にも質的にも安
定した給水事業を行う
ため、十分な施設の
更新が行えるよう、経
営の健全化を目指し
て、「大竹市水道事業
経営戦略」に基づき、
経営していきます。

令和５年度の取組を
継続します。

収益的収入(千円)

収支比率

下水道事業

収益的支出(千円)

収益的収入(千円)

収支比率

根拠法令等 水道法、下水道法、地方公営企業法

関連する計画 大竹市水道事業経営戦略、大竹市公共下水道事業経営戦略

取組の方針 事業の概要

担当課

上下水道局

事業名

2 上下水道事業の経営の安定化（水道事業、公共下水道事業）
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【6-3 公営企業などの健全な経営】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

47,220 80,269 460,134 48,714 39,000

国 県 費 13,609 20,896 138,114 10,436 9,498

地 方 債 0 21,200 295,700 0 0

そ の 他 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

一 般 財 源 13,611 18,173 6,320 18,278 9,502

64,000人 64,000人 64,000人 64,000人

62,700人 62,449人 59,153人

・有限会社阿多田島
汽船の欠損補填のた
め、離島航路運営費
等補助金を交付しまし
た。
・有限会社阿多田島
汽船の経営安定化の
ため、預託融資を実
施しています。

・令和5年度の取組を
継続します。

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・有限会社阿多田島
汽船の欠損補填のた
め、離島航路運営費
等補助金を交付しまし
た。
・有限会社阿多田島
汽船の経営安定化の
ため、預託融資を実
施しました。

・有限会社阿多田島
汽船の欠損補填のた
め、離島航路運営費
等補助金を交付しまし
た。
・有限会社阿多田島
汽船の経営安定化の
ため、預託融資を実
施しました。
・公設民営方式(建造
財源:離島航路構造
改革補助金30％、辺
地債70％)により新船
を建造するための設
計と船舶建造工事に
着手しました。

・有限会社阿多田島
汽船の欠損補填のた
め、離島航路運営費
等補助金を交付しまし
た。
・有限会社阿多田島
汽船の経営安定化の
ため、預託融資を実
施しました。
・公設民営方式(建造
財源:離島航路構造
改革補助金30％、辺
地債70％)により新船
を建造しました。

●第三セクター等経営健全化方針に基づき、出資者とともに経
営改革を実施します。
●有限会社阿多田島汽船の欠損削減をめざし、市によるフェ
リー代替建造など船舶の公設民営化を含め、経営健全化に取り
組みます。

○有限会社阿多田島汽船において、阿多田島来島者増によ
る増収を図るなどの経営努力を継続します。
○有限会社阿多田島汽船の欠損補填のため、離島航路運営
費等補助金を交付します。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 有限会社阿多田島汽船の年間旅客数

根拠法令等 H30.2.20総財公第26号総務省課長通知「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」

関連する計画 第三セクター等経営健全化方針

取組の方針 事業の概要

担当課

自治振興課、企画財政課

事業名

3 地域公共交通整備事業（第三セクター等経営健全化）

191



【6-4 時代に対応した情報政策とまちの魅力発信】

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

2 広報事業【再掲】 まち 企画財政課

1
情報公開促進事業(市議会本会議等

の公開事業)
議会事務局

5 統計データ活用の取組 企画財政課

4

0 0 831 11,160

【KPIの考え方】
　民間と共同してより効
率的･効果的な施策を実施
するためには、活用しや
すいオープンデータをで
きるだけ多く掲載するこ
とが重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

オープンデータのダウ
ンロード数

行政事務の情報化推進事業(電子計

算機管理事業)
企画財政課

４年間で
実現したい姿

情報通信技術の効果的な活用によるデジタル化の取組により、行政サービス向
上の取組が進んでいます。

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

0件

KPI
（重要業績評価指標）

情報セキュリティイン
シデント発生件数

0件 0件 1件 0件

４年間で
実現したい姿

行政が保有する情報の適切な管理が行われています。個人情報の管理が徹底さ
れる一方で、統計数値などを官民で利活用するためのオープンデータ化が進ん
でいます。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　行政に対する信頼を向
上させるには、情報セ
キュリティインシデント
を起こさないことが重要
です。

現状値
（R1）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

電子申請による申請件
数

219件 383件 834件 1,011件 600件

KPI
（重要業績評価指標） 【KPIの考え方】

　市民が電子申請の利便
性を実感し、利用が進ん
でいることが重要です。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

実施計画事業 総合戦略 国土強靭化地域計画 担当課

3 行政事務の情報化推進事業 企画財政課

4　年　間　で
実現したい姿

市からのお知らせや市議会の活動の様子など、市に関する情報が積極的に発
信・公開され、行政に対する市民の関心が高まっています。

KPI
（重要業績評価指標）

【KPIの考え方】
　さまざまな情報発信媒
体を活用し、市ホーム
ページに積極的にアクセ
スしてもらえるようにす
ることで、市政への関心
を持ってもらうことが重
要です。アクセス数は、
分野ごとに解析します。

現状値
（R1）

実績値
（R2）

実績値
（R3）

実績値
（R4）

実績値
（R5）

目標値
（R5）

市ホームページアクセ
ス数

942,826 1,312,542 2,119,338 2,522,005 1,000,000
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【6-4 時代に対応した情報政策とまちの魅力発信】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

6,125 3,775 4,754 4,497 8,920

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 6,125 3,775 4,754 4,497 8,920

9項目 9項目 11項目 11項目

9項目 9項目 10項目

・政務活動費の領収
書の公開、特別委員
会などの動画配信に
ついて協議します。

※令和3年度までの
実績を踏まえて、目標
値を上方修正しまし
た。【9項目⇒11項
目】

・令和5年度の取組を
継続します。

・議会活動を確認でき
る環境の充実を図る
ため、本会議や委員
会会議録の検索シス
テムの導入に向けて、
予算を計上しました。

※令和3年度までの
実績を踏まえて、目標
値を上方修正しまし
た。【9項目⇒11項
目】

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・政務活動費収支報
告書と委員会の出席
委員名の市ホーム
ページ公開、本会議
の中継、本会議議事
録の公開、本会議の
録画配信、委員会議
事録の公開、議会だ
よりの発行に加え、令
和2年9月より、常任
委員会の中継、常任
委員会の録画配信を
開始しました。

・令和2年度の取組を
継続して行いました。

・令和2年度の取組を
継続して行いました。
・特別委員会の動画
配信について協議し、
必要に応じ、関係要
綱を整理しています。

●委員会の審議状況をインターネットの動画配信により公開しま
す。
●政務活動費の領収書の公開について、議会として協議しま
す。

○議会活動の様子をいつでも確認できる環境を整え、積極的
な情報公開を行います。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 ホームページで確認できる市議会の活動や記録などを公開する項目数

根拠法令等 大竹市議会基本条例

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

担当課

議会事務局

事業名

1 情報公開促進事業（市議会本会議等の公開事業）
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【6-4 時代に対応した情報政策とまちの魅力発信】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

13,429 14,050 16,300 14,703 15,538

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 3,840 795 1,004 805 720

一 般 財 源 9,589 13,255 15,296 13,898 14,818

4媒体 5媒体 6媒体 6媒体

4媒体 4媒体 5媒体

・毎月広報紙を発行し
全戸配布しました。・
フェイスブックにて、市
に関する話題を提供
し、市ホームページ
で、詳細な情報を提
供しました。
・ケーブルテレビで市
に関する情報を放送し
ました。

・毎月広報紙を発行し
全戸配布しました。・
フェイスブックにて、市
に関する話題を提供
し、市ホームページ
で、詳細な情報を提
供しました。
・ケーブルテレビで市
に関する情報を放送し
ました。

・市ホームページのシ
ステムを変更し、セ
キュリティを強化し、掲
載内容の充実に努め
ました。
・毎月広報紙を発行
紙、全戸配布しまし
た。
・フェイスブックにて、
市に関する話題を提
供し、市ホームページ
で、詳細な情報を提
供しました。
･ケーブルテレビで市に
関する情報を放送しま
した。

・新たな情報発信媒
体も含めて情報発信
の強化･情報の充実
化･多様化を進めま
す。
・関係課と連携しなが
らシティプロモーション
を実施します。
・市民だけでなく市外
の人も情報を入手しや
すい市ホームページ
の運用と情報の充実
に取り組みます。
・市広報紙･ケーブル
テレビについては、こ
れまでと同様に継続し
ていきます。

・新たにLINEによる情
報発信に取り組み、市
民が必要とする情報
を迅速に届けます。
・市民だけでなく市外
の人も情報を入手しや
すい市ホームページ
の運用と情報の充実
に取り組みます。
・広報紙・ケーブルテ
レビについてはこれま
で同様に継続していき
ます。
･各課の業務内容に適
した情報発信媒体を、
各課の権限で運用で
きる体制作りに努めま
す。

取 組 内 容

目 標 値

実 績 値

●市広報紙による市民向けの定期的な市政情報の発信と、
ケーブルテレビやホームページ、SNSによる即時性の高い情報
発信を効果的に行います。
●時代に合わせた新たな情報発信媒体を検討します。市内だ
けでなく市外への発信を強化し、大竹の知名度の向上に取り組
みます。
●広島広域都市圏協議会などを活用した広域的な情報連携に
取り組みます。
●｢大好き大竹応援大使｣を活用した、市外へのPRに取り組みま
す。

○毎月の市広報紙の発行や、市ホームページ･SNSなどでの
情報発信により、市民などへ市政などに関する情報を提供しま
す。また、市外へも市政などの情報を発信し、PRに取り組み大
竹の知名度を上げます。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 情報発信媒体数(広報･ホームページ･SNS･動画配信サイトなど)

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

担当課

企画財政課

事業名

2 広報事業【再掲】
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【6-4 時代に対応した情報政策とまちの魅力発信】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

114 114 11,121 1,522 1,522

国 県 費 0 0 5,503 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 114 114 5,618 1,522 1,522

20 43 45 47

15 21 59

・さまざまな分野で電
子申請可能な行政手
続きが増えるよう取り
組みます。

・令和5年度の取組を
継続します。

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・広島県･市町共同利
用型電子申請サービ
ス上で、電子申請を
実施しました。

・職員に広島県･市町
共同利用型電子申請
サービスシステムの操
作説明会の参加を促
しました。

・自治体の行政手続
きのオンライン化にか
かる手順書に基づき、
マイナポータル上で申
請可能な手続きが増
えるよう取り組んでい
ます。

●市民の利便性の向上につながるような行政サービスのデジタ
ル化など、DXの推進に向けて検討を進めます。
●｢Society5.0｣の推進に向けて、本市の状況分析･課題把握を
行い、情報発信技術を活用するための基盤づくりを進めます。

○ソーシャルネットワーク上での行政手続きを可能にすること
で、市民や法人の利便性が向上するため、行政サービスのデ
ジタル化など、DXの推進を行います。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 電子申請可能な行政手続きの数

根拠法令等 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（デジタル手続法）

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

担当課

企画財政課

事業名

3 行政事務の情報化推進事業
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【6-4 時代に対応した情報政策とまちの魅力発信】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

115,780 126,996 126,903 144,790 144,000

国 県 費 3,267 1,064 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 5,049 5,343 6,034 4,524 4,000

一 般 財 源 107,464 120,589 120,869 140,266 140,000

45人 47人 50人 50人

44人 26人 119人

・令和4年度の取組を
継続します。

・令和5年度の取組を
継続します。

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・職員に対しeラーニン
グの受講勧奨を行い
ました。

・職員に対しeラーニン
グの受講勧奨を行い
ました。

・端末の貸し出しなど
により受講しやすい環
境を検討します。

●行政サービスの向上と、情報機器などの老朽化･陳腐化に
よって発生するリスクやロスの低減のため、計画的に機器を更新
します。
●情報管理に対する職員の意識向上のため、必要に応じて職
員研修を行います。

○セキュリティを確保するため、機器の更新を計画的に行うと
ともに、研修により職員のセキュリティー意識向上を行います。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 職員のeラーニング年間受講者数(セキュリティおよび個人情報保護コース)

根拠法令等 ー

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

担当課

企画財政課

事業名

4 行政事務の情報化推進事業（電子計算機管理事業）
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【6-4 時代に対応した情報政策とまちの魅力発信】

№ 総合戦略 国土強靭化

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 0 0 0 0

国 県 費 0 0 0 0 0

地 方 債 0 0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0 0

一 般 財 源 0 0 0 0 0

1 50 60 70

0 40 40

目 標 値

実 績 値

取 組 内 容

・広島広域都市圏ICT
推進協議会に参加し
ました。共同でオープ
ンデータプラットフォー
ムの運用を行うことに
ついて協議しました。

・広域都市圏オープン
データプラットフォーム
上にオープンデータを
掲載しました。

・公開可能なデータを
検討し、オープンデー
タ化していきます。

●PDF形式で公開している統計書などの統計数値を、エクセル
などの活用可能なデータ形式で公開します。
●地域経済分析システムRESAS(リーサス)などの活用を検討し
ます。

○各種統計データを計画の策定などに活用できるように、情報
をホームページなどで公開します。

（単位：千円）

事 業 費

財

源

内

訳

事 業 指 標 オープンデータ掲載数

・利用されやすいデー
タについて検討し、公
開データを増やしま
す。

・利用されやすいデー
タについて検討し、公
開データを増やしま
す。

根拠法令等 官民データ活用推進基本法

関連する計画 ー

取組の方針 事業の概要

担当課

企画財政課

事業名

5 統計データ活用の取組
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■｢自治・行政運営｣に関するSDGs指標一覧

施　策 実績値 データ時点・データ元

財政力指数 0.75
令和5年3月31日

｢決算統計｣

地方税割合(対歳入決算総

額)
30.1%

令和5年3月31日

｢決算統計｣

自主財源の割合(対歳出決算

総額)
53.2%

令和5年3月31日

｢決算統計｣

実質公債費比率 13.5%
令和5年3月31日

｢決算統計｣

SDGs指標

施策6-2

将来を見据えた

計画的で効率的

な行財政運営
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